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○ 通所リハビリテーション 基本報酬
① １(２)②豪雪地帯等において急な気象状況の悪化等があった場合の通所介護費等の所

要時間の取扱いの明確化
② １(２)③通所リハビリテーションにおける機能訓練事業所の共生型サービス、基準該当

サービスの提供の拡充★
③ １(３)⑧医療機関のリハビリテーション計画書の受け取りの義務化★
④ １(３)⑨退院後早期のリハビリテーション実施に向けた退院時情報連携の推進★
⑤ １(５)④業務継続計画未策定事業所に対する減算の導入★
⑥ １(６)①高齢者虐待防止の推進★
⑦ １(６)②身体的拘束等の適正化の推進★
⑧ ２(１)①訪問・通所リハビリテーションにおけるリハビリテーション、口腔、栄養の一

体的取組の推進
⑨ ２(１)③リハビリテーション・個別機能訓練、口腔管理、栄養管理に係る一体的計画書

の見直し★
⑩ ２(１)⑥訪問及び通所リハビリテーションのみなし指定の見直し★

２．(３)通所リハビリテーション①
改定事項
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⑪ ２(１)⑧介護予防サービスにおけるリハビリテーションの質の向上に向けた評価（予
防のみ）

⑫ ２(１)⑪通所リハビリテーションの事業所規模別基本報酬の見直し
⑬ ２(１)⑫ケアプラン作成に係る「主治の医師等」の明確化★
⑭ ２(２)②通所リハビリテーションにおける入浴介助加算(Ⅱ)の見直し
⑮ ２(３)①科学的介護推進体制加算の見直し★
⑯ ３(１)①介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースアッ

プ等支援加算の一本化★
⑰ ３(２)①テレワークの取扱い★
⑱ ３(２)⑧外国人介護人材に係る人員配置基準上の取扱いの見直し★
⑲ ４(２)①運動器機能向上加算の基本報酬への包括化（予防のみ）
⑳ ５②特別地域加算、中山間地域等の小規模事業所加算及び中山間地域に居住する者への

サービス提供加算の対象地域の明確化★
㉑ ５⑤通所系サービスにおける送迎に係る取扱いの明確化★

２．(３)通所リハビリテーション②
改定事項
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通所リハビリテーション 基本報酬

単位数

＜現行＞ ＜改定後＞

要介護１ 757単位 762単位

要介護２ 897単位 903単位

要介護３ 1,039単位 1,046単位

要介護４ 1,206単位 1,215単位

要介護５ 1,369単位 1,379単位

＜現行＞
Ⅰ/Ⅱ

＜改定後＞

要介護１ 734/708単位 714単位

要介護２ 868/841単位 847単位

要介護３ 1,006/973単位 983単位

要介護４ 1,166/1,129単位 1,140単位

要介護５ 1,325/1,282単位 1,300単位

通常規模型 大規模型

※旧大規模型Ⅰ及びⅡについては廃止し、大規模型に統合する。
※一定の条件を満たした大規模型事業所については、通常規模型と同様の単位数を算定できることとする。

○通所リハビリテーション（７時間以上８時間未満の場合）

○介護予防通所リハビリテーション

＜現行＞ ＜改定後＞
要支援１ 2,053単位/月 2,268単位/月
要支援２ 3,999単位/月 4,228単位/月
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１.（２）② 豪雪地帯等において急な気象状況の悪化等があった場合の
通所介護費等の所要時間の取扱いの明確化

○ 豪雪地帯等において、積雪等のやむを得ない事情の中でも継続的なサービス提供を行う観点から、通所介護費等
の所要時間について、利用者の心身の状況（急な体調不良等）に限らず、積雪等をはじめとする急な気象状況の悪
化等によるやむを得ない事情についても考慮することとする。【通知改正】

【通所介護、地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護★、通所リハビリテーション】

○ 現行の所要時間による区分の取扱いおいては、現に要した時間ではなく、計画に位置づけられた内容の通所介護
等を行うための標準的な時間によることとされているところ、実際の通所介護等の提供が計画上の所要時間よりも、
やむを得ず短くなった場合には計画上の単位数を算定して差し支えないものとしている。

上記「やむを得ず短くなった場合」には、当日の利用者の心身の状況に加えて、降雪等の急な気象状況の悪化等
により、利用者宅と事業所間の送迎に平時よりも時間を要した場合も該当する。

なお、計画上の所要時間よりも大きく短縮した場合には、計画を変更の上、変更後の所要時間に応じた単位数を
算定すること。

概要

算定要件等
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１.（２）③ 通所リハビリテーションにおける機能訓練事業所の共生型サービス、
基準該当サービスの提供の拡充

概要
○ 障害福祉サービスとの連携を強化し、障害者の身体機能・生活能力の維持・向上等に関する自立訓練（機能訓練）

を拡充する観点から、通所リハビリテーション事業所において、共生型自立訓練（機能訓練）又は基準該当自立訓
練（機能訓練）の提供が可能となることを踏まえ、自立訓練（機能訓練）を提供する際の人員及び設備の共有を可
能とする。【通知改正】

【通所リハビリテーション★】
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１.（３）⑧ 医療機関のリハビリテーション計画書の受け取りの義務化

概要

○ 退院時の情報連携を促進し、退院後早期に連続的で質の高いリハビリテーションを実施する観点から、医師等の
従業者が、入院中にリハビリテーションを受けていた利用者に対し退院後のリハビリテーションを提供する際に、
リハビリテーション計画を作成するに当たっては、入院中に医療機関が作成したリハビリテーション実施計画書等
を入手し、内容を把握することを義務付ける。【省令改正】

【訪問リハビリテーション★、通所リハビリテーション★】

基準
＜運営基準（省令）＞
○ サービス毎に、以下を規定（通所リハビリテーションの例）

医師等の従業者は、リハビリテーションを受けていた医療機関から退院した利用者に係る通所リハビリテーショ
ン計画の作成に当たっては、当該医療機関が作成したリハビリテーション実施計画書等により、当該利用者に係る
リハビリテーションの情報を把握しなければならない。

入院中に
リハビリテーション
を実施した医療機関

リハビリテーション
事業所

リハビリテーション
実施計画書等の入手
・内容の把握

リハビリテーション
実施計画書等の提供

【リハビリテーション実施計画書等】
入院中に実施していたリハビリテーションに関わる情報、
利用者の健康状態、心身機能・構造、活動・参加、
目標、実施内容、リハビリテーション実施に際しての注意点等
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１.（３）⑨ 退院後早期のリハビリテーション実施に向けた退院時情報連携の推進

概要

○ 退院時の情報連携を促進し、退院後早期に連続的で質の高いリハビリテーションを実施する観点から、医療機関
からの退院後に介護保険のリハビリテーションを行う際、リハビリテーション事業所の理学療法士等が、医療機関
の退院前カンファレンスに参加し、共同指導を行ったことを評価する新たな加算を設ける。【告示改正】

【訪問リハビリテーション★、通所リハビリテーション★】

算定要件等

（訪問リハビリテーションの場合）
○ 病院又は診療所に入院中の者が退院するに当たり、訪問リハビリテーション事業所の医師又は理学療法士、作業

療法士若しくは言語聴覚士が、退院前カンファレンスに参加し、退院時共同指導※を行った後に、当該者に対する
初回の訪問リハビリテーションを行った場合に、当該退院につき１回に限り、所定単位数を加算する。（新設）

※ 利用者又はその家族に対して、病院又は診療所の主治の医師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士その他の従業者と利用者の状
況等に関する情報を相互に共有した上で、在宅でのリハビリテーションに必要な指導を共同して行い、その内容を在宅でのリハビリ
テーション計画に反映させることをいう。

単位数

＜現行＞ ＜改定後＞
なし 退院時共同指導加算 600単位/回（新設）
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１.（５）④ 業務継続計画未策定事業所に対する減算の導入
概要

○ 感染症や災害が発生した場合であっても、必要な介護サービスを継続的に提供できる体制を構築するため、業務
継続に向けた計画の策定の徹底を求める観点から、感染症若しくは災害のいずれか又は両方の業務継続計画が未策
定の場合、基本報酬を減算する。【告示改正】

単位数
＜現行＞ ＜改定後＞

なし 業務継続計画未実施減算
施設・居住系サービス 所定単位数の100分の3に相当する単位数を減算（新設）
その他のサービス 所定単位数の100分の1に相当する単位数を減算（新設）

算定要件等
○ 以下の基準に適合していない場合（新設）

・ 感染症や非常災害の発生時において、利用者に対するサービスの提供を継続的に実施するための、及び非常時
の体制で早期の業務再開を図るための計画（業務継続計画）を策定すること

・ 当該業務継続計画に従い必要な措置を講ずること
※ 令和７年３月31日までの間、感染症の予防及びまん延の防止のための指針の整備及び非常災害に関する具体的計画の策定を行っ

ている場合には、減算を適用しない。訪問系サービス、福祉用具貸与、 居宅介護支援については、令和７年３月31日までの間、
減算を適用しない。

○ １年間の経過措置期間中に全ての事業所で計画が策定されるよう、事業所間の連携により計画策定を行って差し
支えない旨を周知することも含め、小規模事業所の計画策定支援に引き続き取り組むほか、介護サービス情報公表
システムに登録すべき事項に業務継続計画に関する取組状況を追加する等、事業所への働きかけを強化する。また、
県別の計画策定状況を公表し、指定権者による取組を促すとともに、業務継続計画を策定済みの施設・事業所につ
いても、地域の特性に合わせた実効的な内容となるよう、指定権者による継続的な指導を求める。

【全サービス（居宅療養管理指導★、特定福祉用具販売★を除く）】

※ 平成18年度に施設・居住系サービスに身体拘束廃止未実施減算を導入した際は、５単位/日減算であったが、
各サービス毎に基本サービス費や算定方式が異なることを踏まえ、定率で設定。なお、その他サービスは、所
定単位数から平均して７単位程度/（日・回）の減算となる。

9



概要
○ 利用者の人権の擁護、虐待の防止等をより推進する観点から、全ての介護サービス事業者（居宅療養管理指導及

び特定福祉用具販売を除く。）について、虐待の発生又はその再発を防止するための措置（虐待の発生又はその再
発を防止するための委員会の開催、指針の整備、研修の実施、担当者を定めること）が講じられていない場合に、
基本報酬を減算する。その際、福祉用具貸与については、そのサービス提供の態様が他サービスと異なること等を
踏まえ、３年間の経過措置期間を設けることとする。 【告示改正】

〇 施設におけるストレス対策を含む高齢者虐待防止に向けた取組例を収集し、周知を図るほか、国の補助により都
道府県が実施している事業において、ハラスメント等のストレス対策に関する研修を実施できることや、同事業に
よる相談窓口について、高齢者本人とその家族だけでなく介護職員等も利用できることを明確化するなど、高齢者
虐待防止に向けた施策の充実を図る。

単位数
＜現行＞ ＜改定後＞

なし 高齢者虐待防止措置未実施減算 所定単位数の100分の1に相当する単位数を減算（新設）

【全サービス（居宅療養管理指導★、特定福祉用具販売★を除く）】

１.（６）① 高齢者虐待防止の推進①

算定要件等
○ 虐待の発生又はその再発を防止するための以下の措置が講じられていない場合（新設）

・ 虐待の防止のための対策を検討する委員会（テレビ電話装置等の活用可能）を定期的に開催するとともに、そ
の結果について、従業者に周知徹底を図ること。

・ 虐待の防止のための指針を整備すること。
・ 従業者に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施すること。
・ 上記措置を適切に実施するための担当者を置くこと。

※ 平成18年度に施設・居住系サービスに身体拘束廃止未実施減算を導入した際は、５単位/日減算であったが、各サービス毎
に基本サービス費や算定方式が異なることを踏まえ、定率で設定。なお、所定単位数から平均して７単位程度/（日・回）の
減算となる。
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１.（６）① 高齢者虐待防止の推進②

算定要件等
○ 全ての施設・事業所で虐待防止措置が適切に行われるよう、令和６年度中に小規模事業所等における取組事例を

周知するほか、介護サービス情報公表システムに登録すべき事項に虐待防止に関する取組状況を追加する。また、
指定権者に対して、集団指導等の機会等にて虐待防止措置の実施状況を把握し、未実施又は集団指導等に不参加の
事業者に対する集中的な指導を行うなど、高齢者虐待防止に向けた取組の強化を求めるとともに、都道府県別の体
制整備の状況を周知し、更なる取組を促す。
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概要
○ 身体的拘束等の更なる適正化を図る観点から、以下の見直しを行う。

ア 短期入所系サービス及び多機能系サービスについて、身体的拘束等の適正化のための措置（委員会の開催等、
指針の整備、研修の定期的な実施）を義務付ける。【省令改正】また、身体的拘束等の適正化のための措置が講
じられていない場合は、基本報酬を減算する。その際、１年間の経過措置期間を設けることとする。【告示改正】

イ 訪問系サービス、通所系サービス、福祉用具貸与、特定福祉用具販売及び居宅介護支援について、利用者又は
他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束等を行ってはならないこと
とし、身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理
由を記録することを義務付ける。【省令改正】

【ア：短期入所系サービス★、多機能系サービス★、イ：訪問系サービス★、通所系サービス★、福祉用具貸与★、
特定福祉用具販売★、居宅介護支援★】

１．（６）② 身体的拘束等の適正化の推進①

基準
○ 短期入所系サービス及び多機能系サービスの運営基準に以下の措置を講じなければならない旨を規定する。

・ 身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会を３月に１回以上開催するとともに、その結果について、
介護職員その他従業者に周知徹底を図ること。

・ 身体的拘束等の適正化のための指針を整備すること。
・ 介護職員その他の従業者に対し、身体的拘束等の適正化のための研修を定期的に実施すること。

○ 訪問系サービス、通所系サービス、福祉用具貸与、特定福祉用具販売及び居宅介護支援の運営基準に以下を規定
する。
・ 利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束等を行って

はならないこと。
・ 身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由

を記録しなければならないこと。
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１.（６）② 身体的拘束等の適正化の推進②

＜現行＞ ＜改定後＞
なし 身体拘束廃止未実施減算 所定単位数の100分の1に相当する単位数を減算（新設）

単位数

算定要件等
○ 身体的拘束等の適正化を図るため、以下の措置が講じられていない場合

・ 身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の入所者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由
を記録すること

・ 身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会を３月に１回以上開催するとともに、その結果について、
介護職員その他従業者に周知徹底を図ること

・ 身体的拘束等の適正化のための指針を整備すること
・ 介護職員その他の従業者に対し、身体的拘束等の適正化のための研修を定期的に実施すること

〇 全ての施設・事業所で身体的拘束等の適正化が行われるよう、令和６年度中に小規模事業所等における取組事例
を周知するほか、介護サービス情報公表システムに登録すべき事項に身体的拘束等の適正化に関する取組状況を追
加する。また、指定権者に対して、集団指導等の機会等にて身体的拘束等の適正化の実施状況を把握し、未実施又
は集団指導等に不参加の事業者に対する集中的な指導を行うなど、身体的拘束等の適正化に向けた取組の強化を求
める。

【短期入所系サービス★、多機能系サービス★】

※ 平成18年度に施設・居住系サービスに身体拘束廃止未実施減算を導入した際は、５単位/日減算であったが、各サービ
ス毎に基本サービス費や算定方式が異なることを踏まえ、定率で設定。なお、短期入所系・多機能系サービスは所定単位
数から平均して９単位程度/日の減算となる。
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LIFEの提出＆
フィードバック

リハ・口腔・栄養のアセ
スメントを実施＆

情報を一体的に共有

LIFEの提出＆
フィードバック

リハビリテーション計画の
説明・同意

概要
○ リハビリテーション・口腔・栄養を一体的に推進し、自立支援・重度化防止を効果的に進める観点から、通所リ

ハビリテーションにおけるリハビリテーションマネジメント加算について、以下の要件を満たす場合を評価する新
たな区分を設ける。

ア 口腔の健康状態の評価及び栄養アセスメントを行っていること。
イ リハビリテーション計画等の内容について、リハビリテーション・口腔・栄養の情報を関係職種の間で一体

的に共有すること。その際、必要に応じて LIFEに提出した情報を活用していること。
ウ 共有した情報を踏まえ、リハビリテーション計画について必要な見直しを行い、見直しの内容について関係

職種に対し共有していること。
また、報酬体系の簡素化の観点から、通所リハビリテーション、訪問リハビリテーションのリハビリテーション

マネジメント加算（B）の要件について新規区分とし、加算区分を整理する。【告示改正】

【訪問リハビリテーション、通所リハビリテーション】

２.(１)①訪問・通所リハビリテーションにおけるリハビリテーション、口腔、栄養の一体的取組の推進①

なしPT・OT・STが利用者
等に説明・同意を得て
医師へ報告

加算（A）イ

加算（A）ロ

加算（B）イ

加算（B）ロ

リハビリテーション会議を定期的に開催する等、
リハビリテーションマネジメントを継続的に実施

改定後

(新設)
Ａ

Ｂ

あり

なし

あり

イ

イ

ロ

ロ
医師が利用者等に
説明・同意を得る

リハビリテーション会議を定期的に開催する等、
リハビリテーションマネジメントを継続的に実施

なし

あり

加算(イ)

加算(ロ)

加算(ハ)

※医師が利用者に説明し同意を得た場合は上記に加えて評価

あり

なし

現行
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算定要件等
○ 通所リハビリテーション
＜リハビリテーションマネジメント加算(イ)＞ 現行のリハビリテーションマネジメント加算(A)イ と同要件を設定。
＜リハビリテーションマネジメント加算(ロ)＞ 現行のリハビリテーションマネジメント加算(A)ロ と同要件を設定。
＜リハビリテーションマネジメント加算(ハ)＞（新設）

・リハビリテーションマネジメント加算(ロ)の要件を満たしていること。
・事業所の従業者として、又は外部との連携により管理栄養士を１名以上配置していること。
・利用者ごとに、多職種が共同して栄養アセスメント及び口腔の健康状態の評価を行っていること。
・利用者ごとに、言語聴覚士、歯科衛生士又は看護職員がその他の職種の者と共同して口腔の健康状態を評価し、当該利用者の口腔の

健康状態に係る解決すべき課題の把握を行っていること。
・利用者ごとに、関係職種が、通所リハビリテーション計画の内容の情報等や、利用者の口腔の健康状態に関する情報及び利用者の栄

養状態に関する情報を相互に共有すること。
・共有した情報を踏まえ、必要に応じて通所リハビリテーション計画を見直し、当該見直しの内容を関係職種に対して情報提供してい

ること。
＜リハビリテーション事業所の医師が利用者又はその家族に対して説明し、利用者の同意を得た場合＞

・現行の(B)の医師の説明に係る部分と同要件を設定。

単位数
○ 通所リハビリテーション
＜現行＞

リハビリテーションマネジメント加算(A)イ
同意日の属する月から６月以内 560単位/月,６月超 240単位/月

リハビリテーションマネジメント加算(A)ロ
同意日の属する月から６月以内 593単位/月,６月超 273単位/月

リハビリテーションマネジメント加算(B)イ
同意日の属する月から６月以内 830単位/月,６月超 510単位/月

リハビリテーションマネジメント加算(B)ロ
同意日の属する月から６月以内 863単位/月,６月超 543単位/月

＜改定後＞
リハビリテーションマネジメント加算(イ)

同意日の属する月から６月以内 560単位/月,６月超 240単位/月
リハビリテーションマネジメント加算(ロ)

同意日の属する月から６月以内 593単位/月,６月超 273単位/月
廃止

廃止

リハビリテーションマネジメント加算(ハ)（新設）
同意日の属する月から６月以内 793単位/月,６月超 473単位/月

※医師が利用者またはその家族に説明した場合 上記に加えて270単位
（新設・Bの要件の組み替え）

２.(１)①訪問・通所リハビリテーションにおけるリハビリテーション、口腔、栄養の一体的取組の推進③
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２.（１）③ リハビリテーション・個別機能訓練、口腔管理、栄養管理に係る
一体的計画書の見直し

概要

○ リハビリテーション・機能訓練、口腔、栄養の一体的取組を推進する観点から、リハビリテーション・個別機能
訓練、口腔管理、栄養管理に係る一体的計画書の見直しを行う。【通知改正】

【通所介護、通所リハビリテーション★、地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護★、介護老
人福祉施設、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、介護老人保健施設、介護医療院】

算定要件等

○ リハビリテーション・個別機能訓練、口腔、栄養に係る一体的計画書について、記載項目を整理するとともに、
他の様式におけるLIFE提出項目を踏まえた様式に見直し。
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２.（１）⑥ 訪問及び通所リハビリテーションのみなし指定の見直し

概要

○ 訪問リハビリテーション事業所を更に拡充する観点から、介護老人保健施設及び介護医療院の開設許可があった
ときは、訪問リハビリテーション事業所の指定があったものとみなす。また、介護保険法第 72 条第１項による通
所リハビリテーション事業所及び訪問リハビリテーション事業所に係るみなし指定を受けている介護老人保健施設
及び介護医療院については、当該事業所の医師の配置基準について、当該施設の医師の配置基準を満たすことを
もって基準を満たしているものとみなすこととする。【省令改正】

【訪問リハビリテーション★、通所リハビリテーション★】

基準
○ 訪問リハビリテーション事業所、介護予防訪問リハビリテーション事業所のみなし指定が可能な施設

○ 人員配置基準について、以下の規定を設ける
（訪問リハビリテーションの場合）

指定訪問リハビリテーション事業所が、みなし指定を受けた介護老人保健施設又は介護医療院である場合は、当
該施設の医師の配置基準を満たすことをもって、訪問リハビリテーション事業所の医師の配置基準を満たしている
ものとみなすことができる。

＜現行＞ ＜改定後＞
病院、診療所 病院、診療所、介護老人保健施設、介護医療院
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２.（１）⑧介護予防サービスにおけるリハビリテーションの質の向上に向けた評価
概要

○ 介護予防サービスにおけるリハビリテーションの質を評価し、適切なサービス提供とする観点から、以下の見直しを行う。
ア 利用開始から 12 月が経過した後の減算について、拡大を行う。ただし、定期的なリハビリテーション会議によるリハビリテー

ション計画の見直しを行い、LIFE へリハビリテーションのデータを提出しフィードバックを受けて PDCA サイクルを推進する場合
は減算を行わないこととする。

イ 要介護認定制度の見直しに伴い、より適切なアウトカム評価に資するようLIFE へリハビリテーションのデータ提出を推進すると
ともに、事業所評価加算の廃止を行う。【告示改正】

【介護予防訪問リハビリテーション、介護予防通所リハビリテーション】

単位数
○ 利用開始日の属する月から12月超

○ 事業所評価加算

＜現行＞ ＜改定後＞
介護予防訪問リハビリテーション

５単位/回減算 要件を満たした場合 減算なし（新設）
要件を満たさない場合 30単位/回減算（変更）

介護予防通所リハビリテーション
要支援１ 20単位/月減算
要支援２ 40単位/月減算

要件を満たした場合 減算なし（新設）
要件を満たさない場合 要支援１ 120単位/月減算（変更）

要支援２ 240単位/月減算（変更）

＜現行＞ ＜改定後＞
介護予防訪問リハビリテーション 120単位/月
介護予防通所リハビリテーション 120単位/月

（廃止）
（廃止）

算定要件等
○ 利用開始日の属する月から12月を超えて介護予防通所（訪問）リハビリテーションを行う場合の減算を行わない基準（新設）
・ ３月に１回以上、リハビリテーション会議を開催し、リハビリテーションに関する専門的な見地から利用者の状況等に関する情報を

構成員と共有し、当該リハビリテーション会議の内容を記録するとともに、利用者の状態の変化に応じ、リハビリテーション計画を見
直していること。

・ 利用者ごとのリハビリテーション計画書等の内容等の情報を厚生労働省に提出し、リハビリテーションの提供に当たって、当該情報
その他リハビリテーションの適切かつ有効な実施のために必要な情報を活用していること。

18



２.（１）⑪ 通所リハビリテーションの事業所規模別基本報酬の見直し①

概要
○ リハビリテーションマネジメントを実施する体制等が充実している事業所を評価する観点から、事業所規模別の

基本報酬について、以下の見直しを行う。
ア 通常規模型、大規模型（Ⅰ）、大規模型（Ⅱ）の３段階になっている事業所規模別の基本報酬を、通常規模型、

大規模型の２段階に変更する。
イ 大規模型事業所のうち、以下の要件を全て満たす事業所については、通常規模型と同等の評価を行う。

ⅰ リハビリテーションマネジメント加算の算定率が利用者全体の80%を超えていること。
ⅱ リハビリテーション専門職の配置が10：１以上であること。【告示改正】

【通所リハビリテーション】

単位数
＜現行＞（５〜６時間利用の場合） ＜改定後＞

大規模型事業所（Ⅰ） 要介護１ 599単位
要介護２ 709単位
要介護３ 819単位
要介護４ 950単位
要介護５ 1,077単位

大規模型事業所（Ⅱ） 要介護１ 579単位
要介護２ 687単位
要介護３ 793単位
要介護４ 919単位
要介護５ 1,043単位

大規模型事業所 要介護１ 584単位 （新設）
要介護２ 692単位 （新設）
要介護３ 800単位 （新設）
要介護４ 929単位 （新設）
要介護５ 1,053単位 （新設）

※要件を満たした場合
要介護１ 622単位 （新設）
要介護２ 738単位 （新設）
要介護３ 852単位 （新設）
要介護４ 987単位 （新設）
要介護５ 1,120単位 （新設）
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リハビリテーションマネジメント加算を算定している利用者が80%以上
リハビリテーション専門職の配置が10：1以上

２.（１）⑪ 通所リハビリテーションの事業所規模別基本報酬の見直し②

算定要件等
○ 通常規模型、大規模型（Ⅰ）、大規模型（Ⅱ）の３段階になっている事業所規模別の基本報酬を、通常規模型、

大規模型の２段階に変更する。

○ 大規模型事業所のうち、以下の要件を全て満たす事業所については、通常規模型と同等の評価を行う。
・ リハビリテーションマネジメント加算の算定率が、利用者全体の80%以上であること。
・ 利用者に対するリハビリテーション専門職の配置が10：１以上であること。

現行 改定後

通常規模型 大規模型Ⅰ 大規模型Ⅱ

366〜1369
単位※

361〜1325
単位※

353〜1282
単位※

基本報酬の
単位数

延べ利用者数750 900 750

通常規模型 大規模型（新）

369〜1379
単位※

357〜1300単位※

条件を満たした場合
通常規模型と同等の評価

延べ利用者数

基本報酬の
単位数

※ 利用時間、要介護度毎に設定
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２.（１）⑫ ケアプラン作成に係る「主治の医師等」の明確化

概要
○ 退院後早期に介護保険のリハビリテーションを開始することを可能とする観点から、介護支援専門員が居宅サー

ビス計画に通所リハビリテーション・訪問リハビリテーションを位置付ける際に意見を求めることとされている
「主治の医師等」に、入院中の医療機関の医師を含むことを明確化する。【通知改正】

【居宅介護支援、介護予防支援、（訪問リハビリテーション★、通所リハビリテーション★）】

算定要件等
○ 居宅介護支援等の具体的取扱方針に以下の規定を追加する（居宅介護支援の例）※赤字が追記部分

＜指定居宅介護支援の具体的取扱方針＞
訪問リハビリテーション、通所リハビリテーション等については、主治の医師等がその必要性を認めたものに限ら

れるものであることから、介護支援専門員は、これらの医療サービスを居宅サービス計画に位置付ける場合にあって
は主治の医師等の指示があることを確認しなければならない。

このため,利用者がこれらの医療サービスを希望している場合その他必要な場合には、介護支援専門員は、あらかじ
め、利用者の同意を得て主治の医師等の意見を求めるとともに、主治の医師等とのより円滑な連携に資するよう、当
該意見を踏まえて作成した居宅サービス計画については,意見を求めた主治の医師等に交付しなければならない。なお、
交付の方法については、対面のほか、郵送やメール等によることも差し支えない。

また、ここで意見を求める「主治の医師等」については、要介護認定の申請のために主治医意見書を記載した医師
に限定されないことに留意すること。特に、訪問リハビリテーション及び通所リハビリテーションについては、医療
機関からの退院患者において、退院後のリハビリテーションの早期開始を推進する観点から、入院中の医療機関の医
師による意見を踏まえて、速やかに医療サービスを含む居宅サービス計画を作成することが望ましい。（後略）
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２.（２）② 通所リハビリテーションにおける入浴介助加算（Ⅱ）の見直し

概要
○ 通所リハビリテーションにおける入浴介助加算（Ⅱ）について、利用者の居宅における入浴の自立への取組を促

進する観点から、入浴介助加算（Ⅱ）の算定要件である、「医師等による、利用者宅浴室の環境評価・助言」につ
いて、人材の有効活用を図る観点から、医師等に代わり介護職員が訪問し、医師等の指示の下、ICT 機器を活用し
て状況把握を行い、医師等が評価・助言する場合も算定することを可能とする。

加えて、利用者の居宅における自立した入浴への取組を促進する観点から、入浴介助加算（Ⅱ）の算定要件に係
る現行の Q＆A や留意事項通知で示している内容を告示に明記し、要件を明確化する。【告示改正】

【通所リハビリテーション】

算定要件等
＜入浴介助加算（Ⅱ）＞（入浴介助加算（Ⅰ）の要件に加えて）

・ 医師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士若しくは介護支援専門員又は利用者の動作及び浴室の環境の評価
を行うことができる福祉用具専門相談員、地域包括支援センターの職員その他住宅改修に関する専門的知識及び
経験を有する者（以下「医師等」という。）が、利用者の居宅を訪問し、浴室における当該利用者の動作及び浴
室の環境を評価し、かつ、当該訪問において、当該居宅の浴室が、当該利用者自身又は家族等の介助により入浴
を行うことが難しい環境にある場合には、訪問した医師等が、介護支援専門員・福祉用具専門相談員と連携し、
福祉用具の貸与・購入・住宅改修等の浴室の環境 整備に係る助言を行うこと。ただし、医師等による利用者の居
宅への訪問が困難な場合には、医師等の指示の下、介護職員が利用者の居宅を訪問し、情報通信機器等を活用し
て把握した浴室における当該利用者の動作及び浴室の環境を踏まえ、医師等が当該評価・助言を行っても差し支
えないものとする。

・ 当該事業所の理学療法士等が、医師等との連携の下で、利用者の身体の状況、訪問により把握した居宅の浴室
の環境等を踏まえた個別の入浴計画を作成すること。ただし、個別の入浴計画に相当する内容を通所リハビリ
テーション計画に記載することをもって、個別の入浴計画の作成に代えることができる。

・ 上記の入浴計画に基づき、個浴（個別の入浴をいう。）又は利用者の居宅の状況に近い環境（利用者の居宅の
浴室の手すりの位置、使用する浴槽の深さ及び高さ等に合わせて、当該事業所の浴室に福祉用具等を設置するこ
とにより、利用者の居宅の浴室の状況を再現しているものをいう。）で、入浴介助を行うこと。
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２.（３）① 科学的介護推進体制加算の見直し

概要
○ 科学的介護推進体制加算について、質の高い情報の収集・分析を可能とし、入力負担を軽減し科学的介護を

推進する観点から、以下の見直しを行う。
ア 加算の様式について入力項目の定義の明確化や他の加算と共通している項目の見直し等を実施。

【通知改正】
イ LIFEへのデータ提出頻度について、少なくとも「６月に１回」から「３月に１回」に見直す。

【通知改正】
ウ 初回のデータ提出時期について、他のLIFE関連加算と揃えることを可能とする。【通知改正】

【通所介護、地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護★、通所リハビリテーション★、特定施設入居者生活介護★、
地域密着型特定施設入居者生活介護、小規模多機能型居宅介護★、認知症対応型共同生活介護★、看護小規模多機能型
居宅介護、介護老人福祉施設、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、介護老人保健施設、介護医療院】

算定要件等

○ LIFEへのデータ提出頻度について、他のLIFE関連加算と合わせ、少なくとも「３月に１回」に見直す。

○ その他、LIFE関連加算に共通した見直しを実施。
＜入力負担軽減に向けたLIFE関連加算に共通する見直し＞

・入力項目の定義の明確化や、他の加算と共通する項目の選択肢を統一化する
・同一の利用者に複数の加算を算定する場合に、一定の条件下でデータ提出のタイミングを統一できるようにする
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4月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10月 11月 12月

LIFEへのデータ提出頻度の見直し（イメージ）
○ 各加算のデータ提出頻度について、サービス利用開始月より入力を求めている加算もあれば、サービス利用開始

後の計画策定時に入力が必要な加算もあり、同一の利用者であっても算定する加算によって入力のタイミングが異
なり、事業所における入力タイミングの管理が煩雑となっている。

○ LIFEへのデータ提出について、「少なくとも３か月に１回」と統一する。
○ また、同一の利用者に対して複数の加算を算定する場合のデータ提出頻度を統一できるよう、例えば、月末より

サービス利用を開始する場合であって、当該利用者の評価を行う時間が十分確保できない場合等、一定の条件の下
で、提出期限を猶予する。

【現行】

【改定後】

4/29
サービス
利用開始

科学的介護
推進体制加算

ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ
ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ加算

10日

計画書
提出

リハ
計画書

リハ
計画書

計画書
提出

リハ
計画書

計画書
提出

科学的介護
推進体制加算

ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ
ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ加算

10日 10日 10日 10日

例：同一の利用者に科学的介護推進体制加算及びリハビリテーションマネジメント加算を算定する場合
• 現在、科学的介護推進体制加算はサービス利用開始月とその後少なくとも6月に１度評価を行い、翌月の10日までにデータを提出することと

なっており、リハビリテーションマネジメント加算はリハビリテーション計画書策定月、及び計画変更月に加え、少なくとも３月に１度評価を
行いデータを提出することとなっている。いずれの加算にもADLを含め同じ評価項目が含まれている。

• これらの加算の提出タイミングを少なくとも３月に１度と統一するとともに、例えば、月末にサービスを開始した場合に、科学的介護推進体
制加算のデータ提出期限に猶予期間を設けることで、評価やデータ提出のタイミングを揃えることを可能とする。

4月分
データ提出

10月分
データ提出

計画書
提出

計画書
提出

計画書
提出

11月分
データ提出

ADL評価

ADL評価 ADL評価

ADL評価

ADL評価

ADL評価 ADL評価 ADL評価

（※）一定の条件の下で、サービス利用開始翌月までにデータ提出することとしても差し支えない。ただし、その場合は利用開始月は該当の加算は算定できないこととする。

５月分
データ提出

８月分
データ提出※猶予期間
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LIFEのフィードバック見直しイメージ（事業所フィードバック）

基本情報

各施設・事業所において実施した取組と、LIFEデータの時系列変化や全国の同じような利用者との比較を組み合わせて検討することで、
取組の効果や自施設・事業所の特徴の把握へ活用

平均要介護度
４.２

ADL（Barthel Index）の状況
合計点の推移

全国（平均値）自施設・事業所

都道府県

事業所規模

平均要介護度

合計点の位置比較 自施設・事業所の位置

栄養状態

100

75

50

表示時点

Excel形式ではなく、ブラウザ上で層別化等の
設定を可能とすることで、操作性・視認性を向上

サービス

低栄養状態のリスクレベル

全
国

2024年4月

2024年7月

自
施
設
・
事
業
所

全国値

都道府県

事業所規模

平均要介護度

全国値

全国値に対する自施設・事業所の位置を参照可能

低 中 高

介護老人福祉施設

表示時点

口腔の健康状態

0%

100%

50%

25%

75%

歯・入れ歯が
汚れている

歯が少ないのに入れ歯
を使っていない むせやすい

全国（平均値）

自施設・事業所

都道府県

事業所規模

平均要介護度

全国値

表示時点「あり」の割合

時系列変化を複数時点で参照可能

〜

表示期間

サービス種類、都道府県、要介護度等による絞り込み
により、全国の同じような利用者との比較が可能

2024年10月

2024年4月

2024年7月

2024年10月

都道府県

事業所規模

平均要介護度

全国値
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LIFEのフィードバック見直しイメージ（利用者フィードバック）

基本情報

各利用者に対して実施した取組と、LIFEデータの時系列変化や全国の同じような利用者との比較を組み合わせて検討することで、
取組の効果や利用者の特徴の把握へ活用

ADL（Barthel Index）の状況
合計点の推移

全国（平均値）利用者

都道府県

要介護度

日常生活自立度（身体機能）

日常生活自立度（認知機能）

100

75

50

要介護度
要介護４

日常生活自立度（身体機能） 日常生活自立度（認知機能）
ⅡaB2

ADL各項目の点数 表示時点

利用者
全国（平均値）

食事
椅子とベッド間

の移乗

整容

トイレ動作

入浴

平地歩行

階段昇降

更衣

排便コントロール

排尿コントロール

低栄養状態のリスクレベル

栄養状態

時系列変化を複数時点で参照可能

2024年4月

2024年7月

2024年10月

全国値 低 中 高

口腔の健康状態

2024/4 2024/7 2024/10
歯・入れ歯が
汚れている あり あり なし

歯が少ないの
に入れ歯を
使っていない

なし なし なし

むせやすい なし あり あり

各項目の3か月間の推移

サービス 介護老人福祉施設

〜

表示期間

都道府県

要介護度

日常生活自立度（身体機能）

日常生活自立度（認知機能）

2024/4 2024/7 2024/10

高 低 低

〜

表示期間 都道府県

要介護度

日常生活自立度（身体機能）

日常生活自立度（認知機能）

表示時点

〜

表示期間

サービス種類、都道府県、要介護度等による絞り込み
により、全国の同じような利用者との比較が可能Excel形式ではなく、ブラウザ上で層別化等の

設定を可能とすることで、操作性・視認性を向上
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LIFEを活用した取組イメージ
○ 介護事業所においては、介護の質向上に向けてLIFEを活用したPDCAサイクルを推進する。LIFEで収集したデータ

も活用し、介護報酬制度を含めた施策の立案や介護DXの取組、アウトカム評価につながるエビデンス創出に向けた
LIFEデータの研究利活用を推進する。

【厚生労働省】

【介護施設・事業所】

■ フィードバック（例）
• 利用者や事業所のBMI等を時系列に見るグラフ
• 事業所のADL平均値が都道府県内の事業所と比較し
てどの位置か示すグラフ

■ LIFEデータ項目（例）
• ADL
• 身長・体重
• 口腔の健康状態 等

LIFEへのデータ登録

• エビデンスに基づく施策の立案
－施策の効果や課題の把握、アウトカム評価の検討
－介護情報基盤運用開始に向けた、介護事業所等の関係者間における情報共有の検討

• エビデンス創出に向けた取組
－研究者等への匿名LIFE情報提供の推進
－医療保険等の他の公的DB等との連結による詳細な解析の推進

データ収集

フィードバックの確認

フィードバックの提供

PDCAサイクル
改善

（Action）
フィードバックと計画書等の
情報を組み合わせて、取組の
評価や見直しを実施

計画
（Plan）

評価
（Check）

実行（Do）
計画等に基づいたケアの実施

利用者および施設・事業所の
現状や、取組によって生じた
変化を確認

目標の設定と計画の作成

◼ 収集されたLIFEデータに基づ
く、事業所毎のアウトカム評
価等を検討
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３.（１）① 介護職員の処遇改善①

概要
○ 介護現場で働く方々にとって、令和６年度に2.5％、令和７年度に2.0％のベースアップへと確実につながるよう

加算率の引上げを行う。
○ 介護職員等の確保に向けて、介護職員の処遇改善のための措置ができるだけ多くの事業所に活用されるよう推進

する観点から、介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算、介護職員等ベースアップ等支援加算につい
て、現行の各加算・各区分の要件及び加算率を組み合わせた４段階の「介護職員等処遇改善加算」に一本化を行う。
※ 一本化後の加算については、事業所内での柔軟な職種間配分を認める。また、人材確保に向けてより効果的な

要件とする等の観点から、月額賃金の改善に関する要件及び職場環境等要件を見直す。 【告示改正】

【訪問介護、訪問入浴介護★、通所介護、地域密着型通所介護、療養通所介護、認知症対応型通所介護★、通所リハビリテーショ
ン★、短期入所生活介護★、短期入所療養介護★、特定施設入居者生活介護★、地域密着型特定施設入居者生活介護、定期巡
回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護、小規模多機能型居宅介護★、認知症対応型共同生活介護★、看護小規模多
機能型居宅介護、介護老人福祉施設、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、介護老人保健施設、介護医療院】

単位数
サービス区分 介護職員等処遇改善加算

Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ
訪問介護・夜間対応型訪問介護・定期巡回・随時対応型訪問介護看護 24.5% 22.4% 18.2% 14.5%
訪問入浴介護★ 10.0% 9.4% 7.9% 6.3%
通所介護・地域密着型通所介護 9.2% 9.0% 8.0% 6.4%
通所リハビリテーション★ 8.6% 8.3% 6.6% 5.3%
特定施設入居者生活介護★・地域密着型特定施設入居者生活介護 12.8% 12.2% 11.0% 8.8%
認知症対応型通所介護★ 18.1% 17.4% 15.0% 12.2%
小規模多機能型居宅介護★・看護小規模多機能型居宅介護 14.9% 14.6% 13.4% 10.6%
認知症対応型共同生活介護★ 18.6% 17.8% 15.5% 12.5%
介護老人福祉施設・地域密着型介護老人福祉施設・短期入所生活介護★ 14.0% 13.6% 11.3% 9.0%
介護老人保健施設・短期入所療養介護 （介護老人保健施設）★ 7.5% 7.1% 5.4% 4.4%
介護医療院・短期入所療養介護 （介護医療院）★・短期入所療養介護（病院等)★ 5.1% 4.7% 3.6% 2.9%

※介護職員等処遇改善加算を除く加減算後の総報酬単位数に以下の加算率を乗じる。加算率はサービス毎の介護
職員の常勤換算職員数に基づき設定。

（注）令和６年度末までの経過措置期間を設け、経過措置期間中は、現行の３加算の取得状況に基づく加算率を維持した上で、今般の改
定による加算率の引上げを受けることができるようにすることなどの激変緩和措置を講じる。
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３.（１）① 介護職員の処遇改善②

算定要件等
○ 一本化後の新加算全体について、職種に着目した配分ルールは設けず、事業所内で柔軟な配分を認める。
○ 新加算のいずれの区分を取得している事業所においても、新加算Ⅳの加算額の１/２以上を月額賃金の改善に充て

ることを要件とする。
※ それまでベースアップ等支援加算を取得していない事業所が、一本化後の新加算を新たに取得する場合には、収入として新たに増

加するベースアップ等支援加算相当分の加算額については、その２/３以上を月額賃金の改善として新たに配分することを求める。

※︓加算率は訪問介護のものを例として記載。

対応する現行の加算等（※） 新加算の趣旨

新
加
算
（
介
護
職
員
等
処
遇
改
善
加
算
）

Ⅰ 新加算（Ⅱ）に加え、以下の要件を満たすこと。
• 経験技能のある介護職員を事業所内で一定割合以上
配置していること（訪問介護の場合、介護福祉士30%以上）

a. 処遇改善加算（Ⅰ）
【13.7%】

b. 特定処遇加算（Ⅰ）
【6.3%】

c. ベースアップ等支援加算
【2.4%】

事業所内の経験・
技能のある職員を
充実

Ⅱ 新加算（Ⅲ）に加え、以下の要件を満たすこと。
• 改善後の賃金年額440万円以上が１人以上
• 職場環境の更なる改善、見える化【見直し】
• グループごとの配分ルール【撤廃】

a. 処遇改善加算（Ⅰ）
【13.7%】

b. 特定処遇加算（Ⅱ）
【4.2%】

c. ベースアップ等支援加算
【2.4%】

総合的な職場環境
改善による職員の
定着促進

Ⅲ 新加算（Ⅳ）に加え、以下の要件を満たすこと。
• 資格や勤続年数等に応じた昇給の仕組みの整備

a. 処遇改善加算（Ⅰ）
【13.7％】

b. ベースアップ等支援加算
【2.4%】

資格や経験に応じ
た昇給の仕組みの
整備

Ⅳ • 新加算（Ⅳ）の1/2（7.2%）以上を月額賃金で配分
• 職場環境の改善（職場環境等要件）【見直し】
• 賃金体系等の整備及び研修の実施等

a. 処遇改善加算（Ⅱ）
【10.0%】

b. ベースアップ等支援加算
【2.4%】

介護職員の基本的
な待遇改善・ベー
スアップ等

既存の要件は黒字、新規・修正する要件は赤字加算率（※）

【14.5%】

【18.2%】

【22.4%】

【24.5%】

新加算（Ⅰ〜Ⅳ）は、加算・賃金改善額の職種間配分ルールを統一。（介護職員への配分を基本とし、特に経験・技能のある職員に
重点的に配分することとするが、事業所内で柔軟な配分を認める。）
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３.（２）① テレワークの取扱い

概要

○ 人員配置基準等で具体的な必要数を定めて配置を求めている職種のテレワークに関して、個人情報を適切に管理
していること、利用者の処遇に支障が生じないこと等を前提に、取扱いの明確化を行い、職種や業務ごとに具体的
な考え方を示す。【通知改正】

【全サービス（居宅療養管理指導★を除く。）】
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３.（２）⑧ 外国人介護人材に係る人員配置基準上の取扱いの見直し

概要
○ 就労開始から６月未満のEPA介護福祉士候補者及び技能実習生（以下「外国人介護職員」という。）については、

日本語能力試験N1又はN2に合格した者を除き、両制度の目的を考慮し、人員配置基準への算入が認められていな
いが、就労開始から６月未満であってもケアの習熟度が一定に達している外国人介護職員がいる実態なども踏まえ、
人員配置基準に係る取扱いについて見直しを行う。

具体的には、外国人介護職員の日本語能力やケアの習熟度に個人差があることを踏まえ、事業者が、外国人介護
職員の日本語能力や指導の実施状況、管理者や指導職員等の意見等を勘案し、当該外国人介護職員を人員配置基準
に算入することについて意思決定を行った場合には、就労開始直後から人員配置基準に算入して差し支えないこと
とする。【告示改正】

その際、適切な指導及び支援を行う観点、安全体制の整備の観点から、以下の要件を設ける。
ア 一定の経験のある職員とチームでケアを行う体制とすること。
イ 安全対策担当者の配置、指針の整備や研修の実施など、組織的に安全対策を実施する体制を整備していること。

併せて、両制度の趣旨を踏まえ、人員配置基準への算入の有無にかかわらず、研修又は実習のための指導職員の
配置や、計画に基づく技能等の修得や学習への配慮など、法令等に基づき、受入れ施設において適切な指導及び支
援体制の確保が必要であることを改めて周知する。

【通所系サービス★、短期入所系サービス★、居住系サービス★、多機能系サービス★、施設系サービス】

算定要件等

訪日後研修

（現行）

（見直し案）

※N1・N2のみ参入可能

※N1・N2に加え、受入れ事業

者が配置基準に算入するこ
ととした場合に算入可能

算入

算入

就労開始 就労開始６ヶ月次のいずれかに該当するものについては、職員等の配置の基準を定
める法令の適用について職員等とみなしても差し支えないこととする。
・ 受入れ施設において就労を開始した日から６月を経過した外国人介護職員
・ 受入れ施設において就労を開始した日から６月を経過していない外国人介護

職員であって、受入れ施設（適切な研修体制及び安全管理体制が整備されてい
るものに限る。）に係る事業を行う者が当該外国人介護職員の日本語の能力及
び研修の実施状況並びに当該受入れ施設の管理者、研修責任者その他の職員の
意見等を勘案し、当該外国人介護職員を職員等の配置の基準を定める法令の適
用について職員等とみなすこととしたもの

・ 日本語能力試験N1又はN2に合格した者
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４.（２）① 運動器機能向上加算の基本報酬への包括化

概要
○ 予防通所リハビリテーションにおける身体機能評価を更に推進するとともに、報酬体系の簡素化を行う観点から、

以下の見直しを行う。
ア 運動器機能向上加算を廃止し、基本報酬への包括化を行う。
イ 運動器機能向上加算・栄養改善加算・口腔機能向上加算のうち、複数の加算を組み合わせて算定していること

を評価する選択的サービス複数実施加算について見直しを行う。【告示改正】

【介護予防通所リハビリテーション】

単位数

算定要件等
○ 以下の要件を全て満たす場合、一体的サービス提供加算を算定する。（新設）

・ 栄養改善サービス及び口腔機能向上サービスを実施していること。
・ 利用者が介護予防通所リハビリテーションの提供を受けた日において、当該利用者に対し、栄養改善サービス

又は口腔機能向上サービスのうちいずれかのサービスを行う日を１月につき２回以上設けていること。
・ 栄養改善加算、口腔機能向上加算を算定していないこと。

＜現行＞ ＜改定後＞
運動器機能向上加算 225単位/月 廃止（基本報酬に包括化）
選択的サービス複数実施加算Ⅰ 480単位 廃止（栄養改善加算、口腔機能向上加算で評価）
選択的サービス複数実施加算Ⅱ 700単位 一体的サービス提供加算 480単位/月（新設）
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５．② 特別地域加算、中山間地域等の小規模事業所加算及び中山間地域に居住する
者へのサービス提供加算の対象地域の明確化

概要
○ 過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法において、「過疎地域」とみなして同法の規定を適用すること

とされている地域等が、特別地域加算、中山間地域等の小規模事業所加算及び中山間地域に居住する者へのサービ
ス提供加算の算定対象地域に含まれることを明確化する。【告示改正】

基準

【訪問系サービス★、通所系サービス★、多機能系サービス★、福祉用具貸与★、居宅介護支援】

○ 厚生労働大臣が定める中山間地域等の地域（平成21年厚生労働省告示第83号）及び厚生労働大臣が定める地域（平成24年厚生労働省告示第120号）の
規定を以下のように改正する。

算定要件 単位数
特別地域加算 別に厚生労働大臣が定める地域（※１）に所

在する事業所が、サービス提供を行った場合
所定単位数に
15/100
を乗じた単位数

中山間地域等における
小規模事業所加算

別に厚生労働大臣が定める地域（※２）に所
在する事業所が、サービス提供を行った場合

所定単位数に
10/100
を乗じた単位数

中山間地域等に居住する
者へのサービス提供加算

別に厚生労働大臣が定める地域（※３）に居
住する利用者に対し、通常の事業の実施地域
を越えて、サービス提供を行った場合

所定単位数に
５/100
を乗じた単位数

※１：①離島振興対策実施地域、②奄美群島、
③振興山村、④小笠原諸島、⑤沖縄の離島、
⑥豪雪地帯、特別豪雪地帯、辺地、過疎地
域等であって、人口密度が希薄、交通が不
便等の理由によりサービスの確保が著しく
困難な地域

※２：①豪雪地帯及び特別豪雪地帯、②辺地、
③半島振興対策実施地域、④特定農山村、
⑤過疎地域

※３：①離島振興対策実施地域、②奄美群島、
③豪雪地帯及び特別豪雪地帯、④辺地、⑤
振興山村、⑥小笠原諸島、⑦半島振興対策
実施地域、 ⑧特定農山村地域、⑨過疎地
域、⑩沖縄の離島

＜現行＞
過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和三年法律第十九号)第二条
第一項に規定する過疎地域

＜改定後＞
過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和三年法律第十九号)第二条
第二項により公示された過疎地域
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５．⑤ 通所系サービスにおける送迎に係る取扱いの明確化

○ 通所系サービスにおける送迎について、利便性の向上や運転専任職の人材不足等に対応する観点から、送迎先に
ついて利用者の居住実態のある場所を含めるとともに、他の介護事業所や障害福祉サービス事業所の利用者との同
乗を可能とする。【Q&A発出】

【通所介護、地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護★、通所リハビリテーション★、療養通所介護】

（送迎の範囲について）
○ 利用者の送迎について、利用者の居宅と事業所間の送迎を原則とするが、運営上支障が無く、利用者の居住実態

（例えば、近隣の親戚の家）がある場所に限り、当該場所への送迎を可能とする。

（他介護事業所利用者との同乗について）
○ 介護サービス事業所において、他事業所の従業員が自事業所と雇用契約を結び、自事業所の従業員として送迎を

行う場合や、委託契約において送迎業務を委託している場合（共同での委託を含む）には、責任の所在等を明確に
した上で、他事業所の利用者との同乗を可能とする。

（障害福祉サービス利用者との同乗について）
○ 障害福祉サービス事業所が介護サービス事業所と雇用契約や委託契約（共同での委託を含む）を結んだ場合にお

いても、責任の所在等を明確にした上で、障害福祉サービス事業所の利用者も同乗することを可能とする。
※ なお、この場合の送迎範囲は、利用者の利便性を損うことのない範囲並びに各事業所の通常の事業実施地域範囲内とする。

概要

算定要件等
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に対し、指定通所介護を行った場合は、当該基準に掲げる区

分に従い、令和６年５月31日までの間、次に掲げる単位数を

所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算

を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は

算定しない。 

⑴～⑶ （略） 

に対し、指定通所介護を行った場合は、当該基準に掲げる区

分に従い、令和６年３月31日までの間、次に掲げる単位数を

所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算

を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は

算定しない。 

⑴～⑶ （略） 

ヘ・ト （略） ヘ・ト （略） 

７ 通所リハビリテーション費 ７ 通所リハビリテーション費 

イ～ハ （略） 

注１～12 （略） 

13 次に掲げるいずれの基準にも適合しているものとして、

電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に

対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定通所

リハビリテーション事業所において、利用者に対して、管

理栄養士が介護職員等と共同して栄養アセスメント（利用

者ごとの低栄養状態のリスク及び解決すべき課題を把握す

ることをいう。以下この注において同じ。）を行った場合

は、栄養アセスメント加算として、１月につき50単位を所

定単位数に加算する。ただし、当該利用者が栄養改善加算

の算定に係る栄養改善サービスを受けている間及び当該栄

養改善サービスが終了した日の属する月は、算定しない。 

⑴～⑷ （略） 

14～22 （略） 

ニ・ホ （略） 

イ～ハ （略） 

注１～12 （略） 

13 次に掲げるいずれの基準にも適合しているものとして都

道府県知事に届け出た指定通所リハビリテーション事業所

において、利用者に対して、管理栄養士が介護職員等と共

同して栄養アセスメント（利用者ごとの低栄養状態のリス

ク及び解決すべき課題を把握することをいう。以下この注

において同じ。）を行った場合は、栄養アセスメント加算

として、１月につき50単位を所定単位数に加算する。ただ

し、当該利用者が栄養改善加算の算定に係る栄養改善サー

ビスを受けている間及び当該栄養改善サービスが終了した

日の属する月は、算定しない。 

 

⑴～⑷ （略） 

14～22 （略） 

ニ・ホ （略） 

ヘ 介護職員処遇改善加算 

注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員の

賃金の改善等を実施しているものとして、電子情報処理組織

を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定

める様式による届出を行った指定通所リハビリテーション事

業所が、利用者に対し、指定通所リハビリテーションを行っ

た場合は、当該基準に掲げる区分に従い、令和６年５月31日

ヘ 介護職員処遇改善加算 

注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員の

賃金の改善等を実施しているものとして、電子情報処理組織

を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定

める様式による届出を行った指定通所リハビリテーション事

業所が、利用者に対し、指定通所リハビリテーションを行っ

た場合は、当該基準に掲げる区分に従い、令和６年３月31日
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までの間、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただ

し、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合において

は、次に掲げるその他の加算は算定しない。 

⑴～⑶ （略） 

までの間、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただ

し、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合において

は、次に掲げるその他の加算は算定しない。 

⑴～⑶ （略） 

 ト・チ （略）  ト・チ （略） 

８ 短期入所生活介護費（１日につき） 

イ 短期入所生活介護費 

⑴ 単独型短期入所生活介護費 

㈠ 単独型短期入所生活介護費(Ⅰ) 

ａ 要介護１                 645単位 

ｂ 要介護２                 715単位 

ｃ 要介護３                 787単位 

ｄ 要介護４                 856単位 

ｅ 要介護５                 926単位 

㈡ 単独型短期入所生活介護費(Ⅱ) 

ａ 要介護１                 645単位 

ｂ 要介護２                 715単位 

ｃ 要介護３                 787単位 

ｄ 要介護４                 856単位 

ｅ 要介護５                 926単位 

⑵ 併設型短期入所生活介護費 

㈠ 併設型短期入所生活介護費(Ⅰ) 

ａ 要介護１                 603単位 

ｂ 要介護２                 672単位 

ｃ 要介護３                 745単位 

ｄ 要介護４                 815単位 

ｅ 要介護５                 884単位 

㈡ 併設型短期入所生活介護費(Ⅱ) 

ａ 要介護１                 603単位 

ｂ 要介護２                 672単位 

ｃ 要介護３                 745単位 

８ 短期入所生活介護費（１日につき） 

イ 短期入所生活介護費 

⑴ 単独型短期入所生活介護費 

㈠ 単独型短期入所生活介護費(Ⅰ) 

ａ 要介護１                 638単位 

ｂ 要介護２                 707単位 

ｃ 要介護３                 778単位 

ｄ 要介護４                 847単位 

ｅ 要介護５                 916単位 

㈡ 単独型短期入所生活介護費(Ⅱ) 

ａ 要介護１                 638単位 

ｂ 要介護２                 707単位 

ｃ 要介護３                 778単位 

ｄ 要介護４                 847単位 

ｅ 要介護５                 916単位 

⑵ 併設型短期入所生活介護費 

㈠ 併設型短期入所生活介護費(Ⅰ) 

ａ 要介護１                 596単位 

ｂ 要介護２                 665単位 

ｃ 要介護３                 737単位 

ｄ 要介護４                 806単位 

ｅ 要介護５                 874単位 

㈡ 併設型短期入所生活介護費(Ⅱ) 

ａ 要介護１                 596単位 

ｂ 要介護２                 665単位 

ｃ 要介護３                 737単位 
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（ 傍 線 部 分 は 改 正 部 分 ）  

改    正    後  改    正    前  

別表 

指定介護予防サービス介護給付費単位数表 

別表 

指定介護予防サービス介護給付費単位数表 

１ 介護予防訪問入浴介護費 １ 介護予防訪問入浴介護費 

イ 介護予防訪問入浴介護費             856単位 

注１ （略） 

イ 介護予防訪問入浴介護費             852単位 

注１ （略） 

２ 別に厚生労働大臣が定める基準を満たさない場合は、高

齢者虐待防止措置未実施減算として、所定単位数の100分

の１に相当する単位数を所定単位数から減算する。 

（新設） 

３ 別に厚生労働大臣が定める基準を満たさない場合は、業

務継続計画未策定減算として、所定単位数の100分の１に

相当する単位数を所定単位数から減算する。 

（新設） 

４～10 （略） 

ロ～ニ （略） 

２～８ （略） 

ロ～ニ （略） 

ホ 介護職員処遇改善加算 

注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員の

賃金の改善等を実施しているものとして、電子情報処理組織

を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定

める様式による届出を行った指定介護予防訪問入浴介護事業

所が、利用者に対し、指定介護予防訪問入浴介護を行った場

合は、当該基準に掲げる区分に従い、令和６年５月31日まで

の間、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、

次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、

次に掲げるその他の加算は算定しない。 

⑴～⑶ （略） 

ホ 介護職員処遇改善加算 

注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員の

賃金の改善等を実施しているものとして、電子情報処理組織

を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定

める様式による届出を行った指定介護予防訪問入浴介護事業

所が、利用者に対し、指定介護予防訪問入浴介護を行った場

合は、当該基準に掲げる区分に従い、令和６年３月31日まで

の間、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、

次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、

次に掲げるその他の加算は算定しない。 

⑴～⑶ （略） 

ヘ・ト （略） ヘ・ト （略） 

２～４ （略） ２～４ （略） 
５ 介護予防通所リハビリテーション費（１月につき） ５ 介護予防通所リハビリテーション費（１月につき） 
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 イ～ハ （略） 

ニ 栄養改善加算                  200単位 

注 次に掲げるいずれの基準にも適合しているものとして、電

子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し

、老健局長が定める様式による届出を行い、低栄養状態にあ

る利用者又はそのおそれのある利用者に対して、当該利用者

の低栄養状態の改善等を目的として、個別的に実施される栄

養食事相談等の栄養管理であって、利用者の心身の状態の維

持又は向上に資すると認められるもの（以下「栄養改善サー

ビス」という。）を行った場合は、１月につき所定単位数を

加算する。 

 ⑴～⑸ （略） 

ホ～ヌ （略） 

イ～ハ （略） 

ニ 栄養改善加算                  200単位 

注 次に掲げるいずれの基準にも適合しているものとして都道

府県知事に届け出て、低栄養状態にある利用者又はそのおそ

れのある利用者に対して、当該利用者の低栄養状態の改善等

を目的として、個別的に実施される栄養食事相談等の栄養管

理であって、利用者の心身の状態の維持又は向上に資すると

認められるもの（以下「栄養改善サービス」という。）を行

った場合は、１月につき所定単位数を加算する。 

 

 

 ⑴～⑸ （略） 

ホ～ヌ （略） 

ル 介護職員処遇改善加算 

注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員の

賃金の改善等を実施しているものとして、電子情報処理組織

を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定

める様式による届出を行った指定介護予防通所リハビリテー

ション事業所が、利用者に対し、指定介護予防通所リハビリ

テーションを行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、

令和６年５月31日までの間、次に掲げる単位数を所定単位数

に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定して

いる場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない

。 

⑴～⑶ （略） 

ル 介護職員処遇改善加算 

注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員の

賃金の改善等を実施しているものとして、電子情報処理組織

を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定

める様式による届出を行った指定介護予防通所リハビリテー

ション事業所が、利用者に対し、指定介護予防通所リハビリ

テーションを行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、

令和６年３月31日までの間、次に掲げる単位数を所定単位数

に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定して

いる場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない

。 

⑴～⑶ （略） 

ヲ・ワ （略） ヲ・ワ （略） 

６ 介護予防短期入所生活介護費（１日につき） ６ 介護予防短期入所生活介護費（１日につき） 

イ 介護予防短期入所生活介護費 

⑴ 単独型介護予防短期入所生活介護費 

㈠ 単独型介護予防短期入所生活介護費(Ⅰ) 

ａ 要支援１                 479単位 

イ 介護予防短期入所生活介護費 

⑴ 単独型介護予防短期入所生活介護費 

㈠ 単独型介護予防短期入所生活介護費(Ⅰ) 

ａ 要支援１                 474単位 
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別紙１ 

○ 指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準（訪問通所サービス、居宅療養管理指導及び福祉用具貸与に係る部分）及び指

定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について（平成12年３月１日老企第36号厚生省老人

保健福祉局企画課長通知）（抄） 

 

1 

新 旧 

第１ 届出手続の運用 

１ 届出の受理 

⑴ （略） 

⑵ 電子情報処理組織による届出 

① ⑴の規定にかかわらず、届出は厚生労働省の使用に係る電子計算機

（入出力装置を含む。以下同じ。）と届出を行おうとする者の使用に係

る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用す

る方法であって、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、厚生労

働省の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録

されるもの（以下「電子情報処理組織を使用する方法」という。）や電

子メールの利用等により行わせることができる。 

 

② ⑴の規定にかかわらず、届出のうち、居宅サービス単位数表及び居

宅介護支援単位数表において、電子情報処理組織を使用する方法によ

るとされた届出については、電子情報処理組織を使用する方法（やむ

を得ない事情により当該方法による届出を行うことができない場合に

あっては、電子メールの利用その他の適切な方法）により行わせるこ

ととする。なお、都道府県知事等が電子情報処理組織を使用する方法

による届出の受理の準備を完了するまでの間は、この限りでない。 

③ ①、②の電子情報処理組織を使用する方法により行われた届出につ

いては、書面等により行われたものとみなして、本通知及びその他の

当該届出に関する通知の規定を適用する。 

④ 電子情報処理組織を使用する方法や電子メールの利用等により行わ

れた届出は、当該届出を受ける行政機関等の使用に係る電子計算機に

備えられたファイルへの記録がされた時に当該行政機関等に到達した

ものとみなす。 

⑶～⑸ （略） 

第１ 届出手続の運用 

１ 届出の受理 

⑴ （略） 

⑵ 電子情報処理組織による届出 

① ⑴の規定にかかわらず、届出は電子情報処理組織（届出が行われる

べき行政機関等の使用に係る電子計算機（入出力装置を含む。以下同

じ。）とその届出をする者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で

接続した電子情報処理組織をいう。ただし、当該行政機関等の使用に

係る電子計算機と接続した際に当該行政機関等からプログラムが付与

される場合は、その付与されるプログラムを正常に稼働させられる機

能を備えているものに限る。以下同じ。）を使用する方法により行わせ

ることができる。 

（新設） 

 

 

 

 

 

 

② ①の電子情報処理組織を使用する方法により行われた届出について

は、書面等により行われたものとみなして、本通知及びその他の当該

届出に関する通知の規定を適用する。 

③ 電子情報処理組織を使用する方法により行われた届出は、当該届出

を受ける行政機関等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへ

の記録がされた時に当該行政機関等に到達したものとみなす。 

 

⑶～⑸ （略） 

⑹ 届出に係る加算等の算定の開始時期 

届出に係る加算等（算定される単位数が増えるものに限る。以下同じ。）

については、適正な支給限度額管理のため、利用者や居宅介護支援事業

者に対する周知期間を確保する観点から、届出が毎月 15 日以前になされ

た場合には翌月から、16 日以降になされた場合には翌々月から、算定を

⑹ 届出に係る加算等の算定の開始時期 

届出に係る加算等（算定される単位数が増えるものに限る。以下同じ。）

については、適正な支給限度額管理のため、利用者や居宅介護支援事業

者に対する周知期間を確保する観点から、届出が毎月 15 日以前になされ

た場合には翌月から、16 日以降になされた場合には翌々月から、算定を
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開始するものとすること。 

ただし、令和６年４月から算定を開始する加算等の届出については、

前記にかかわらず、同年４月１日以前になされていれば足りるものとす

る。 

開始するものとすること。 

ただし、令和３年４月から算定を開始する加算等の届出については、

前記にかかわらず、同年４月１日以前になされていれば足りるものとす

る。 

２ 届出事項の公開 

届出事項については都道府県（地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第

252 条の 19 第１項の指定都市（以下「指定都市」という。）及び同法第 252

条の 22 第１項の中核市（以下「中核市」という。）においては、指定都市又

は中核市。以下同じ。）（指定居宅介護支援事業者に係る届出事項について

は、市町村。）において閲覧に供するほか、事業者においても利用料に係る

情報として事業所内で掲示し、かつ、ウェブサイトに掲載することになる

こと。また、ウェブサイトとは、法人のホームページ等又は介護サービス情

報公表システムをいい、介護保険法施行規則（平成 11 年厚生省令第 36 号）

第 140 条の 44 各号に掲げる基準に該当する事業所については、介護サービ

ス情報公表制度における報告義務の対象ではないことから、ウェブサイト

への掲載は行うことが望ましいこと。なお、居宅療養管理指導については、

自ら管理するホームページ等を有さず、ウェブサイトへの掲載が過重な負

担となる場合は、これを行わないことができる。 

２ 届出事項の公開 

届出事項については都道府県（地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第

252 条の 19 第１項の指定都市（以下「指定都市」という。）及び同法第 252

条の 22 第１項の中核市（以下「中核市」という。）においては、指定都市又

は中核市。以下同じ。）（指定居宅介護支援事業者に係る届出事項について

は、市町村。）において閲覧に供するほか、事業者においても利用料に係る

情報として事業所内で掲示することになること。 

３～６ （略） ３～６ （略） 

第２ 居宅サービス単位数表（訪問介護費から通所リハビリテーション費まで

及び福祉用具貸与費に係る部分に限る。）に関する事項 

１ 通則 

⑴ 算定上における端数処理について 

① 単位数算定の際の端数処理 

単位数の算定については、基本となる単位数に加減算の計算（何ら

かの割合を乗ずる計算に限る。）を行う度に、小数点以下の端数処理（四

捨五入）を行っていくこととする。つまり、絶えず整数値に割合を乗

じていく計算になる。 

（削る） 

 

 

 

 

ただし、特別地域加算等の支給限度額管理対象外となる加算や事業

第２ 居宅サービス単位数表（訪問介護費から通所リハビリテーション費まで

及び福祉用具貸与費に係る部分に限る。）に関する事項 

１ 通則 

⑴ 算定上における端数処理について 

① 単位数算定の際の端数処理 

単位数の算定については、基本となる単位数に加減算の計算（何ら

かの割合を乗ずる計算に限る。）を行う度に、小数点以下の端数処理（四

捨五入）を行っていくこととする。つまり、絶えず整数値に割合を乗

じていく計算になる。 

この計算の後、指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する

基準等の一部を改正する告示（令和３年厚生労働省告示第 73 号）附則

第 12 条に規定する単位数の計算を行う場合も、小数点以下の端数処理

（四捨五入）を行うが、小数点以下の端数処理の結果、上乗せされる

単位数が１単位に満たない場合は、１単位に切り上げて算定する。 

ただし、特別地域加算等の支給限度額管理対象外となる加算や事業
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所と同一建物の利用者又はこれ以外の同一建物利用者 20 人以上にサ

ービスを行う場合の減算を算定する場合等については、対象となる単

位数の合計に当該加減算の割合を乗じて、当該加減算の単位数を算定

することとする。 

（例１）訪問介護（身体介護中心 30 分以上１時間未満で 387 単位） 

・夜間又は早朝にサービスを行う場合、所定単位数の 25％を加算 

387×1.25＝483.75→484 単位 

・この事業所が特定事業所加算Ⅳを算定している場合、所定単位数の

３％を加算 

484×1.03＝498.52→499 単位 

＊387×1.25×1.03＝498.2625 として四捨五入するのではない。 

（例２）訪問介護（身体介護中心 30 分以上１時間未満で 387 単位） 

・月に６回サービスを行い、特別地域加算の対象となる場合、対象と

なる単位数の合計に 15％を加算 

387×６回＝2,322 単位 

2,322×0.15＝348.3→348 単位 

② 金額換算の際の端数処理 

算定された単位数から金額に換算する際に生ずる１円未満（小数点

以下）の端数については「切り捨て」とする。 

（例）前記①の事例（例１）で、このサービスを月に８回提供した場合

（地域区分は１級地） 

499 単位×８回＝3,992 単位 

3,992 単位×11.40 円／単位＝45,508.80 円→45,508 円 

なお、サービスコードについては、加算等を加えた一体型の合成コー

ドを基本として作成しており、その合成単位数は、既に端数処理をした

単位数（整数値）である。 

所と同一建物の利用者又はこれ以外の同一建物利用者 20 人以上にサ

ービスを行う場合の減算を算定する場合等については、対象となる単

位数の合計に当該加減算の割合を乗じて、当該加減算の単位数を算定

することとする。 

（例１）訪問介護（身体介護中心 20 分以上 30 分未満で 250 単位） 

・夜間又は早朝にサービスを行う場合、所定単位数の 25％を加算 

250×1.25＝312.5→313 単位 

・この事業所が特定事業所加算Ⅳを算定している場合、所定単位数の

５％を加算 

313×1.05＝328.65→329 単位 

＊250×1.25×1.05＝328.125 として四捨五入するのではない。 

（例２）訪問介護（身体介護中心 30 分以上１時間未満で 396 単位） 

・月に６回サービスを行い、特別地域加算の対象となる場合、対象と

なる単位数の合計に 15％を加算 

396×６回＝2,376 単位 

2,376×0.15＝356.4→356 単位 

② 金額換算の際の端数処理 

算定された単位数から金額に換算する際に生ずる１円未満（小数点

以下）の端数については「切り捨て」とする。 

（例）前記①の事例（例１）で、このサービスを月に８回提供した場合

（地域区分は１級地） 

329 単位×８回＝2,632 単位 

2,632 単位×11.40 円／単位＝30,004.80 円→30,004 円 

なお、サービスコードについては、加算等を加えた一体型の合成コー

ドを基本として作成しており、その合成単位数は、既に端数処理をした

単位数（整数値）である。 

⑵・⑶ （略） ⑵・⑶ （略） 

⑷ 同一時間帯に複数種類の訪問サービスを利用した場合の取扱いについ

て 

利用者は同一時間帯にひとつの訪問サービスを利用することを原則と

する。ただし、訪問介護と訪問看護、又は訪問介護と訪問リハビリテーシ

ョンを、同一利用者が同一時間帯に利用する場合は、利用者の心身の状

況や介護の内容に応じて、同一時間帯に利用することが介護のために必

要があると認められる場合に限り、それぞれのサービスについてそれぞ

⑷ 同一時間帯に複数種類の訪問サービスを利用した場合の取扱いについ

て 

利用者は同一時間帯にひとつの訪問サービスを利用することを原則と

する。ただし、訪問介護と訪問看護、又は訪問介護と訪問リハビリテーシ

ョンを、同一利用者が同一時間帯に利用する場合は、利用者の心身の状

況や介護の内容に応じて、同一時間帯に利用することが介護のために必

要があると認められる場合に限り、それぞれのサービスについてそれぞ
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れの所定単位数が算定される。例えば、家庭の浴槽で全身入浴の介助を

する場合に、適切なアセスメント（利用者について、その有する能力、既

に提供を受けている指定居宅サービス等のその置かれている環境等の評

価を通じて利用者が現に抱える問題点を明らかにし、利用者が自立した

日常生活を営むことができるように支援する上で解決すべき課題を把握

することをいう。以下同じ。）を通じて、利用者の心身の状況や介護の内

容から同一時間帯に訪問看護を利用することが必要であると判断され、

30 分以上１時間未満の訪問介護（身体介護中心の場合）と訪問看護（指

定訪問看護ステーションの場合）を同一時間帯に利用した場合、訪問介

護については 387 単位、訪問看護については 823 単位がそれぞれ算定さ

れることとなる。 

れの所定単位数が算定される。例えば、家庭の浴槽で全身入浴の介助を

する場合に、適切なアセスメント（利用者について、その有する能力、既

に提供を受けている指定居宅サービス等のその置かれている環境等の評

価を通じて利用者が現に抱える問題点を明らかにし、利用者が自立した

日常生活を営むことができるように支援する上で解決すべき課題を把握

することをいう。以下同じ。）を通じて、利用者の心身の状況や介護の内

容から同一時間帯に訪問看護を利用することが必要であると判断され、

30 分以上１時間未満の訪問介護（身体介護中心の場合）と訪問看護（指

定訪問看護ステーションの場合）を同一時間帯に利用した場合、訪問介

護については 396 単位、訪問看護については 821 単位がそれぞれ算定さ

れることとなる。 

⑸ 複数の要介護者がいる世帯において同一時間帯に訪問サービスを利用

した場合の取扱いについて 

それぞれに標準的な所要時間を見込んで居宅サービス計画上に位置づ

ける。例えば、要介護高齢者夫婦のみの世帯に 100 分間訪問し、夫に 50

分の訪問介護（身体介護中心の場合）、妻に 50 分の訪問介護（身体介護

中心の場合）を提供した場合、夫、妻それぞれ 387 単位ずつ算定される。

ただし、生活援助については、要介護者間で適宜所要時間を振り分ける

こととする。また、要介護者と要支援者等がいる世帯において同一時間

帯に訪問介護及び介護保険法第115条の45第１項第１号イに規定する第

一号訪問事業（指定事業者によるものに限る。）を利用した場合も同様に、

訪問介護費の算定に当たっては、要介護者へのサービスに標準的な所要

時間を見込んで居宅サービス計画上に位置付けること。生活援助につい

ても、適宜所要時間を振り分けた上で、要介護者に係る訪問介護費を算

定すること。 

⑸ 複数の要介護者がいる世帯において同一時間帯に訪問サービスを利用

した場合の取扱いについて 

それぞれに標準的な所要時間を見込んで居宅サービス計画上に位置づ

ける。例えば、要介護高齢者夫婦のみの世帯に 100 分間訪問し、夫に 50

分の訪問介護（身体介護中心の場合）、妻に 50 分の訪問介護（身体介護

中心の場合）を提供した場合、夫、妻それぞれ 396 単位ずつ算定される。

ただし、生活援助については、要介護者間で適宜所要時間を振り分ける

こととする。また、要介護者と要支援者等がいる世帯において同一時間

帯に訪問介護及び介護保険法第115条の45第１項第１号イに規定する第

一号訪問事業（指定事業者によるものに限る。）を利用した場合も同様に、

訪問介護費の算定に当たっては、要介護者へのサービスに標準的な所要

時間を見込んで居宅サービス計画上に位置付けること。生活援助につい

ても、適宜所要時間を振り分けた上で、要介護者に係る訪問介護費を算

定すること。 

⑹・⑺ （略） ⑹・⑺ （略） 

⑻ 常勤換算方法及び常勤の具体的な取扱いについて 

   常勤換算方法及び常勤の具体的な取扱いについては、①及び②のとお

りとすること。 

① 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法

律（昭和 47 年法律第 113 号）第 13 条第１項に規定する措置（以下「母

性健康管理措置」という。）又は育児休業、介護休業等育児又は家族介

護を行う労働者の福祉に関する法律（平成３年法律第 76 号。以下「育

児・介護休業法」という。）第 23 条第１項、同条第３項又は同法第 24

⑻ 常勤換算方法及び常勤の具体的な取扱いについて 

常勤換算方法及び常勤の具体的な取扱いについては、①及び②のとお

りとすること。 

① 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法

律（昭和 47 法律第 113 号）第 13 条第１項に規定する措置（以下「母

性健康管理措置」という。）又は育児休業、介護休業等育児又は家族介

護を行う労働者の福祉に関する法律（平成３年法律第 76 号。以下「育

児・介護休業法」という。）第 23 条第１項、同条第３項又は同法第 24
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条に規定する所定労働時間の短縮等の措置若しくは厚生労働省「事業

場における治療と仕事の両立支援のためのガイドライン」に沿って事

業者が自主的に講じる所定労働時間の短縮措置（以下「育児、介護及び

治療のための所定労働時間の短縮等の措置」という。）が講じられてい

る場合、30 時間以上の勤務で、常勤換算方法での計算に当たり、常勤

の従業者が勤務すべき時間数を満たしたものとし、１として取り扱う

ことを可能とする。 

条に規定する所定労働時間の短縮等の措置（以下「育児及び介護のた

めの所定労働時間の短縮等の措置」という。）が講じられている場合、

30 時間以上の勤務で、常勤換算方法での計算に当たり、常勤の従業者

が勤務すべき時間数を満たしたものとし、１として取り扱うことを可

能とする。 

② 当該事業所における勤務時間が、当該事業所において定められてい

る常勤の従業者が勤務すべき時間数（32 時間を下回る場合は 32 時間

を基本とする。）に達していることをいうものであるが、母性健康管理

措置又は育児、介護及び治療のための所定労働時間の短縮等の措置が

講じられている者については、利用者の処遇に支障がない体制が事業

所として整っている場合は、例外的に常勤の従業者が勤務すべき時間

数を 30 時間として取り扱うことを可能とする。 

また、常勤による従業者の配置要件が設けられている場合、従業者

が労働基準法（昭和 22 年法律第 49 号）第 65 条に規定する休業、母性

健康管理措置、育児・介護休業法第２条第１号に規定する育児休業、

同条第２号に規定する介護休業、同法第 23 条第２項の育児休業に関す

る制度に準ずる措置又は同法第 24 条第１項（第２号に係る部分に限

る。）の規定により同項第２号に規定する育児休業に関する制度に準じ

て講ずる措置による休業を取得中の期間において、当該要件において

求められる資質を有する複数の非常勤の従業者を常勤の従業者の員数

に換算することにより、当該要件を満たすことが可能であることとす

る。 

② 当該事業所における勤務時間が、当該事業所において定められてい

る常勤の従業者が勤務すべき時間数（32 時間を下回る場合は 32 時間

を基本とする。）に達していることをいうものであるが、母性健康管理

措置又は育児及び介護のための所定労働時間の短縮等の措置が講じら

れている者については、利用者の処遇に支障がない体制が事業所とし

て整っている場合は、例外的に常勤の従業者が勤務すべき時間数を 30

時間として取り扱うことを可能とする。 

また、常勤による従業者の配置要件が設けられている場合、従業者

が労働基準法（昭和 22 年法律第 49 号）第 65 条に規定する休業、母性

健康管理措置、育児・介護休業法第２条第１号に規定する育児休業、

同条第２号に規定する介護休業、同法第 23 条第２項の育児休業に関す

る制度に準ずる措置又は同法第 24 条第１項（第２号に係る部分に限

る。）の規定により同項第２号に規定する育児休業に関する制度に準じ

て講ずる措置による休業を取得中の期間において、当該要件において

求められる資質を有する複数の非常勤の従業者を常勤の従業者の員数

に換算することにより、当該要件を満たすことが可能であることとす

る。 

⑼ （略） ⑼ （略） 

⑽ 令和６年４月から５月までの取扱い 

① 指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準等の一部を

改正する告示（令和６年厚生労働省告示第86号）において、訪問看護

費、訪問リハビリテーション費、居宅療養管理指導費及び通所リハビ

リテーション費（以下「訪問看護費等」という。）に係る改正は令和

６年６月施行となっているところ、令和６年４月から５月までの間の

訪問看護費等の算定は、「「指定居宅サービスに要する費用の額の算

定に関する基準（訪問通所サービス、居宅療養管理指導及び福祉用具

貸与に係る部分）及び指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関

  （新設） 
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する基準の制定に伴う実施上の留意事項について」等の一部改正につ

いて」（令和６年３月15日老高発0315001号老認発0315001号老健発

0315001号）による改正前の本通知に基づき実施するものとする。 

② 指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準等の一部を

改正する告示（令和６年厚生労働省告示第86号）において、介護職員

処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算及び介護職員等ベースア

ップ等支援加算（以下「処遇改善３加算」という。）の一本化は令和

６年６月施行となっているところ、令和６年４月から５月までの間の

処遇改善３加算の内容については、別途通知（「介護職員等処遇改善

加算等に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示に

ついて」）を参照すること。 

２ 訪問介護費 

⑴・⑵ （略） 

２ 訪問介護費 

⑴・⑵ （略） 

⑶ １回の訪問介護において身体介護及び生活援助が混在する場合の取扱

い 

１回の訪問において身体介護及び生活援助が混在する訪問介護を行う

必要がある場合は、居宅サービス計画や訪問介護計画の作成に当たって、

適切なアセスメントにより、あらかじめ具体的なサービス内容を「身体

介護」と「生活援助」に区分してそれに要する標準的な時間に基づき、

「身体介護」と「生活援助」を組み合わせて算定することとする。なお、

身体介護中心型の単位数に生活援助が 20 分以上で 65 単位、45 分以上で

130 単位、70 分以上で 195 単位を加算する方式となるが、１回の訪問介

護の全体時間のうち「身体介護」及び「生活援助」の所要時間に基づき判

断するため、実際のサービスの提供は身体介護中心型の後に引き続き生

活援助中心型を行う場合に限らず、例えば、生活援助の後に引き続き身

体介護を行ってもよい。 

（例）寝たきりの利用者の体位変換を行いながら、ベッドを整え、体を支

えながら水差しで水分補給を行い、安楽な姿勢をとってもらった後、

居室の掃除を行う場合。 

〔具体的な取扱い〕「身体介護」に該当する行為がどの程度含まれるかを

基準に以下のいずれかの組み合わせを算定 

・身体介護中心型 20 分以上 30 分未満（244 単位）＋生活援助加算 45

分（130 単位） 

・身体介護中心型 30 分以上１時間未満（387 単位）＋生活援助加算 20

⑶ １回の訪問介護において身体介護及び生活援助が混在する場合の取扱

い 

１回の訪問において身体介護及び生活援助が混在する訪問介護を行う

必要がある場合は、居宅サービス計画や訪問介護計画の作成に当たって、

適切なアセスメントにより、あらかじめ具体的なサービス内容を「身体

介護」と「生活援助」に区分してそれに要する標準的な時間に基づき、

「身体介護」と「生活援助」を組み合わせて算定することとする。なお、

身体介護中心型の単位数に生活援助が 20 分以上で 67 単位、45 分以上で

134 単位、70 分以上で 201 単位を加算する方式となるが、１回の訪問介

護の全体時間のうち「身体介護」及び「生活援助」の所要時間に基づき判

断するため、実際のサービスの提供は身体介護中心型の後に引き続き生

活援助中心型を行う場合に限らず、例えば、生活援助の後に引き続き身

体介護を行ってもよい。 

（例）寝たきりの利用者の体位変換を行いながら、ベッドを整え、体を支

えながら水差しで水分補給を行い、安楽な姿勢をとってもらった後、

居室の掃除を行う場合。 

〔具体的な取扱い〕「身体介護」に該当する行為がどの程度含まれるかを

基準に以下のいずれかの組み合わせを算定 

・身体介護中心型 20 分以上 30 分未満（250 単位）＋生活援助加算 45

分（134 単位） 

・身体介護中心型 30 分以上１時間未満（396 単位）＋生活援助加算 20
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① 科学的介護推進体制加算は、原則として利用者全員を対象として、

利用者ごとに注 21 に掲げる要件を満たした場合に、当該事業所の利用

者全員に対して算定できるものであること。 

②～④ （略） 

① 科学的介護推進体制加算は、原則として利用者全員を対象として、

利用者ごとに注 19 に掲げる要件を満たした場合に、当該事業所の利用

者全員に対して算定できるものであること。 

②～④ （略） 

(22) 事業所と同一建物に居住する利用者又は同一建物から通う利用者に通

所介護を行う場合について 

① 同一建物の定義 

注 23 における「同一建物」とは、当該指定通所介護事業所と構造上

又は外形上、一体的な建築物を指すものであり、具体的には、当該建

物の一階部分に指定通所介護事業所がある場合や、当該建物と渡り廊

下等で繋がっている場合が該当し、同一敷地内にある別棟の建築物や

道路を挟んで隣接する場合は該当しない。 

また、ここでいう同一建物については、当該建築物の管理、運営法

人が当該指定通所介護事業所の指定通所介護事業者と異なる場合であ

っても該当するものであること。 

② （略） 

⒇ 事業所と同一建物に居住する利用者又は同一建物から通う利用者に通

所介護を行う場合について 

① 同一建物の定義 

注 21 における「同一建物」とは、当該指定通所介護事業所と構造上

又は外形上、一体的な建築物を指すものであり、具体的には、当該建

物の一階部分に指定通所介護事業所がある場合や、当該建物と渡り廊

下等で繋がっている場合が該当し、同一敷地内にある別棟の建築物や

道路を挟んで隣接する場合は該当しない。 

また、ここでいう同一建物については、当該建築物の管理、運営法

人が当該指定通所介護事業所の指定通所介護事業者と異なる場合であ

っても該当するものであること。 

② （略） 

(23) 送迎を行わない場合の減算について 

利用者が自ら指定通所介護事業所に通う場合、利用者の家族等が指定

通所介護事業所への送迎を行う場合など、当該指定通所介護事業所の従

業者が利用者の居宅と指定通所介護事業所との間の送迎を実施していな

い場合は、片道につき減算の対象となる。ただし、注 23 の減算の対象と

なっている場合には、当該減算の対象とはならない。 

(21) 送迎を行わない場合の減算について 

利用者が自ら指定通所介護事業所に通う場合、利用者の家族等が指定

通所介護事業所への送迎を行う場合など、当該指定通所介護事業所の従

業者が利用者の居宅と指定通所介護事業所との間の送迎を実施していな

い場合は、片道につき減算の対象となる。ただし、注 21 の減算の対象と

なっている場合には、当該減算の対象とはならない。 

(24)・( 2 5 ) （略） (22)・( 2 3 ) （略） 

(26) サービス提供体制強化加算について 

① ３⑿④から⑧までを参照のこと。 

② （略） 

(24) サービス提供体制強化加算について 

① ３⑼④から⑧までを参照のこと。 

② （略） 

(27) 介護職員等処遇改善加算について 

訪問介護と同様であるので、２の(25)を参照されたい。 

(25) 介護職員処遇改善加算について 

訪問介護と同様であるので、２の(22)を参照されたい。 

（削る） (26) 介護職員等特定処遇改善加算について 

訪問介護と同様であるので、２の(23)を参照されたい。 

（削る） 

 

(27) 介護職員等ベースアップ等支援加算について 

訪問介護と同様であるので、２の(24)を参照されたい。 

８ 通所リハビリテーション費 ８ 通所リハビリテーション費 

⑴ （略） ⑴ （略） 
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⑵ 災害時等の取扱い 

通所介護と同様であるので、７⑺を参照されたい。 

⑵ 災害時等の取扱い 

通所介護と同様であるので、７⑸を参照されたい。 

⑶ 高齢者虐待防止措置未実施減算について 

訪問介護と同様であるので、２⑽を参照されたい。 

（新設） 

⑷ 業務継続計画未策定減算について 

通所介護と同様であるので、７⑶を参照されたい。 

（新設） 

⑸ （略） ⑶ （略） 

⑹ １時間以上２時間未満の指定通所リハビリテーションにおける理学療

法士、作業療法士又は言語聴覚士を専従かつ常勤で２名以上配置してい

る事業所の加算の取り扱いについて 

注５における「専従」とは、当該指定通所リハビリテーション事業所に

おいて行うリハビリテーションについて、当該リハビリテーションを実

施する時間に専らその職務に従事していることで足りるものとするこ

と。 

⑷ １時間以上２時間未満の指定通所リハビリテーションにおける理学療

法士、作業療法士又は言語聴覚士を専従かつ常勤で２名以上配置してい

る事業所の加算の取り扱いについて 

注３における「専従」とは、当該指定通所リハビリテーション事業所に

おいて行うリハビリテーションについて、当該リハビリテーションを実

施する時間に専らその職務に従事していることで足りるものとするこ

と。 

⑺・⑻ （略） ⑸・⑹  

⑼ 注８の取扱い 

訪問介護と同様であるので、２⒆を参照されたい。 

⑺ 注６の取扱い 

訪問介護と同様であるので、２⒄を参照されたい。 

⑽ 平均利用延人員数の取扱い 

①～④ （略） 

⑤ 平均利用延人員数が 750 人超の事業所であっても、算定する月の前

月において、以下に示す基準を満たしている場合は、通常規模型通所

リハビリテーション費を算定することができる。 

a 利用者の総数のうち、リハビリテーションマネジメント加算を算定

した利用者の割合が 80%以上であること。利用者の総数とは、前月に

当該事業所において通所リハビリテーションを利用することを通所

リハビリテーション計画上位置づけている者の人数とする。 

b 「専ら当該通所リハビリテーションの提供に当たる理学療法士、作

業療法士又は言語聴覚士（以下、理学療法士等）が、利用者の数を 10

で除した数以上確保されていること」の要件の算出式は以下の通り

とする。 

 

⑻ 平均利用延人員数の取扱い 

①～④ （略） 

（新設） 
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（通所リハビリテーション計画に位置付けられた利用時間 ×
各利用時間の利用人数）の合計(※1)

理学療法士等の通所リハビリテーション事業所における

勤務時間の合計（※2) ≦ 10 

 

(※１) 各利用時間の下限で計算する。（例：２～３時間利用の利用者

が４人の場合、２（時間）×４（人）として計算。） 

(※２) 所定労働時間のうち通所リハビリテーション事業所の業務に

従事することとされている時間とし、必ずしも利用者に対し通所

リハビリテーションを提供している時間に限らないことに留意

する。 

⑥ （略） ⑤ （略） 

⑾ 指定通所リハビリテーションの提供について 

① （略） 

② 指定通所リハビリテーションは、指定通所リハビリテーション事業

所の医師の診療に基づき、通所リハビリテーション計画を作成し、実

施することが原則であるが、医療機関において、当該医療機関の医師

の診療を受け、当該医療機関の医師、理学療法士、作業療法士又は言語

聴覚士からリハビリテーションの提供を受けた利用者に関しては、「リ

ハビリテーション・個別機能訓練、栄養、口腔の実施及び一体的取組に

ついて」の別紙様式２―２―１をもって、当該医療機関から情報提供

を受けた上で、当該事業所の医師が利用者を診療し、記載された内容

について確認して、指定通所リハビリテーションの提供を開始しても

差し支えないと判断した場合には、例外として、別紙様式２―２―１

をリハビリテーション計画書とみなして通所リハビリテーション費の

算定を開始してもよいこととする。 

 

 

なお、その場合であっても、算定開始の日が属する月から起算して

３月以内に、当該事業所の医師の診療に基づいて、次回のリハビリテ

ーション計画を作成する。 

⑼ 指定通所リハビリテーションの提供について 

① （略） 

② 指定通所リハビリテーションは、指定通所リハビリテーション事業

所の医師の診療に基づき、通所リハビリテーション計画を作成し、実

施することが原則であるが、例外として、医療保険の脳血管疾患等リ

ハビリテーション料、廃用症候群リハビリテーション料又は運動器リ

ハビリテーション料を算定すべきリハビリテーションを受けていた患

者が、介護保険の指定通所リハビリテーションへ移行する際に、「リハ

ビリテーション・個別機能訓練、栄養管理及び口腔管理の実施に関す

る基本的な考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」の

別紙様式２―２―１をもって、保険医療機関から当該事業所が情報提

供を受け、当該事業所の医師が利用者を診療するとともに、別紙様式

２―２―１に記載された内容について確認し、指定通所リハビリテー

ションの提供を開始しても差し支えないと判断した場合には、別紙様

式２―２―１をリハビリテーション計画書とみなして通所リハビリテ

ーション費の算定を開始してもよいこととする。 

なお、その場合であっても、算定開始の日が属する月から起算して

３月以内に、当該事業所の医師の診療に基づいて、次回のリハビリテ

ーション計画を作成する。 

③・④ （略） 

⑤ 通所リハビリテーション計画の進捗状況を定期的に評価し、必要に

③・④ （略） 

⑤ 通所リハビリテーション計画の進捗状況を定期的に評価し、必要に
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応じて当該計画を見直す。初回の評価は、通所リハビリテーション計

画に基づくリハビリテーションの提供開始からおおむね２週間以内

に、その後はおおむね３月ごとに評価を行う。その他、必要時に見直し

を行うこと。 

応じて当該計画を見直す。初回の評価は、通所リハビリテーション計

画に基づくリハビリテーションの提供開始からおおむね２週間以内

に、その後はおおむね３月ごとに評価を行う。 

⑥・⑦ （略） 

⑧ 指定通所リハビリテーション事業所の理学療法士、作業療法士又は

言語聴覚士が、介護支援専門員を通じて、指定訪問介護の事業その他

の指定居宅サービスに該当する事業に係る従業者に対し、リハビリテ

ーションの観点から、利用者及び家族の活動や参加に向けた希望、日

常生活上の留意点、介護の工夫などの情報を伝達する。 

⑥・⑦ （略） 

⑧ 指定通所リハビリテーション事業所の理学療法士、作業療法士又は

言語聴覚士が、介護支援専門員を通じて、指定訪問介護の事業その他

の指定居宅サービスに該当する事業に係る従業者に対し、リハビリテ

ーションの観点から、日常生活上の留意点、介護の工夫などの情報を

伝達する。 

⑿ 入浴介助加算について 

ア （略） 

イ 入浴介助加算(Ⅱ)について 

① ア①及び②を準用する。なお、ア①の「入浴介助加算(Ⅰ)」は、「入

浴介助加算(Ⅱ)」に読み替えるものとする。 

② 入浴介助加算Ⅱは、利用者が居宅において、自身で又は家族若し

くは居宅で入浴介助を行うことが想定される訪問介護員等（以下、

「家族・訪問介護員等」という。）の介助によって入浴ができるよう

になることを目的とし、以下ａ～ｃを実施することを評価するもの

である。なお、入浴介助加算(Ⅱ)の算定に関係する者は、利用者の状

態に応じ、自身で又は家族・訪問介護員等の介助により尊厳を保持

しつつ入浴ができるようになるためには、どのような介護技術を用

いて行うことが適切であるかを念頭に置いた上で、ａ～ｃを実施す

る。 

ａ 医師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、介護福祉士若しくは

介護支援専門員又は利用者の動作及び浴室の環境の評価を行うこと

ができる福祉用具専門相談員、機能訓練指導員、地域包括支援セン

ターの職員その他住宅改修に関する専門的知識及び経験を有する者

（以下、「医師等」という。）が利用者の居宅を訪問し、浴室における

当該利用者の動作及び浴室の環境を評価する。その際、当該利用者

の居宅を訪問し評価した者が、入浴に係る適切な介護技術に基づい

て、利用者の動作を踏まえ、利用者自身で又は家族・訪問介護員等

の介助により入浴を行うことが可能であると判断した場合、指定通

所リハビリテーション事業所に対しその旨情報共有する。また、当

⑽ 入浴介助加算について 

ア （略） 

イ 入浴介助加算(Ⅱ)について 

① ア①及び②を準用する。なお、ア①の「入浴介助加算(Ⅰ)」は、「入

浴介助加算(Ⅱ)」に読み替えるものとする。 

② 入浴介助加算(Ⅱ)は、利用者が居宅において、自身で又は家族若し

くは居宅で入浴介助を行うことが想定される訪問介護員等（以下、

「家族・訪問介護員等」という。）の介助によって入浴ができるよう

になることを目的とし、以下ａ～ｃを実施することを評価するもの

である。なお、入浴介助加算(Ⅱ)の算定に関係する者は、利用者の状

態に応じ、自身で又は家族・訪問介護員等の介助により尊厳を保持

しつつ入浴ができるようになるためには、どのような介護技術を用

いて行うことが適切であるかを念頭に置いた上で、ａ～ｃを実施す

る。 

ａ 医師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、介護福祉士、介護

支援専門員等（利用者の動作及び浴室の環境の評価を行うことが

できる福祉用具専門相談員を含む。）が利用者の居宅を訪問し、浴

室における当該利用者の動作及び浴室の環境を評価する。その際、

当該利用者の居宅を訪問し評価した者が、入浴に係る適切な介護

技術に基づいて、利用者の動作を踏まえ、利用者自身で又は家族・

訪問介護員等の介助により入浴を行うことが可能であると判断し

た場合、指定通所リハビリテーション事業所に対しその旨情報共

有する。また、当該利用者の居宅を訪問し評価した者が指定通所

リハビリテーション事業所の従業者以外の者である場合は、書面
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該利用者の居宅を訪問し評価した者が指定通所リハビリテーション

事業所の従業者以外の者である場合は、書面等を活用し、十分な情

報共有を行うよう留意すること。 

(※) 当該利用者の居宅を訪問し評価した者が、入浴に係る適切な介

護技術に基づいて、利用者の動作を踏まえ、利用者自身で又は家

族・訪問介護員等の介助により入浴を行うことが難しいと判断し

た場合は、指定居宅介護支援事業所の介護支援専門員又は指定福

祉用具貸与事業所若しくは指定特定福祉用具販売事業所の福祉用

具専門相談員と連携し、利用者及び当該利用者を担当する介護支

援専門員等に対し、福祉用具の貸与若しくは購入又は住宅改修等

の浴室の環境整備に係る助言を行う。 

なお、医師等が訪問することが困難な場合には、医師等の指示の

下、介護職員が居宅を訪問し、情報通信機器等を活用して把握した

浴室における利用者の動作及び浴室の環境を踏まえ、医師等が評価

及び助言を行うこともできることとする。ただし、情報通信機器等

の活用については、当該利用者等の同意を得なければならないこと。

また、個人情報保護委員会・厚生労働省「医療・介護関係事業者に

おける個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」、厚生労働省

「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」等を遵守す

ること。 

ｂ （略） 

ｃ ｂの入浴計画に基づき、個浴その他の利用者の居宅の状況に近

い環境にて、入浴介助を行う。なお、利用者の居宅の浴室の状況に

近い環境については、大浴槽等においても、手すりなど入浴に要

する福祉用具等を活用し、浴室の手すりの位置や使用する浴槽の

深さ及び高さ等を踏まえることで、利用者の居宅の浴室環境の状

況を再現していることとして差し支えないこととする。また、入

浴介助を行う際は、関係計画等の達成状況や利用者の状態をふま

えて、自身で又は家族・訪問介護員等の介助によって入浴するこ

とができるようになるよう、必要な介護技術の習得に努め、これ

を用いて行われるものであること。なお、必要な介護技術の習得

にあたっては、既存の研修等を参考にすること。 

等を活用し、十分な情報共有を行うよう留意すること。 

(※) 当該利用者の居宅を訪問し評価した者が、入浴に係る適切な

介護技術に基づいて、利用者の動作を踏まえ、利用者自身で又

は家族・訪問介護員等の介助により入浴を行うことが難しいと

判断した場合は、指定居宅介護支援事業所の介護支援専門員又

は指定福祉用具貸与事業所若しくは指定特定福祉用具販売事業

所の福祉用具専門相談員と連携し、利用者及び当該利用者を担

当する介護支援専門員等に対し、福祉用具の貸与若しくは購入

又は住宅改修等の浴室の環境整備に係る助言を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ｂ （略） 

ｃ ｂの入浴計画に基づき、個浴その他の利用者の居宅の状況に近

い環境にて、入浴介助を行う。なお、この場合の「個浴その他の利

用者の居宅の状況に近い環境」とは、手すりなど入浴に要する福

祉用具等を活用し利用者の居宅の浴室の環境を個別に模したもの

として差し支えない。また、入浴介助を行う際は、関係計画等の達

成状況や利用者の状態をふまえて、自身で又は家族・訪問介護員

等の介助によって入浴することができるようになるよう、必要な

介護技術の習得に努め、これを用いて行われるものであること。

なお、必要な介護技術の習得にあたっては、既存の研修等を参考

にすること。 

③ ⑵における居宅への訪問の際、当該利用者の居宅を訪問し評価し

た者が、入浴に係る適切な介護技術に基づいて、利用者の動作を踏

（新設） 
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まえ、利用者自身で又は家族・訪問介護員等の介助により入浴を行

うことが可能であると判断した場合、指定通所リハビリテーション

事業所に対しその旨情報共有する。また、当該利用者の居宅を訪問

し評価した者が指定通所リハビリテーション事業所の従業者以外の

者である場合は、書面等を活用し、十分な情報共有を行うよう留意

すること。 

④ 入浴介助を行う際は、関係計画等の達成状況や利用者の状態を踏

まえて、自身で又は家族・訪問介護員等の介助によって入浴するこ

とができるようになるよう、必要な介護技術の習得に努め、これを

用いて行われるものであること。なお、必要な介護技術の習得に当

たっては、既存の研修等を参考にすること。 

（新設） 

⒀ リハビリテーションマネジメント加算について 

① リハビリテーションマネジメント加算は、リハビリテーションの質

の向上を図るため、多職種が共同して、心身機能、活動・参加をするた

めの機能について、バランス良くアプローチするリハビリテーション

が提供できているかを継続的に管理していることを評価するものであ

る。なお、ＳＰＤＣＡサイクルの構築を含む、リハビリテーションマネ

ジメントに係る実務等については、別途通知（「リハビリテーション・

個別機能訓練、栄養、口腔の実施及び一体的取組について」）も参照す

ること。 

⑾ リハビリテーションマネジメント加算について 

① リハビリテーションマネジメント加算は、利用者ごとに行われるケ

アマネジメントの一環として実施されるものであり、リハビリテーシ

ョンの質の向上を図るため、利用者の状態や生活環境等を踏まえた多

職種協働による通所リハビリテーション計画の作成、当該計画に基づ

く適切なリハビリテーションの提供、当該提供内容の評価とその結果

を踏まえた当該計画の見直し等といったＳＰＤＣＡサイクルの構築を

通じて、継続的にリハビリテーションの質の管理を行った場合に加算

するものである。 

（削る） ② 「リハビリテーションの質の管理」とは、生活機能の維持又は向上を

目指すに当たって、心身機能、個人として行うＡＤＬやＩＡＤＬとい

った活動をするための機能、家庭での役割を担うことや地域の行事等

に関与すること等といった参加をするための機能について、バランス

良くアプローチするリハビリテーションが提供できているかを管理す

ることをいう。 

② 本加算における、「同意を得た日」とは、通所リハビリテーションサ

ービスの利用にあたり、初めて通所リハビリテーション計画を作成し

て同意を得た日をいい、当該計画の見直しの際に同意を得た日とは異

なることに留意すること。 

③ 本加算は、ＳＰＤＣＡサイクルの構築を通じて、継続的にリハビリ

テーションの質の管理を行った場合に加算するものであることから、

当該ＳＰＤＣＡサイクルの中で通所リハビリテーション計画を、新規

に作成し直すことは想定しておらず、利用者の状態に応じて適切に当

該計画の見直しが行われるものである。 

したがって、「同意」とは、本加算を取得するに当たって初めて通所

リハビリテーション計画を作成して得られた同意をいい、当該計画の

見直しの同意とは異なることに留意すること。 
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③ 利用者の同意を得た日の属する月から起算して６月を超えた場合で

あって、指定通所リハビリテーションのサービスを終了後に、病院等

への入院又は他の居宅サービス等の利用を経て、同一の指定通所リハ

ビリテーション事業所を再度利用した場合は、リハビリテーションマ

ネジメント加算イ⑴、ロ⑴、ハ⑴を再算定することはできず、加算イ

⑵、ロ⑵、ハ⑵を算定すること。 

ただし、疾病が再発するなどにより入院が必要になった状態又は医

師が集中的な医学的管理を含めた支援が必要と判断した等の状態の変

化に伴う、やむを得ない理由がある場合であって、利用者又は家族が

合意した場合には、加算イ⑴、ロ⑴、ハ⑴を再算定できるものである

こと。 

④ 注８イに規定するリハビリテーションマネジメント加算Ａイ⑴、注

８ロに規定するリハビリテーションマネジメント加算Ａロ⑴、注８ハ

に規定するリハビリテーションマネジメント加算Ｂイ⑴又は注８ニに

規定するリハビリテーションマネジメント加算Ｂロ⑴を取得後は、注

８イに規定するリハビリテーションマネジメント加算Ａイ⑵、注８ロ

に規定するリハビリテーションマネジメント加算Ａロ⑵、注８ハに規

定するリハビリテーションマネジメント加算Ｂイ⑵又は注８ニに規定

するリハビリテーションマネジメント加算Ｂロ⑵を算定するものであ

ることに留意すること。 

ただし、当該期間以降であっても、リハビリテーション会議を開催

し、利用者の急性増悪等により引き続き月に一回以上、当該会議を開

催し、利用者の状態の変化に応じ、当該計画を見直していく必要性が

高いことを利用者又は家族並びに構成員が合意した場合、リハビリテ

ーションマネジメント加算Ａイ⑴又はロ⑴若しくはＢイ⑴又はロ⑴を

再算定できるものであること。 

④ リハビリテーション会議の構成員は、利用者及びその家族を基本と

しつつ、医師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、介護支援専門員、

居宅サービス計画の原案に位置付けた指定居宅サービス等の担当者、

看護師、准看護師、介護職員、介護予防・日常生活支援総合事業のサー

ビス担当者及び保健師等とすること。また、必要に応じて歯科医師、管

理栄養士、歯科衛生士等が参加すること。 

なお、利用者の家族について、家庭内暴力等により参加が望ましく

ない場合や、遠方に住んでいる等のやむを得ない事情がある場合にお

いては、必ずしもその参加を求めるものではないこと。 

また、リハビリテーション会議の開催の日程調整を行ったが、構成

員がリハビリテーション会議を欠席した場合は、速やかに当該会議の

内容について欠席者との情報共有を図ること。 

⑤ リハビリテーション会議の構成員である医師の当該会議への出席に

ついては、テレビ電話等情報通信機器を使用してもよいこととする。

なお、テレビ電話等情報通信機器を使用する場合には、当該会議の議

事に支障のないよう留意すること。 

⑤ リハビリテーション会議は、テレビ電話装置等（リアルタイムでの

画像を介したコミュニケーションが可能な機器をいう。以下同じ。）を

活用して行うことができるものとする。ただし、利用者又はその家族

（以下この⑤において「利用者等」という。）が参加する場合にあって

は、テレビ電話装置等の活用について当該利用者等の同意を得なけれ

ばならない。なお、個人情報保護委員会・厚生労働省「医療・介護関係

事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」、厚生労

（新設） 

53



60 
 

働省「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」等に対応

していること。 

⑥ （略） ⑥ （略） 

⑦ 大臣基準告示第 25 号ロ及びハに規定する厚生労働省への情報の提

出については、ＬＩＦＥを用いて行うこととする。ＬＩＦＥへの提出

情報、提出頻度等については、「科学的介護情報システム（ＬＩＦＥ）

関連加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示

について」を参照されたい。 

サービスの質の向上を図るため、ＬＩＦＥへの提出情報及びフィー

ドバック情報を活用し、ＳＰＤＣＡサイクルにより、サービスの質の

管理を行うこと。 

提出された情報については、国民の健康の保持増進及びその有する

能力の維持向上に資するため、適宜活用されるものである。 

⑦ 大臣基準告示第 25 号ロ⑵及びニ⑵に規定する厚生労働省への情報

の提出については、ＬＩＦＥを用いて行うこととする。ＬＩＦＥへの

提出情報、提出頻度等については、「科学的介護情報システム（ＬＩＦ

Ｅ）関連加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の

提示について」を参照されたい。 

サービスの質の向上を図るため、ＬＩＦＥへの提出情報及びフィー

ドバック情報を活用し、ＳＰＤＣＡサイクルにより、サービスの質の

管理を行うこと。 

提出された情報については、国民の健康の保持増進及びその有する

能力の維持向上に資するため、適宜活用されるものである 

⑧ リハビリテーションマネジメント加算(ハ)について 

イ 栄養アセスメントにおける考え方は、注 15 栄養アセスメント加算

についてと同様であるので参照されたい。 

ロ 口腔の健康状態の評価における考え方は、注 18 口腔機能向上加算

についてと同様であるので参照されたい。 

ハ リハビリテーション、口腔、栄養の一体的取組についての基本的

な考え方は別途通知（「リハビリテーション・個別機能訓練、栄養、

口腔の実施及び一体的取組について」）を参考とし、関係職種間で共

有すべき情報は、同通知の様式１－１を参考とした上で、常に当該

事業所の関係職種により閲覧が可能であるようにすること。 

（新設） 

⒁ （略） ⑿ （略） 

⒂ 認知症短期集中リハビリテーション実施加算について 

①～③ （略） 

④ 認知症短期集中リハビリテーション加算(Ⅱ)を算定する場合において

は、利用者の認知症の状態に対し、支援内容や利用回数が妥当かどう

かを確認し、適切に提供することが必要であることから一月に一回は

モニタリングを行い、通所リハビリテーション計画を見直し、医師か

ら利用者又はその家族に対する説明し、同意を得ることが望ましい。 

⑤～⑨ （略） 

⒀ 認知症短期集中リハビリテーション実施加算について 

①～③ （略） 

（新設） 

 

 

 

 

④～⑧ （略） 

⒃ （略） ⒁ （略） 

⒄ 若年性認知症利用者受入加算について ⒂ 若年性認知症利用者受入加算について 
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通所介護と同様であるので、７⒃を参照されたい。 通所介護と同様であるので、７⒁を参照されたい。 

⒅ 栄養アセスメント加算について 

通所介護と同様であるので、７⒄を参照されたい。 

⒃ 栄養アセスメント加算について 

通所介護と同様であるので、７⒂を参照されたい。 

⒆ 栄養改善加算について 

① 栄養改善加算の算定に係る栄養改善サービスの提供は、利用者ごと

に行われるケアマネジメントの一環として行われることに留意するこ

と。 

② 当該事業所の職員として、又は外部（他の介護事業所（栄養改善加

算の対象事業所に限る。）、医療機関、介護保険施設（栄養マネジメン

ト強化加算の算定要件として規定する員数を超えて管理栄養士を置い

ているもの又は常勤の管理栄養士を一名以上配置しているものに限

る。）又は公益社団法人日本栄養士会若しくは都道府県栄養士会が設置

し、運営する「栄養ケア・ステーション」）との連携により、管理栄養

士を一名以上配置して行うものであること。 

③ 栄養改善加算を算定できる利用者は、次のイからホのいずれかに該

当する者であって、栄養改善サービスの提供が必要と認められる者と

すること。 

イ ＢＭＩが 18.5 未満である者 

ロ １～６月間で３％以上の体重の減少が認められる者又は「地域支

援事業の実施について」（平成 18 年６月９日老発第 0609001 号厚生

労働省老健局長通知）に規定する基本チェックリストの№⑾の項目

が「１」に該当する者 

ハ 血清アルブミン値が 3.5ｇ／dl 以下である者 

ニ 食事摂取量が不良（75％以下）である者 

ホ その他低栄養状態にある又はそのおそれがあると認められる者 

なお、次のような問題を有する者については、前記イからホのいず

れかの項目に該当するかどうか、適宜確認されたい。 

・ 口腔及び摂食・嚥下機能の問題（基本チェックリストの口腔機能

に関連する⒀、⒁、⒂のいずれかの項目において「１」に該当する

者などを含む。） 

・ 生活機能の低下の問題 

・ 褥瘡に関する問題 

・ 食欲の低下の問題 

・ 閉じこもりの問題（基本チェックリストの閉じこもりに関連する

⒄ 栄養改善加算について 

通所介護と同様であるので、７⒃を参照されたい。 

55



62 
 

⒃、⒄のいずれかの項目において「１」に該当する者などを含む。） 

・ 認知症の問題（基本チェックリストの認知症に関連する⒅、⒆、

⒇のいずれかの項目において「１」に該当する者などを含む。） 

・ うつの問題（基本チェックリストのうつに関連するからの項目に

おいて、２項目以上「１」に該当する者などを含む。） 

④ 栄養改善サービスの提供は、以下のイからヘまでに掲げる手順を経

てなされる。 

イ 利用者ごとの低栄養状態のリスクを、利用開始時に把握すること。 

ロ 利用開始時に、管理栄養士が中心となって、利用者ごとの摂食・

嚥下機能及び食形態にも配慮しつつ、栄養状態に関する解決すべき

課題の把握（以下「栄養アセスメント」という。）を行い、管理栄養

士、看護職員、介護職員、生活相談員その他の職種の者が共同して、

栄養食事相談に関する事項（食事に関する内容の説明等）、解決すべ

き栄養管理上の課題等に対し取り組むべき事項等を記載した栄養ケ

ア計画を作成すること。作成した栄養ケア計画については、栄養改

善サービスの対象となる利用者又はその家族に説明し、その同意を

得ること。なお、通所リハビリテーションにおいては、栄養ケア計

画に相当する内容を通所リハビリテーション計画の中に記載する場

合は、その記載をもって栄養ケア計画の作成に代えることができる

ものとすること。 

ハ 栄養ケア計画に基づき、管理栄養士等が利用者ごとに栄養改善サ

ービスを提供すること。その際、栄養ケア計画に実施上の問題点が

あれば直ちに当該計画を修正すること。 

ニ 栄養改善サービスの提供に当たり、居宅における食事の状況を聞

き取った結果、課題がある場合は、当該課題を解決するため、利用

者又はその家族の同意を得て、当該利用者の居宅を訪問し、居宅で

の食事状況・食事環境等の具体的な課題の把握や、主として食事の

準備をする者に対する栄養食事相談等の栄養改善サービスを提供す

ること。 

ホ 利用者の栄養状態に応じて、定期的に、利用者の生活機能の状況

を検討し、おおむね３月ごとに体重を測定する等により栄養状態の

評価を行い、その結果を当該利用者を担当する介護支援専門員や主

治の医師に対して情報提供すること。 

ヘ 指定居宅サービス基準第 105 条において準用する第 19 条に規定
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するサービスの提供の記録において利用者ごとの栄養ケア計画に従

い管理栄養士が利用者の栄養状態を定期的に記録する場合は、当該

記録とは別に栄養改善加算の算定のために利用者の栄養状態を定期

的に記録する必要はないものとすること。 

⑤ リハビリテーションマネジメント加算(ハ)を実施し、栄養改善サービ

スの提供が必要と判断して当該加算を算定する場合は、リハビリテー

ションや口腔に係る評価を踏まえて栄養ケア計画を作成すること。 

⑥ おおむね３月ごとの評価の結果、③のイからホまでのいずれかに該

当する者であって、継続的に管理栄養士等がサービス提供を行うこと

により、栄養改善の効果が期待できると認められるものについては、

継続的に栄養改善サービスを提供する。 

⒇ 口腔・栄養スクリーニング加算について 

通所介護と同様であるので、７⒆を参照されたい。 

⒅ 口腔・栄養スクリーニング加算について 

通所介護と同様であるので、７⒄を参照されたい。 

(21) 口腔機能向上加算について 

① 口腔機能向上加算の算定に係る口腔機能向上サービスの提供には、

利用者ごとに行われるケアマネジメントの一環として行われることに

留意すること。 

② 言語聴覚士、歯科衛生士又は看護職員を１名以上配置して行うもの

であること。 

③ 口腔機能向上加算を算定できる利用者は、次のイからハまでのいず

れかに該当する者であって、口腔機能向上サービスの提供が必要と認

められる者とすること。 

イ 認定調査票における嚥下、食事摂取、口腔清潔の３項目のいずれ

かの項目において「１」以外に該当する者 

ロ 基本チェックリストの口腔機能に関連する⒀、⒁、⒂の３項目の

うち、２項目以上が「１」に該当する者 

ハ その他口腔機能の低下している者又はそのおそれのある者 

④ 利用者の口腔の状態によっては、医療における対応を要する場合も

想定されることから、必要に応じて、介護支援専門員を通して主治医

又は主治の歯科医師への情報提供、受診勧奨などの適切な措置を講じ

ることとする。なお、介護保険の口腔機能向上サービスとして「摂食・

嚥下機能に関する訓練の指導若しくは実施」を行っていない場合にあ

っては、加算は算定できない。 

⑤ 口腔機能向上サービスの提供は、以下のイからホまでに掲げる手順

⒆ 口腔機能向上加算について 

通所介護と同様であるので、７⒅を参照されたい。  
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を経てなされる。ただし、リハビリテーションマネジメント加算(ハ)に

おいてイ並びにロの利用者の口腔機能等の口腔の健康状態及び解決す

べき課題の把握を実施している場合は、ロの口腔機能改善管理指導計

画を作成以降の手順を行うものとする。その場合は、口腔機能向上加

算Ⅱのイを算定する。なお、口腔機能向上加算(Ⅱ)のイの算定に当たっ

ては、リハビリテーションや栄養に係る評価を踏まえて口腔改善管理

指導計画を作成すること。 

イ 利用者ごとの口腔機能等の口腔の健康状態を、利用開始時に把握

すること。 

ロ 利用開始時に、言語聴覚士、歯科衛生士又は看護職員が中心とな

って、利用者ごとの口腔衛生、摂食・嚥下機能に関する解決すべき課

題の把握を行い、言語聴覚士、歯科衛生士、看護職員、介護職員、生

活相談員その他の職種の者が共同して取り組むべき事項等を記載し

た口腔機能改善管理指導計画を作成すること。作成した口腔機能改

善管理指導計画については、口腔機能向上サービスの対象となる利

用者又はその家族に説明し、その同意を得ること。なお、通所リハビ

リテーションにおいては、口腔機能改善管理指導計画に相当する内

容を通所リハビリテーション計画の中に記載する場合は、その記載

をもって口腔機能改善管理指導計画の作成に代えることができるも

のとすること。 

ハ 口腔機能改善管理指導計画に基づき、言語聴覚士、歯科衛生士又

は看護職員等が利用者ごとに口腔機能向上サービスを提供するこ

と。その際、口腔機能改善管理指導計画に実施上の問題点があれば直

ちに当該計画を修正すること。 

ニ 利用者の口腔機能の状態に応じて、定期的に、利用者の生活機能

の状況を検討し、おおむね３月ごとに口腔機能の状態の評価を行い、

その結果について、当該利用者を担当する介護支援専門員や主治の

医師、主治の歯科医師に対して情報提供すること。 

ホ 指定居宅サービス基準第105条において準用する第19条に規定す

るサービスの提供の記録において利用者ごとの口腔機能改善管理指

導計画に従い言語聴覚士、歯科衛生士又は看護職員が利用者の口腔

機能を定期的に記録する場合は、当該記録とは別に口腔機能向上加

算の算定のために利用者の口腔機能を定期的に記録する必要はない

ものとすること。 
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⑥ おおむね３月ごとの評価の結果、次のイ又はロのいずれかに該当す

る者であって、継続的に言語聴覚士、歯科衛生士又は看護職員等がサ

ービス提供を行うことにより、口腔機能の向上又は維持の効果が期待

できると認められるものについては、継続的に口腔機能向上サービス

を提供する。 

イ 口腔清潔・唾液分泌・咀嚼・嚥下・食事摂取等の口腔機能の低下

が認められる状態の者 

ロ 当該サービスを継続しないことにより、口腔機能が低下するおそ

れのある者 

⑦ 口腔機能向上サービスの提供に当たっては、別途通知（「リハビリ

テーション・個別機能訓練、栄養、口腔の実施及び一体的取組につい

て」）を参照されたい。 

⑧ 厚生労働省への情報の提出については、ＬＩＦＥを用いて行うこと

とする。ただし、口腔機能向上加算(Ⅱ)のイについては、リハビリテー

ションマネジメント加算(ハ)においてＬＩＦＥへの情報提出を行ってい

る場合は、同一の提出情報に限りいずれかの提出で差し支えない。Ｌ

ＩＦＥへの提出情報、提出頻度等については、「科学的介護情報シス

テム（ＬＩＦＥ）関連加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順

及び様式例の提示について」を参照されたい。 

サービスの質の向上を図るため、ＬＩＦＥへの提出情報及びフィー

ドバック情報を活用し、利用者の状態に応じた口腔機能改善管理指導

計画の作成（Plan）、当該計画に基づく支援の提供（Do）、当該支援内

容の評価（Check）、その評価結果を踏まえた当該計画の見直し・改善

（Action）の一連のサイクル（ＰＤＣＡサイクル）により、サービスの

質の管理を行うこと。 

提出された情報については、国民の健康の保持増進及びその有する

能力の維持向上に資するため、適宜活用されるものである。 

(22) （略） ⒇ （略） 

(23) 中重度者ケア体制加算について 

通所介護と同様であるので、７⑾を参照されたい。ただし「常勤換算方

法で２以上」とあるものは「常勤換算方法で１以上」と、「ケアを計画的

に実施するプログラム」とあるのは「リハビリテーションを計画的に実

施するプログラム」と読み替えること。 

(21) 中重度者ケア体制加算について 

通所介護と同様であるので、７⑼を参照されたい。ただし「常勤換算方

法で２以上」とあるものは「常勤換算方法で１以上」と、「ケアを計画的

に実施するプログラム」とあるのは「リハビリテーションを計画的に実

施するプログラム」と読み替えること。 

(24) 科学的介護推進体制加算について (22) 科学的介護推進体制加算について 
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通所介護と同様であるので、７(21)を参照されたい。 通所介護と同様であるので、７⒆を参照されたい。 

(25) 事業所と同一の建物に居住する利用者又は同一建物から通う利用者に

通所リハビリテーションを行う場合の取扱い 

通所介護と同様であるので、７(22)を参照されたい。 

(23) 事業所と同一の建物に居住する利用者又は同一建物から通う利用者に

通所介護を行う場合の取扱い 

通所介護と同様であるので、７⒇を参照されたい。 

(26) 送迎を行わない場合の減算について 

利用者が自ら通う場合、利用者の家族等が送迎を行う場合など事業者

が送迎を実施していない場合は、片道につき減算の対象となる。ただし、

注 23 の減算の対象となっている場合には、当該減算の対象とはならな

い。 

(24) 送迎を行わない場合の減算について 

利用者が自ら通う場合、利用者の家族等が送迎を行う場合など事業者

が送迎を実施していない場合は、片道につき減算の対象となる。ただし、

注 21 の減算の対象となっている場合には、当該減算の対象とはならな

い。 

(27) 定員超過利用に該当する場合の所定単位数の算定について 

通所介護と同様であるので、７(24)を参照されたい。 

(25) 定員超過利用に該当する場合の所定単位数の算定について 

通所介護と同様であるので、７(22)を参照されたい。 

(28) （略） (26) （略） 

(29) 退院時共同指導加算について 

① 通所リハビリテーションにおける退院時共同指導とは、病院又は診

療所の主治の医師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士その他の従業

者との間で当該者の状況等に関する情報を相互に共有した上で、当該

者又はその家族に対して、在宅でのリハビリテーションに必要な指導

を共同して行い、その内容を在宅での通所リハビリテーション計画に

反映させることをいう。 

② 退院時共同指導は、テレビ電話装置等を活用して行うことができる

ものとする。ただし、テレビ電話装置等の活用について当該者又はそ

の家族の同意を得なければならない。この際、個人情報保護委員会・厚

生労働省「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いの

ためのガイダンス」、厚生労働省「医療情報システムの安全管理に関す

るガイドライン」等を遵守すること。 

③ 退院時共同指導を行った場合は、その内容を記録すること。 

④ 当該利用者が通所及び訪問リハビリテーション事業所を利用する場

合において、各事業所の医師等がそれぞれ退院前カンファレンスに参

加し、退院時共同指導を行った場合は、各事業所において当該加算を

算定可能である。ただし、通所及び訪問リハビリテーション事業所が

一体的に運営されている場合においては、併算定できない。 

（新設） 

(30) 移行支援加算について 

訪問リハビリテーションと同様であるので、５⒃を参照されたい。 

ただし、この場合、「指定通所介護等」とあるのは「指定通所介護等（指

(27) 移行支援加算について 

訪問リハビリテーションと同様であるので、５⑾を参照されたい。 

ただし、この場合、「指定通所介護等」とあるのは「指定通所介護等（指
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定通所リハビリテーション及び指定介護予防通所リハビリテーションは

除く。）」と読み替えること。 

定通所リハビリテーション及び指定介護予防通所リハビリテーションは

除く。）」と読み替えること。 

(31) サービス提供体制強化加算について 

① 訪問入浴介護と同様であるので３⑿④から⑧までを参照されたい。 

② （略） 

(28) サービス提供体制強化加算について 

① 訪問入浴介護と同様であるので３⑼④から⑧までを参照されたい。 

② （略） 

(32) 介護職員等処遇改善加算について 

訪問介護と同様であるので、２の(25)を参照されたい。 

(29) 介護職員処遇改善加算について 

訪問介護と同様であるので、２の(22)を参照されたい。 

（削る） (30) 介護職員等特定処遇改善加算について 

訪問介護と同様であるので、２の(23)を参照されたい。 

（削る） 

 

(31) 介護職員等ベースアップ等支援加算について 

訪問介護と同様であるので、２の(24)を参照されたい。 

(33) 記録の整備について 

① 医師は、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士に対して行った指

示内容の要点を診療録に記入する。 

理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士は、通所リハビリテーショ

ン計画書に基づき提供した具体的なサービスの内容等及び指導に要し

た時間を記録にとどめておく。なお、当該記載については、医療保険

の診療録に記載することとしてもよいが、下線又は枠で囲う等により、

他の記載と区別できるようにすることとする。 

② リハビリテーションに関する記録（実施時間、訓練内容、担当者、加

算の算定に当たって根拠となった書類等）は利用者ごとに保管され、

常に当該事業所のリハビリテーション従事者により閲覧が可能である

ようにすること。 

(32) 記録の整備について 

（新設） 

 

 

 

 

 

 

リハビリテーションに関する記録（実施時間、訓練内容、担当者、加算

の算定に当たって根拠となった書類等）は利用者ごとに保管され、常に

当該事業所のリハビリテーション従事者により閲覧が可能であるように

すること。 

９ 福祉用具貸与費  ９ 福祉用具貸与費 

⑴ 高齢者虐待防止措置未実施減算について 

訪問介護と同様であるので、２の⑽を参照されたい。 

（新設） 

⑵ 業務継続計画未策定減算について 

訪問介護と同様であるので、２の⑾を参照されたい。 

（新設） 

⑶ 事業所が離島等に所在する場合における交通費の加算の取扱いは、以

下のとおりである。 

① 交通費の算出方法について 

注３から注５までに規定する「通常の事業の実施地域において指定

福祉用具貸与を行う場合に要する交通費」の額は、最も経済的な通常

の経路及び方法（航空賃等に階級がある場合は、最も安価な階級）に

⑴ 事業所が離島等に所在する場合における交通費の加算の取扱いは、以

下のとおりである。 

① 交通費の算出方法について 

注１から注３までに規定する「通常の事業の実施地域において指定

福祉用具貸与を行う場合に要する交通費」の額は、最も経済的な通常

の経路及び方法（航空賃等に階級がある場合は、最も安価な階級）に
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別紙４ 

○ 指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について（平成18年３月17日老計発第

0317001号、老振発第0317001号、老老発第0317001号）（抄）  

 

1 

新 旧 

第１ 届出手続の運用 

１ 届出の受理 

第１ 届出手続の運用 

１ 届出の受理 

⑴ （略） ⑴ （略） 

⑵ 電子情報処理組織による届出 

① ⑴の規定にかかわらず、届出は厚生労働省の使用に係る電子計算機

（入出力装置を含む。以下同じ。）と届出を行おうとする者の使用に係

る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用す

る方法であって、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、厚生労

働省の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録

されるもの（以下「電子情報処理組織を使用する方法」という。）や電

子メールの利用等により行わせることができる。 

 

② ⑴の規定にかかわらず、届出のうち、指定介護予防サービス単位数

表において、電子情報処理組織を使用する方法によるとされた届出に

ついては、電子情報処理組織を使用する方法（やむを得ない事情によ

り当該方法による届出を行うことができない場合にあっては、電子メ

ールの利用その他の適切な方法）により行わせることとする。なお、都

道府県知事等が電子情報処理組織を使用する方法による届出の受理の

準備を完了するまでの間は、この限りでない。 

③ ①、②の電子情報処理組織を使用する方法により行われた届出につ

いては、書面等により行われたものとみなして、本通知及びその他の

当該届出に関する通知の規定を適用する。 

④ 電子情報処理組織を使用する方法や電子メールの利用等により行わ

れた届出は、当該届出を受ける行政機関等の使用に係る電子計算機に

備えられたファイルへの記録がされた時に当該行政機関等に到達した

ものとみなす。 

⑵ 電子情報処理組織による届出 

① ⑴の規定にかかわらず、届出は電子情報処理組織（届出が行われる

べき行政機関等の使用に係る電子計算機（入出力装置を含む。以下同

じ。）とその届出をする者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で

接続した電子情報処理組織をいう。ただし、当該行政機関等の使用に

係る電子計算機と接続した際に当該行政機関等からプログラムが付与

される場合は、その付与されるプログラムを正常に稼働させられる機

能を備えているものに限る。以下同じ。）を使用する方法により行わせ

ることができる。 

（新設） 

 

 

 

 

 

 

② ①の電子情報処理組織を使用する方法により行われた届出について

は、書面等により行われたものとみなして、本通知及びその他の当該

届出に関する通知の規定を適用する。 

③ 電子情報処理組織を使用する方法により行われた届出は、当該届出

を受ける行政機関等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへ

の記録がされた時に当該行政機関等に到達したものとみなす。 

⑶～⑸ （略） ⑶～⑸ （略） 

⑹ 届出に係る加算等の算定の開始時期 

届出に係る加算等（算定される単位数が増えるものに限る。以下同じ。）

については、適正な支給限度額管理のため、利用者や介護予防支援事業

者に対する周知期間を確保する観点から、届出が毎月 15 日以前になされ

た場合には翌月から、16 日以降になされた場合には翌々月から、算定を

⑹ 届出に係る加算等の算定の開始時期 

届出に係る加算等（算定される単位数が増えるものに限る。以下同じ。）

については、適正な支給限度額管理のため、利用者や介護予防支援事業

者に対する周知期間を確保する観点から、届出が毎月 15 日以前になされ

た場合には翌月から、16 日以降になされた場合には翌々月から、算定を
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開始するものとすること。 

また、介護予防短期入所サービス及び介護予防特定施設入居者生活介

護については、届出に係る加算等については、届出が受理された日が属

する月の翌月（届出が受理された日が月の初日である場合は当該月）か

ら算定を開始するものとすること。 

ただし、令和６年４月から算定を開始する加算等の届出については、

前記にかかわらず、介護予防居宅療養管理指導に係るもの、介護予防福

祉用具貸与及び介護予防支援に係るものについては、同年４月１日以前

に、介護予防短期入所サービス及び介護予防特定施設入居者生活介護に

係るものについては、同年４月１日までになされれば足りるものとする。 

 

介護予防通所リハビリテーションについては、月額定額報酬であるこ

とから、月途中からのサービス開始、月途中でのサービス終了の場合で

あっても、原則として、それぞれ計画上に位置づけられた単位数を算定

することとし、日割り計算は行わない。 

ただし、月途中に①要介護から要支援に変更となった場合、②要支援

から要介護に変更となった場合、③同一保険者管内での転居等により事

業所を変更した場合については、日割り計算による。また、月途中で要支

援度が変更となった場合についても、日割り計算により、それぞれの単

位数を算定するものとする。 

開始するものとすること。 

また、介護予防短期入所サービス及び介護予防特定施設入居者生活介

護については、届出に係る加算等については、届出が受理された日が属

する月の翌月（届出が受理された日が月の初日である場合は当該月）か

ら算定を開始するものとすること。 

ただし、令和３年４月から算定を開始する加算等の届出については、

前記にかかわらず、介護予防訪問通所サービス、介護予防居宅療養管理

指導に係るもの、介護予防福祉用具貸与及び介護予防支援に係るものに

ついては、同年４月１日以前に、介護予防短期入所サービス及び介護予

防特定施設入居者生活介護に係るものについては、同年４月１日までに

なされれば足りるものとする。 

介護予防通所リハビリテーションについては、月額定額報酬であるこ

とから、月途中からのサービス開始、月途中でのサービス終了の場合で

あっても、原則として、それぞれ計画上に位置づけられた単位数を算定

することとし、日割り計算は行わない。 

ただし、月途中に①要介護から要支援に変更となった場合、②要支援

から要介護に変更となった場合、③同一保険者管内での転居等により事

業所を変更した場合については、日割り計算による。また、月途中で要支

援度が変更となった場合についても、日割り計算により、それぞれの単

位数を算定するものとする。なお、要支援２であった者が、介護予防訪問

介護費(Ⅲ)を算定していた場合であって、月途中に、要支援１に変更とな

った場合については、認定日以降は介護予防訪問介護費(Ⅱ)を算定するこ

ととする。 

２～６ （略） ２～６ （略） 

第２ 指定介護予防サービス単位数表に関する事項 第２ 指定介護予防サービス単位数表に関する事項 

１ 通則 

⑴・⑵ （略） 

⑶ 退所日等における介護予防サービス費の算定について 

介護予防短期入所療養介護のサービス終了日（退所・退院日）について

は、介護予防訪問看護費、介護予防訪問リハビリテーション費、介護予防

居宅療養管理指導費及び介護予防通所リハビリテーション費は算定でき

ない。指定相当訪問型サービス等の福祉系サービスは別に算定できるが、

介護予防短期入所サービスにおいても機能訓練やリハビリテーションを

行えることから、退所（退院日）に指定相当通所型サービスを機械的に組

１ 通則 

⑴・⑵ （略） 

⑶ 退所日等における介護予防サービス費の算定について 

介護予防短期入所療養介護のサービス終了日（退所・退院日）について

は、介護予防訪問看護費、介護予防訪問リハビリテーション費、介護予防

居宅療養管理指導費及び介護予防通所リハビリテーション費は算定でき

ない。介護予防訪問介護等の福祉系サービスは別に算定できるが、介護

予防短期入所サービスにおいても機能訓練やリハビリテーションを行え

ることから、退所（退院日）に介護予防通所介護を機械的に組み込むとい
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み込むといった介護予防サービス計画は適正でない。 

また、入所（入院）前に指定相当通所型サービス又は介護予防通所リハ

ビリテーションを機械的に組み込むといった介護予防サービス計画は適

正ではない。 

 

⑷～⑹ （略） 

った介護予防サービス計画は適正でない。 

なお、入所（入院）当日であっても当該入所（入院）前に利用する介護

予防訪問通所サービスは別に算定できる。ただし、入所（入院）前に介護

予防通所介護又は介護予防通所リハビリテーションを機械的に組み込む

といった介護予防サービス計画は適正ではない。 

⑷～⑹ （略） 

⑺ 常勤換算方法及び常勤の具体的な取扱いについて 

常勤換算方法及び常勤の具体的な取扱いについては、①及び②のとお

りとすること。 

① 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法

律（昭和 47 年法律第 113 号）第 13 条第１項に規定する措置（以下「母

性健康管理措置」という。）又は育児休業、介護休業等育児又は家族介

護を行う労働者の福祉に関する法律（平成３年法律第 76 号。以下「育

児・介護休業法」という。）第 23 条第１項、同条第３項又は同法第 24

条に規定する所定労働時間の短縮等の措置若しくは厚生労働省「事業

場における治療と仕事の両立支援のためのガイドライン」に沿って事

業者が自主的に講じる所定労働時間の短縮措置（以下「育児、介護及び

治療のための所定労働時間の短縮等の措置」という。）が講じられてい

る場合、30 時間以上の勤務で、常勤換算方法での計算に当たり、常勤

の従業者が勤務すべき時間数を満たしたものとし、１として取り扱う

ことを可能とする。 

⑺ 常勤換算方法及び常勤の具体的な取扱いについて 

常勤換算方法及び常勤の具体的な取扱いについては、①及び②のとお

りとすること。 

① 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法

律（昭和 47 年法律第 113 号）第 13 条第１項に規定する措置（以下「母

性健康管理措置」という。）又は育児休業、介護休業等育児又は家族介

護を行う労働者の福祉に関する法律（平成３年法律第 76 号。以下「育

児・介護休業法」という。）第 23 条第１項、同条第３項又は同法第 24

条に規定する所定労働時間の短縮等の措置（以下「育児及び介護のた

めの所定労働時間の短縮等の措置」という。）が講じられている場合、

30 時間以上の勤務で、常勤換算方法での計算に当たり、常勤の従業者

が勤務すべき時間数を満たしたものとし、１として取り扱うことを可

能とする。 

 

② 当該事業所における勤務時間が、当該事業所において定められてい

る常勤の従業者が勤務すべき時間数（32 時間を下回る場合は 32 時間

を基本とする。）に達していることをいうものであるが、母性健康管理

措置又は育児、介護及び治療のための所定労働時間の短縮等の措置が

講じられている者については、利用者の処遇に支障がない体制が事業

所として整っている場合は、例外的に常勤の従業者が勤務すべき時間

数を 30 時間として取り扱うことを可能とする。 

また、常勤による従業者の配置要件が設けられている場合、従業者

が労働基準法（昭和 22 年法律第 49 号）第 65 条に規定する休業、母性

健康管理措置、育児・介護休業法第２条第１号に規定する育児休業、

同条第２号に規定する介護休業、同法第 23 条第２項の育児休業に関す

る制度に準ずる措置又は同法第 24 条第１項（第２号に係る部分に限

る。）の規定により同項第２号に規定する育児休業に関する制度に準じ

② 当該事業所における勤務時間が、当該事業所において定められてい

る常勤の従業者が勤務すべき時間数（32 時間を下回る場合は 32 時間

を基本とする。）に達していることをいうものであるが、母性健康管理

措置又は育児及び介護のための所定労働時間の短縮等の措置が講じら

れている者については、利用者の処遇に支障がない体制が事業所とし

て整っている場合は、例外的に常勤の従業者が勤務すべき時間数を 30

時間として取り扱うことを可能とする。 

また、常勤による従業者の配置要件が設けられている場合、従業者

が労働基準法（昭和 22 年法律第 49 号）第 65 条に規定する休業、母性

健康管理措置、育児・介護休業法第２条第１号に規定する育児休業、

同条第２号に規定する介護休業、同法第 23 条第２項の育児休業に関す

る制度に準ずる措置又は同法第 24 条第１項（第２号に係る部分に限

る。）の規定により同項第２号に規定する育児休業に関する制度に準じ

64



4 
 

て講ずる措置による休業を取得中の期間において、当該要件において

求められる資質を有する複数の非常勤の従業者を常勤の従業者の員数

に換算することにより、当該要件を満たすことが可能であることとす

る。 

て講ずる措置による休業を取得中の期間において、当該要件において

求められる資質を有する複数の非常勤の従業者を常勤の従業者の員数

に換算することにより、当該要件を満たすことが可能であることとす

る。 

⑻ （略） ⑻ （略） 

⑼ 令和６年４月から５月までの取扱い 

① 指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準等の一部を

改正する告示（令和６年厚生労働省告示第86号）において、介護予防

訪問看護費、介護予防訪問リハビリテーション費、介護予防居宅療養

管理指導費及び介護予防通所リハビリテーション費（以下「介護予防

訪問看護費等」という。）に係る改正は令和６年６月施行となってい

るところ、令和６年４月から５月までの間の介護予防訪問看護費等の

算定は、「「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準

（訪問通所サービス、居宅療養管理指導及び福祉用具貸与に係る部

分）及び指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準の制

定に伴う実施上の留意事項について」等の一部改正について」（令和

６年３月15日老高発0315001老認発0315001老健発0315001）による改

正前の本通知に基づき実施するものとする。 

② 指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準等の一部を

改正する告示（令和６年厚生労働省告示第86号）において、介護職員

処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算及び介護職員等ベースア

ップ等支援加算（以下「処遇改善３加算」）の一本化は令和６年６月

施行となっているところ、令和６年４月から５月までの間の処遇改善

３加算の内容については、別途通知（「介護職員等処遇改善加算等に

関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示につい

て」）を参照すること。 

（新設） 

２ 介護予防訪問入浴介護費 

⑴ （略） 

２ 介護予防訪問入浴介護費 

⑴ （略） 

⑵ 高齢者虐待防止措置未実施減算について 

高齢者虐待防止措置未実施減算については、事業所において高齢者虐

待が発生した場合ではなく、指定介護予防サービス基準第 53 条の 10 の

２に規定する措置を講じていない場合に、利用者全員について所定単位

数から減算することとなる。具体的には、高齢者虐待防止のための対策

を検討する委員会を定期的に開催していない、高齢者虐待防止のための

（新設） 
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に従った栄養管理に係る情報提供及び栄養食事相談又は助言を行った

場合に、その指示の日から30日間に限って、１月に２回を超えて、２

回を限度として、所定単位数を算定する。ただし、⑥に掲げるプロセ

スのうち実施する内容については、介入の頻度や当該利用者の状態に

より判断して差し支えない。 

なお、請求明細書の摘要欄に訪問日を記入することとする。 

⑨ 管理栄養士による介護予防居宅療養管理指導の栄養アセスメント等

に当たっては別途通知（｢リハビリテーション・個別機能訓練、栄養、

口腔の実施及び一体的取組について｣）を参照されたい。 

⑩ （略） 

 

 

 

 

 

 

（新設） 

 

 

⑧ （略） 

⑹・⑺ （略） ⑹・⑺ （略） 

⑻ イ注４、ロ注３、ハ注５、ニ注３、ホ注３について 

２の⑺を参照のこと。 

⑻ イ注４、ロ注３、ハ注５、ニ注３、ホ注３について 

２の⑸を参照のこと。 

⑼ （略） ⑼ （略） 

６ 介護予防通所リハビリテーション費 

⑴ 算定の基準について 

①・② （略） 

③ 指定介護予防通所リハビリテーションは、指定介護予防通所リハビ

リテーション事業所の医師の診療に基づき、介護予防通所リハビリテ

ーション計画を作成し、実施することが原則であるが、医療機関にお

いて、当該医療機関の医師の診療を受け、当該医療機関の医師、理学療

法士、作業療法士又は言語聴覚士からリハビリテーションの提供を受

けた利用者に関しては、｢リハビリテーション・個別機能訓練、栄養、

口腔の実施及び一体的取組について｣の別紙様式２―２―１をもって、

当該医療機関から情報提供を受けた上で、当該事業所の医師が利用者

を診療し、記載された内容について確認して、指定介護予防通所リハ

ビリテーションの提供を開始しても差し支えないと判断した場合に

は、例外として、別紙様式２―２―１をリハビリテーション計画書と

みなして介護予防通所リハビリテーション費の算定を開始してもよい

こととする。 

なお、その場合であっても、算定開始の日が属する月から起算して

３月以内に、当該事業所の医師の診療に基づいて、次回の介護予防通

所リハビリテーション計画を作成する。 

④ 介護予防通所リハビリテーション計画の進捗状況を定期的に評価

６ 介護予防通所リハビリテーション費 

⑴ 算定の基準について 

①・② （略） 

（新設） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③ 介護予防通所リハビリテーション計画の進捗状況を定期的に評価
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し、必要に応じて当該計画を見直す。初回の評価は、介護予防通所リハ

ビリテーション計画に基づく介護予防通所リハビリテーションの提供

開始からおおむね２週間以内に、その後はおおむね３月ごとに評価を

行う。その他、必要時に見直しを行う。 

⑤・⑥ （略） 

⑦ 指定介護予防通所リハビリテーション事業所（指定介護予防サービ

ス等基準第 117 条第１項に規定する指定介護予防通所リハビリテーシ

ョン事業所をいう。以下この号及び第 110 号において同じ。）の理学療

法士、作業療法士又は言語聴覚士は、介護支援専門員を通じて、法第

115 条の 45 第１項第１号イに規定する第一号訪問事業その他指定介護

予防サービスに該当する事業に係る従業者に対し、リハビリテーショ

ンの観点から、利用者及び家族の活動や参加に向けた希望、日常生活

上の留意点、介護の工夫等の情報を伝達する。 

⑧ 利用者の運動器の機能向上を目的として個別的に実施されるリハビ

リテーションであって、利用者の心身の状態の維持又は向上に資する

と認められるもの（以下、「運動器機能向上サービスという」）を提供す

ること。 

⑨ 運動器機能向上サービスについては、以下のアからエまでに掲げる

とおり、実施すること。 

ア 利用者の運動器機能、利用者のニーズ、サービスの提供に当たっ

て考慮すべきリスクを利用開始時に把握し、医師、理学療法士、作

業療法士、言語聴覚士、看護職員、介護職員その他の職種の者が共

同して、運動器機能向上計画を作成していること。また、作成した

運動器機能向上計画については、運動器機能向上サービスの提供に

よる効果、リスク、緊急時の対応等と併せて、利用者に分かりやす

い形で説明し、その同意を得ること。なお、運動器機能向上計画に

相当する内容をリハビリテーション計画書の中にそれぞれ記載する

場合は、その記載をもって運動器機能向上計画の作成に代えること

ができるものとすること。 

イ 運動器機能向上計画に基づき、利用者ごとに運動器機能向上サー

ビスを提供すること。その際、提供する運動器機能向上サービスに

ついては、国内外の文献等において介護予防の観点からの有効性が

確認されている等の適切なものとすること。また、運動器機能向上

計画に実施上の問題点（運動の種類の変更の必要性、実施頻度の変

し、必要に応じて当該計画を見直す。初回の評価は、介護予防通所リハ

ビリテーション計画に基づく介護予防通所リハビリテーションの提供

開始からおおむね２週間以内に、その後はおおむね３月ごとに評価を

行う。 

④・⑤ （略） 

⑥ 指定介護予防通所リハビリテーション事業所（指定介護予防サービ

ス等基準第 117 条第１項に規定する指定介護予防通所リハビリテーシ

ョン事業所をいう。以下この号及び第 110 号において同じ。）の理学療

法士、作業療法士又は言語聴覚士は、介護支援専門員を通じて、法第

115 条の 45 第１項第１号イに規定する第一号訪問事業その他指定介護

予防サービスに該当する事業に係る従業者に対し、リハビリテーショ

ンの観点から、日常生活上の留意点、介護の工夫等の情報を伝達する。 

（新設） 
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更の必要性等）があれば直ちに当該計画を修正すること。 

ウ 利用者ごとの運動器機能向上計画に従い、医師又は医師の指示を

受けた理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士若しくは看護職員が

運動器機能向上サービスを行っているとともに、利用者の運動器の

機能を定期的に記録していること。ただし、介護予防通所リハビリ

テーションの提供の記録として、運動器機能を定期的に記載してい

る場合は、当該の記載をもって、本要件を満たしているものとする。 

エ おおむね１月間ごとに、利用者の短期目標の達成度と客観的な運

動器の機能の状況についてモニタリングを行うとともに、利用者毎

の運動器機能向上計画の進捗状況を定期的に評価し、必要に応じて、

運動器機能向上計画の修正を行うこと。 

⑵ 高齢者虐待防止措置未実施減算について 

介護予防訪問入浴介護と同様であるので、２⑵を参照されたい。 

（新設） 

⑶ 業務継続計画未策定減算について 

業務継続計画未策定減算については、指定介護予防サービス等基準第

123 条において準用する指定介護予防サービス等基準第 53 条の２の２第

１項に規定する基準を満たさない事実が生じた場合に、その翌月（基準

を満たさない事実が生じた日が月の初日である場合は当該月）から基準

に満たない状況が解消されるに至った月まで、当該事業所の利用者全員

について、所定単位数から減算することとする。 

なお、経過措置として、令和７年３月 31 日までの間、感染症の予防及

びまん延の防止のための指針及び非常災害に関する具体的計画を策定し

ている場合には、当該減算は適用しないが、義務となっていることを踏

まえ、速やかに作成すること。 

（新設） 

⑷ （略） ⑵ （略） 

⑸ 注 10 の取扱いについて 

① 指定介護予防通所リハビリテーションの利用が 12 月を超える場合

は、指定介護予防通所リハビリテーション費から要支援１の場合 120

単位、要支援２の場合 240 単位減算する。ただし、厚生労働大臣が定

める基準をいずれも満たす場合においては、リハビリテーションマネ

ジメントのもと、リハビリテーションを継続していると考えられるこ

とから、減算は行わない。 

② リハビリテーション会議の開催については、指定訪問リハビリテー

ションと同じであることから、別途通知（｢指定居宅サービスに要する

⑶ 注８の取扱いについて 

 指定介護予防通所リハビリテーションの利用が 12 月を超える場合は、

指定介護予防通所リハビリテーション費から要支援１の場合 20 単位、要

支援２の場合 40 単位減算する。なお、入院による中断があり、医師の指

示内容に変更がある場合は、新たに利用が開始されたものとする。また、

本取扱いについては、令和３年４月から起算して 12 月を超える場合から

適用されるものであること。 
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費用の額の算定に関する基準（訪問通所サービス、居宅療養管理指導

及び福祉用具貸与に係る部分）及び指定居宅介護支援に要する費用の

額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について｣）を参

照すること。 

③ 厚生労働省への情報の提出については、ＬＩＦＥを用いて行うこと

とする。ＬＩＦＥへの提出情報、提出頻度等については、「科学的介護

情報システム（ＬＩＦＥ）関連加算に関する基本的考え方並びに事務

処理手順及び様式例の提示について」を参照されたい。サービスの質

の向上を図るため、ＬＩＦＥへの提出情報及びフィードバック情報を

活用し、ＳＰＤＣＡサイクルにより、サービスの質の管理を行うこと。 

提出された情報については、国民の健康の保持増進及びその有する

能力の維持向上に資するため、適宜活用されるものである。 

④ なお、入院による中断があり、医師の指示内容に変更がある場合は、

新たに利用が開始されたものとする。 

⑹ 指定介護予防通所リハビリテーション事業所と同一建物に居住する者

に対し指定介護予防通所リハビリテーションを行った場合の減算につい

て 

① 同一建物の定義 

通所介護と同様であるので、老企第 36 号７の(22)①を参照されたい。 

② 注９の減算の対象 

注９の減算の対象となるのは、当該事業所と同一建物に居住する者

及び同一建物から指定介護予防通所リハビリテーションを利用する者

に限られることに留意すること。したがって、例えば、自宅（同一建物

に居住する者を除く。）から指定介護予防通所リハビリテーション事業

所へ通い、同一建物に宿泊する場合、この日は減算の対象とならない

が、同一建物に宿泊した者が指定介護予防通所リハビリテーション事

業所へ通い、自宅（同一建物に居住する者を除く。）に帰る場合、この

日は減算の対象となる。 

③ なお、傷病により一時的に送迎が必要であると認められる利用者そ

の他やむを得ない事情により送迎が必要と認められる利用者に対して

１月を通じて当該サービスを提供する日ごとに送迎を行った場合は、

例外的に減算対象とならない。この場合の具体的な例及び記録につい

ては、通所介護と同様であるので、老企第 36 号７の(22)②を参照された

い。 

⑷ 指定介護予防通所リハビリテーション事業所と同一建物に居住する者

に対し指定介護予防通所リハビリテーションを行った場合の減算につい

て 

① 同一建物の定義 

通所介護と同様であるので、老企第 36 号７の⒇①を参照されたい。 

② 注７の減算の対象 

注７の減算の対象となるのは、当該事業所と同一建物に居住する者

及び同一建物から指定介護予防通所リハビリテーションを利用する者

に限られることに留意すること。したがって、例えば、自宅（同一建物

に居住する者を除く。）から指定介護予防通所リハビリテーション事業

所へ通い、同一建物に宿泊する場合、この日は減算の対象とならない

が、同一建物に宿泊した者が指定介護予防通所リハビリテーション事

業所へ通い、自宅（同一建物に居住する者を除く。）に帰る場合、この

日は減算の対象となる。 

③ なお、傷病により一時的に送迎が必要であると認められる利用者そ

の他やむを得ない事情により送迎が必要と認められる利用者に対して

１月を通じて当該サービスを提供する日ごとに送迎を行った場合は、

例外的に減算対象とならない。この場合の具体的な例及び記録につい

ては、通所介護と同様であるので、老企第 36 号７の⒇②を参照された

い。 
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⑺ 退院時共同指導加算について 

① 介護予防通所リハビリテーションにおける退院時共同指導とは、病

院又は診療所の主治の医師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士その

他の従業者との間で当該者の状況等に関する情報を相互に共有した上

で、当該者又はその家族に対して、在宅でのリハビリテーションに必

要な指導を共同して行い、その内容を在宅での介護予防通所リハビリ

テーション計画に反映させることをいう。 

② 退院時共同指導は、テレビ電話装置等を活用して行うことができる

ものとする。ただし、テレビ電話装置等の活用について当該者又はそ

の家族の同意を得なければならない。この際、個人情報保護委員会・厚

生労働省「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いの

ためのガイダンス」、厚生労働省「医療情報システムの安全管理に関す

るガイドライン」等を遵守すること。 

③ 退院時共同指導を行った場合は、その内容を記録すること。 

④ 当該利用者が介護予防通所及び介護予防訪問リハビリテーション事

業所を利用する場合において、各事業所の医師等がそれぞれ退院前カ

ンファレンスに参加し、退院時共同指導を行った場合は、各事業所に

おいて当該加算を算定可能である。ただし、介護予防通所及び介護予

防訪問リハビリテーション事業所が一体的に運営されている場合にお

いては、併算定できない。 

⑸ 運動器機能向上加算の取扱いについて 

① 指定介護予防通所リハビリテーションにおいて運動器機能向上サー

ビスを提供する目的は、当該サービスを通じて要支援者ができる限り

要介護状態にならず自立した日常生活を営むことができるよう支援す

ることであることに留意しつつ行うこと。 

② 理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士を１名以上配置して行うこ

と。 

③ 運動器機能向上サービスについては、以下のアからキまでに掲げる

とおり、実施すること。 

ア 利用者ごとに医師又は看護職員等の医療従事者による運動器機能

向上サービスの実施に当たってのリスク評価、体力測定等を実施し、

サービスの提供に際して考慮すべきリスク、利用者のニーズ及び運

動器の機能の状況を、利用開始時に把握すること。 

イ 理学療法士等が、暫定的に、利用者ごとのニーズを実現するため

のおおむね３月程度で達成可能な目標（以下「長期目標」という。）

及び長期目標を達成するためのおおむね１月程度で達成可能な目標

（以下「短期目標」という。）を設定すること。長期目標及び短期目

標については、介護予防支援事業者において作成された当該利用者

に係る介護予防サービス計画と整合が図れたものとすること。 

ウ 利用者に係る長期目標及び短期目標を踏まえ、医師、理学療法士

等、看護職員、介護職員、生活相談員その他の職種の者が共同して、

当該利用者ごとに、実施する運動の種類、実施期間、実施頻度、１回

当たりの実施時間、実施形態等を記載した運動器機能向上計画を作

成すること。その際、実施期間については、運動の種類によって異

なるものの、おおむね３月間程度とすること。また、作成した運動

器機能向上計画については、運動器機能向上サービスの提供による

効果、リスク、緊急時の対応等と併せて、当該運動器機能向上計画

の対象となる利用者に分かりやすい形で説明し、その同意を得るこ

と。なお、指定介護予防通所リハビリテーションにおいては、運動

器機能向上計画に相当する内容をリハビリテーション計画書の中に

それぞれ記載する場合は、その記載をもって運動器機能向上計画の

作成に代えることができるものとすること。 

エ 運動器機能向上計画に基づき、利用者ごとに運動器機能向上サー

ビスを提供すること。その際、提供する運動器機能向上サービスに
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ついては、国内外の文献等において介護予防の観点からの有効性が

確認されている等の適切なものとすること。また、運動器機能向上

計画に実施上の問題点（運動の種類の変更の必要性、実施頻度の変

更の必要性等）があれば直ちに当該計画を修正すること。 

オ 利用者の短期目標に応じて、おおむね１月間ごとに、利用者の当

該短期目標の達成度と客観的な運動器の機能の状況についてモニタ

リングを行うとともに、必要に応じて、運動器機能向上計画の修正

を行うこと。 

カ 運動器機能向上計画に定める実施期間終了後に、利用者ごとに、

長期目標の達成度及び運動器の機能の状況について、事後アセスメ

ントを実施し、その結果を当該利用者に係る介護予防支援事業者に

報告すること。介護予防支援事業者による当該報告も踏まえた介護

予防ケアマネジメントの結果、運動器機能向上サービスの継続が必

要であるとの判断がなされる場合については、前記アからカまでの

流れにより、継続的に運動器機能向上サービスを提供する。 

キ 旧指定介護予防サービス基準第 107 条において準用する第 19 条

又は指定介護予防サービス基準第 123 条において準用する第 49 条

の 13 において規定するそれぞれのサービスの提供の記録において

利用者ごとの運動器機能向上計画に従い、指定介護予防通所リハビ

リテーションにおいては医師又は医師の指示を受けた理学療法士、

作業療法士、言語聴覚士若しくは看護職員が利用者の運動器の機能

を定期的に記録する場合は、当該記録とは別に運動器機能向上加算

の算定のために利用者の運動器の機能を定期的に記録する必要はな

い。 

⑻ 栄養アセスメント加算について 

通所介護と同様であるので、老企第 36 号７の⒄を参照されたい。 

⑹ 栄養アセスメント加算について 

通所介護と同様であるので、老企第 36 号７の⒂を参照されたい。 

⑼ 栄養改善加算の取扱いについて 

通所介護と同様であるので、老企第 36 号７の⒅を参照されたい。 

ただし、指定介護予防通所リハビリテーションにおいて栄養改善サー

ビスを提供する目的は、当該サービスを通じて要支援者ができる限り要

介護状態にならないで自立した日常生活を営むことができるよう支援す

ることであることに留意すること。 

なお、要支援者に対する当該サービスの実施に当たっては、栄養ケア

計画に定める栄養改善サービスをおおむね３月実施した時点で栄養状態

⑺ 栄養改善加算の取扱いについて 

通所介護と同様であるので、老企第 36 号７の⒃を参照されたい。 

ただし、指定介護予防通所リハビリテーションにおいて栄養改善サー

ビスを提供する目的は、当該サービスを通じて要支援者ができる限り要

介護状態にならないで自立した日常生活を営むことができるよう支援す

ることであることに留意すること。 

なお、要支援者に対する当該サービスの実施に当たっては、栄養ケア

計画に定める栄養改善サービスをおおむね３月実施した時点で栄養状態
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の改善状況について評価を行い、その結果を当該要支援者に係る介護予

防支援事業者等に報告するとともに、栄養状態に係る課題が解決され当

該サービスを継続する必要性が認められない場合は、当該サービスを終

了するものとする。 

の改善状況について評価を行い、その結果を当該要支援者に係る介護予

防支援事業者等に報告するとともに、栄養状態に係る課題が解決され当

該サービスを継続する必要性が認められない場合は、当該サービスを終

了するものとする。 

⑽ 口腔・栄養スクリーニング加算の取扱いについて 

① 口腔・栄養スクリーニング加算の算定に係る口腔の健康状態のスク

リーニング（以下「口腔スクリーニング」という。）及び栄養状態のス

クリーニング（以下「栄養スクリーニング」という。）は、利用者ごと

に行われるケアマネジメントの一環として行われることに留意するこ

と。なお、介護職員等は、利用者全員の口腔の健康状態及び栄養状態を

継続的に把握すること。 

② （略） 

③ 口腔スクリーニング及び栄養スクリーニングを行うに当たっては、

利用者について、それぞれ次に掲げる確認を行い、確認した情報を介

護支援専門員に対し、提供すること。なお、口腔スクリーニング及び栄

養スクリーニングの実施に当たっては、別途通知（｢リハビリテーショ

ン・個別機能訓練、栄養、口腔の実施及び一体的取組について｣）を参

照されたい。 

イ・ロ （略） 

④・⑤ （略） 

⑻ 口腔・栄養スクリーニング加算の取扱いについて 

① 口腔・栄養スクリーニング加算の算定に係る口腔の健康状態のスク

リーニング（以下「口腔スクリーニング」という。）及び栄養状態のス

クリーニング（以下「栄養スクリーニング」という。）は、利用者ごと

に行われるケアマネジメントの一環として行われることに留意するこ

と。 

 

② （略） 

③ 口腔スクリーニング及び栄養スクリーニングを行うに当たっては、

利用者について、それぞれ次に掲げる確認を行い、確認した情報を介

護支援専門員に対し、提供すること。 

 

 

 

イ・ロ （略） 

④・⑤ （略） 

⑾ 口腔機能向上加算の取扱いについて 

通所介護と同様であるので、老企第 36 号８の⒇を参照されたい。 

ただし、指定介護予防通所リハビリテーションにおいて口腔機能向上

サービスを提供する目的は、当該サービスを通じて要支援者ができる限

り要介護状態にならないで自立した日常生活を営むことができるよう支

援することであることに留意すること。 

なお、要支援者に対する当該サービスの実施に当たっては、口腔機能

改善管理指導計画に定める口腔機能向上サービスをおおむね３月実施し

た時点で口腔機能の状態の評価を行い、その結果を当該要支援者に係る

介護予防支援事業者等に報告するとともに、口腔機能向上に係る課題が

解決され当該サービスを継続する必要性が認められない場合は、当該サ

ービスを終了するものとする。 

⑼ 口腔機能向上加算の取扱いについて 

通所介護と同様であるので、老企第 36 号７の⒅を参照されたい。 

ただし、指定介護予防通所リハビリテーションにおいて口腔機能向上

サービスを提供する目的は、当該サービスを通じて要支援者ができる限

り要介護状態にならないで自立した日常生活を営むことができるよう支

援することであることに留意すること。 

なお、要支援者に対する当該サービスの実施に当たっては、口腔機能

改善管理指導計画に定める口腔機能向上サービスをおおむね３月実施し

た時点で口腔機能の状態の評価を行い、その結果を当該要支援者に係る

介護予防支援事業者等に報告するとともに、口腔機能向上に係る課題が

解決され当該サービスを継続する必要性が認められない場合は、当該サ

ービスを終了するものとする。 

⑿ 一体的サービス提供加算の取扱いについて 

当該加算は、基本サービスとしている運動器機能向上サービスに加え

⑽ 選択的サービス複数実施加算の取扱いについて 

当該加算は、選択的サービスのうち複数のサービスを組み合わせて実
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て、栄養改善サービス及び口腔機能向上サービスを一体的に実施するこ

とにより、要支援者の心身機能の改善効果を高め、介護予防に資するサ

ービスを効果的に提供することを目的とするものである。なお、算定に

当たっては以下に留意すること。 

① ⑼及び⑾に掲げる各サービスの取扱いに従い適切に実施しているこ

と。 

（削る） 

② 基本サービスとしている運動器機能向上サービスに加えて、栄養改

善サービス及び口腔機能向上サービスを一体的に実施するに当たっ

て、各選択的サービスを担当する専門の職種が相互に連携を図り、よ

り効果的なサービスの提供方法等について検討すること。 

施することにより、要支援者の心身機能の改善効果を高め、介護予防に

資するサービスを効果的に提供することを目的とするものである。なお、

算定に当たっては以下に留意すること。 

 

① 実施する選択的サービスごとに、⑸、⑺、⑼に掲げる各選択的サービ

スの取扱いに従い適切に実施していること。 

② いずれかの選択的サービスを週１回以上実施すること。 

③ 複数の種類の選択的サービスを組み合わせて実施するに当たって、

各選択的サービスを担当する専門の職種が相互に連携を図り、より効

果的なサービスの提供方法等について検討すること。 

（削る） ⑾ 事業所評価加算の取扱いについて 

事業所評価加算の別に厚生労働大臣が定める基準は以下のとおりとす

る。 

① 別に定める基準ハの要件の算出式 

評価対象期間内に選択的サービスを利用した 

者の数 

──────────────────── ≧0.6 

評価対象期間内に指定介護予防通所リハビリ 

テーションを利用した者の数 

② 別に定める基準ニの要件の算出式 

要支援状態区分の維持者数＋改善者数×２  

──────────────────── ≧0.7 

評価対象期間内に運動器機能向上サービス、 

栄養改善サービス又は口腔機能向上サービス 

を３月以上利用し、その後に更新・変更認定 

を受けた者の数 

⒀ 科学的介護推進体制加算の取扱いについて 

通所介護と同様であるので、老企第 36 号７の(21)を参照されたい。 

⑿ 科学的介護推進体制加算の取扱いについて 

通所介護と同様であるので、老企第 36 号７の⒆を参照されたい。 

⒁ 介護職員等処遇改善加算について 

介護予防訪問入浴介護と同様であるので、２⑿を参照のこと。 

⒀ 介護職員処遇改善加算について 

介護予防訪問入浴介護と同様であるので、２⑽を参照のこと。 

（削る） ⒁ 介護職員等特定処遇改善加算について 

介護予防訪問入浴介護と同様であるので、２⑾を参照のこと。 

（削る） ⒂ 介護職員等ベースアップ等支援加算について 
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介護予防訪問入浴介護と同様であるので、２⑿を参照のこと。 

⒂ （略） ⒃ （略） 

７ 介護予防短期入所生活介護 

⑴・⑵ （略） 

７ 介護予防短期入所生活介護 

⑴・⑵ （略） 

⑶ 併設事業所について 

① （略） 

② 併設事業所における所定単位数の算定（職員の配置数の算定）並び

に人員基準欠如・夜勤を行う職員数による所定単位数の減算について

は、本体施設と一体的に行うものであること。より具体的には、 

イ 指定介護老人福祉施設（地域密着型介護老人福祉施設を含む。以

下⑶、⑾及び⒅において同じ。）の併設事業所の場合は、指定介護老

人福祉施設の入所者数と介護予防短期入所生活介護の利用者数を合

算した上で、職員の配置数の算定及び夜勤を行う介護職員又は看護

職員の配置数を算定すること。介護予防短期入所生活介護事業者が

短期入所生活介護事業者の指定の区分を明確化して指定を受けてい

る場合は、それぞれの施設の利用者数を合算して算定する。 

併せて指定を受けている場合にあっては、介護予防短期入所生活

介護事業及び短期入所生活介護事業の利用者数を算定する。 

例えば、前年度の平均入所者数 70 人の指定介護老人福祉施設に前

年度の平均利用者数 20 人の介護予防短期入所生活介護事業所（短期

入所生活介護事業を併せて指定されている場合。以下この②におい

て同じ。）が併設されている場合は、併設型介護予防短期入所生活介

護費(Ⅰ)（３：１の人員配置に対応するもの）を算定するために必要な

介護職員又は看護職員は合計で 30 人であり、必要な夜勤を行う職員

の数は４人であること。 

なお、ユニット型同士が併設する場合は、指定介護老人福祉施設

のユニット数と介護予防短期入所生活介護事業所のユニット数を合

算した上で、夜勤職員の配置数を算定すること。例えば、３ユニット

の指定介護老人福祉施設に、１ユニットの介護予防短期入所生活介

護事業所が併設されている場合は、２のユニットごとに夜勤職員を

１人以上配置することが必要であることから、必要な夜勤職員数は

２人であること。 

また、ユニット型とユニット型以外が併設されている場合は、利

用者の処遇に支障がなく（災害が起こった際にも利用者の安全が確

⑶ 併設事業所について 

① （略） 

② 併設事業所における所定単位数の算定（職員の配置数の算定）並び

に人員基準欠如・夜勤を行う職員数による所定単位数の減算について

は、本体施設と一体的に行うものであること。より具体的には、 

イ 指定介護老人福祉施設（地域密着型介護老人福祉施設を含む。以

下⑶、⑻及び⒁において同じ。）の併設事業所の場合は、指定介護老

人福祉施設の入所者数と介護予防短期入所生活介護の利用者数を合

算した上で、職員の配置数の算定及び夜勤を行う介護職員又は看護

職員の配置数を算定すること。介護予防短期入所生活介護事業者が

短期入所生活介護事業者の指定の区分を明確化して指定を受けてい

る場合は、それぞれの施設の利用者数を合算して算定する。 

併せて指定を受けている場合にあっては、介護予防短期入所生活

介護事業及び短期入所生活介護事業の利用者数を算定する。 

例えば、前年度の平均入所者数 70 人の指定介護老人福祉施設に前

年度の平均利用者数 20 人の介護予防短期入所生活介護事業所（短期

入所生活介護事業を併せて指定されている場合。以下この②におい

て同じ。）が併設されている場合は、併設型介護予防短期入所生活介

護費(Ⅰ)（３：１の人員配置に対応するもの）を算定するために必要な

介護職員又は看護職員は合計で 30 人であり、必要な夜勤を行う職員

の数は４人であること。 

なお、ユニット型同士が併設する場合は、指定介護老人福祉施設

のユニット数と介護予防短期入所生活介護事業所のユニット数を合

算した上で、夜勤職員の配置数を算定すること。例えば、３ユニット

の指定介護老人福祉施設に、１ユニットの介護予防短期入所生活介

護事業所が併設されている場合は、２のユニットごとに夜勤職員を

１人以上配置することが必要であることから、必要な夜勤職員数は

２人であること。 

また、ユニット型とユニット型以外が併設されている場合は、利

用者の処遇に支障がなく（災害が起こった際にも利用者の安全が確
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：令和６年４月改定箇所

Ⅰ　指定居宅サービス介護給付費単位数の算定構造

　１　訪問介護費

　２　訪問入浴介護費

　３　訪問看護費

　４　訪問リハビリテーション費

　５　居宅療養管理指導費

　６　通所介護費

　７　通所リハビリテーション費

　８　短期入所生活介護費

　９　短期入所療養介護費

　　　イ　介護老人保健施設における短期入所療養介護費

　　　ロ　療養病床を有する病院における短期入所療養介護費

　　　ハ　診療所における短期入所療養介護費

　　　ニ　（削除）

　　　ホ　介護医療院における短期入所療養介護費

　１０　特定施設入居者生活介護費

　１１　福祉用具貸与費

Ⅱ　指定居宅介護支援介護給付費単位数の算定構造

　　　　居宅介護支援費

Ⅲ　指定施設サービス等介護給付費単位数の算定構造

　１　介護福祉施設サービス

　２　介護保健施設サービス

　３　（削除）

　４　介護医療院サービス

介　護　報　酬　の　算　定　構　造

介　護　サ　ー　ビ　ス

社保審－介護給付費分科会
第239回（R6.1.22） 参考資料２－１
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７　通所リハビリテーション費

注 注 注 注 注 注 注 注 注 注 注 注 注 注 注

利用者の数
が利用定員
を超える場
合

又
は

医師、理学
療法士・作
業療法士・
言語聴覚
士、看護・
介護職員の
員数が基準
に満たない
場合

感染症又は
災害の発生
を理由とす
る利用者数
の減少が一
定以上生じ
ている場合

理学療法士
等体制強化
加算

７時間以上８時間未満の通所リハビリテーショ
ンの前後に日常生活上の世話を行う場合

リハビリテーション提供体制加算 中山間地域
等に居住す
る者への
サービス提
供加算

入浴介助加
算（Ⅰ）

入浴介助加
算（Ⅱ）

リハビリテー
ションマネジ
メント加算
（A）

リハビリテー
ションマネジ
メント加算
（B）

短期集中個
別リハビリ
テーション
実施加算

認知症短期
集中リハビリ
テーション
実施加算
（Ⅰ）

認知症短期
集中リハビリ
テーション
実施加算
（Ⅱ）

生活行為向
上リハビリ
テーション
実施加算

若年性認知
症利用者受
入加算

栄養アセス
メント加算

栄養改善加
算

口腔・栄養
スクリーニン
グ加算（Ⅰ）

口腔・栄養
スクリーニン
グ加算（Ⅱ）

口腔機能向
上加算（Ⅰ）

口腔機能向
上加算（Ⅱ）

重度療養管
理加算

中重度者ケ
ア体制加算

科学的介護
推進体制加
算

事業所と同
一建物に居
住する者又
は同一建物
から利用す
る者に通所
リハビリテー
ションを行う
場合

事業所が送
迎を行わな
い場合

要介護１ （ 366 単位）

要介護２ （ 395 単位）

要介護３ （ 426 単位）

要介護４ （ 455 単位）

要介護５ （ 487 単位）

要介護１ （ 380 単位）

要介護２ （ 436 単位）

要介護３ （ 494 単位）

要介護４ （ 551 単位）

要介護５ （ 608 単位）

要介護１ （ 483 単位）

要介護２ （ 561 単位）

要介護３ （ 638 単位）

要介護４ （ 738 単位）

要介護５ （ 836 単位）

要介護１ （ 549 単位）

要介護２ （ 637 単位）

要介護３ （ 725 単位）

要介護４ （ 838 単位）

要介護５ （ 950 単位）

要介護１ （ 618 単位）

要介護２ （ 733 単位）

要介護３ （ 846 単位）

要介護４ （ 980 単位）

要介護５ （ 1,112 単位）

要介護１ （ 710 単位）

要介護２ （ 844 単位）

要介護３ （ 974 単位）

要介護４ （ 1,129 単位）

要介護５ （ 1,281 単位）

要介護１ （ 757 単位）

要介護２ （ 897 単位）

要介護３ （ 1,039 単位）

要介護４ （ 1,206 単位）

要介護５ （ 1,369 単位）

要介護１ （ 366 単位）

要介護２ （ 395 単位）

要介護３ （ 426 単位）

要介護４ （ 455 単位）

要介護５ （ 487 単位）

要介護１ （ 380 単位）

要介護２ （ 436 単位）

要介護３ （ 494 単位）

要介護４ （ 551 単位）

要介護５ （ 608 単位）

要介護１ （ 483 単位）

要介護２ （ 561 単位）

要介護３ （ 638 単位）

要介護４ （ 738 単位）

要介護５ （ 836 単位）

要介護１ （ 549 単位）

要介護２ （ 637 単位）

要介護３ （ 725 単位）

要介護４ （ 838 単位）

要介護５ （ 950 単位）

要介護１ （ 618 単位）

要介護２ （ 733 単位）

要介護３ （ 846 単位）

要介護４ （ 980 単位）

要介護５ （ 1,112 単位）

要介護１ （ 710 単位）

要介護２ （ 844 単位）

要介護３ （ 974 単位）

要介護４ （ 1,129 単位）

要介護５ （ 1,281 単位）

要介護１ （ 757 単位）

要介護２ （ 897 単位）

要介護３ （ 1,039 単位）

要介護４ （ 1,206 単位）

要介護５ （ 1,369 単位）

要介護１ （ 366 単位）

要介護２ （ 395 単位）

要介護３ （ 426 単位）

要介護４ （ 455 単位）

要介護５ （ 487 単位）

要介護１ （ 380 単位）

要介護２ （ 436 単位）

要介護３ （ 494 単位）

要介護４ （ 551 単位）

要介護５ （ 608 単位）

要介護１ （ 483 単位）

要介護２ （ 561 単位）

要介護３ （ 638 単位）

要介護４ （ 738 単位）

要介護５ （ 836 単位）

要介護１ （ 549 単位）

要介護２ （ 637 単位）

要介護３ （ 725 単位）

要介護４ （ 838 単位）

要介護５ （ 950 単位）

要介護１ （ 618 単位）

要介護２ （ 733 単位）

要介護３ （ 846 単位）

要介護４ （ 980 単位）

要介護５ （ 1,112 単位）

要介護１ （ 710 単位）

要介護２ （ 844 単位）

要介護３ （ 974 単位）

要介護４ （ 1,129 単位）

要介護５ （ 1,281 単位）

要介護１ （ 757 単位）

要介護２ （ 897 単位）

要介護３ （ 1,039 単位）

要介護４ （ 1,206 単位）

要介護５ （ 1,369 単位）

1日につき
＋20単位

1日につき
＋100単位

1日につき
＋100単位

1日につき
＋100単位

（４）　４時間以上
　　　　５時間未満

（７）　７時間以上
　　　　８時間未満

片道につき
－47単位

１回につき
＋200単位
（月２回を

限度）

リハビリテー
ションマネジメ
ント加算（A）

イ

同意日の属
する月から６

月以内
１月につき
＋560単位

同意日の属
する月から６

月超
１月につき
＋240単位

リハビリテー
ションマネジメ
ント加算（A）ロ

同意日の属
する月から６

月以内
１月につき
＋593単位

同意日の属
する月から６

月超
１月につき
＋273単位

リハビリテー
ションマネジメ
ント加算（B）イ

同意日の属
する月から６

月以内
１月につき
＋830単位

同意日の属
する月から６

月超
１月につき
＋510単位

リハビリテー
ションマネジメ
ント加算（B）ロ

同意日の属
する月から６

月以内
１月につき
＋863単位

同意日の属
する月から６

月超
１月につき
＋543単位

１月につき
＋1,920単位

１回につき
＋150単位
（月２回を

限度）

１回につき
＋5単位

（６月に１回を
限度）

基本部分

注

（５）　５時間以上
　　　　６時間未満

×70/１００

（１）　１時間以上
　　　　２時間未満

イ

　

通

常

規

模

の

事

業

所

の

場

合

病

院

又

は

診

療

所

の

場

合

（１）　１時間以上
　　　　２時間未満

介

護

老

人

保

健

施

設

の

場

合

１日につき
＋60単位

１月につき
＋50単位

（７）　７時間以上
　　　　８時間未満

８時間以上９時間未満の場合　　　　＋50単位
９時間以上１０時間未満の場合　　＋100単位

１０時間以上１１時間未満の場合　　＋150単位
１１時間以上１２時間未満の場合　　＋200単位
１２時間以上１３時間未満の場合　　＋250単位
１３時間以上１４時間未満の場合　　＋300単位

（３）　３時間以上
　　　　４時間未満

１日につき
＋30単位

（２）　２時間以上
　　　　３時間未満

1日につき
＋110単位

１日につき
＋240単位
（週２日を

限度）

1月につき
＋40単位

注 注

（２）　２時間以上
　　　　３時間未満

（３）　３時間以上
　　　　４時間未満

（４）　４時間以上
　　　　５時間未満

１日につき
＋60単位

８時間以上９時間未満の場合　　　　＋50単位
９時間以上１０時間未満の場合　　＋100単位

１０時間以上１１時間未満の場合　　＋150単位
１１時間以上１２時間未満の場合　　＋200単位
１２時間以上１３時間未満の場合　　＋250単位
１３時間以上１４時間未満の場合　　＋300単位

（６）　６時間以上
　　　　７時間未満

利用開始日
の属する月か
ら ６月以内
 １月につき

＋1,250単位

注

１回につき
＋20単位

（６月に１回を
限度）

１回につき
＋160単位
（月２回を

限度）

注 注

５時間以上６時間未満の場合　＋20単位

１日につき
＋40単位

１日につき
－94単位

（２）　２時間以上
　　　　３時間未満

（３）　３時間以上
　　　　４時間未満

＋３/１００

（５）　５時間以上
　　　　６時間未満

（６）　６時間以上
　　　　７時間未満

×70/１００ ４時間以上５時間未満の場合　＋16単位

５時間以上６時間未満の場合　＋20単位

７時間以上の場合　　　　　　　　＋28単位

３時間以上４時間未満の場合　＋12単位

７時間以上の場合　　　　　　　　＋28単位

３時間以上４時間未満の場合　＋12単位

６時間以上７時間未満の場合　＋24単位

４時間以上５時間未満の場合　＋16単位

６時間以上７時間未満の場合　＋24単位

（６）　６時間以上
　　　　７時間未満

介

護

医

療

院

の

場

合

（１）　１時間以上
　　　　２時間未満

１日につき
＋30単位

（４）  ４時間以上
　　　　５時間未満

（５）  ５時間以上
　　　　６時間未満

（７）　７時間以上
　　　　８時間未満

１日につき
＋30単位

＋5／１００

４時間以上５時間未満の場合　＋16単位

７時間以上の場合　　　　　　　　＋28単位

５時間以上６時間未満の場合　＋20単位

８時間以上９時間未満の場合　　　　＋50単位
９時間以上１０時間未満の場合　　＋100単位

１０時間以上１１時間未満の場合　　＋150単位
１１時間以上１２時間未満の場合　　＋200単位
１２時間以上１３時間未満の場合　　＋250単位
１３時間以上１４時間未満の場合　　＋300単位

３時間以上４時間未満の場合　＋12単位

６時間以上７時間未満の場合　＋24単位

介護　6

76



注 注 注 注 注 注 注 注 注 注 注 注 注 注 注

利用者の数
が利用定員
を超える場
合

又
は

医師、理学
療法士・作
業療法士・
言語聴覚
士、看護・
介護職員の
員数が基準
に満たない
場合

感染症又は
災害の発生
を理由とす
る利用者数
の減少が一
定以上生じ
ている場合

理学療法士
等体制強化
加算

７時間以上８時間未満の通所リハビリテーショ
ンの前後に日常生活上の世話を行う場合

リハビリテーション提供体制加算 中山間地域
等に居住す
る者への
サービス提
供加算

入浴介助加
算（Ⅰ）

入浴介助加
算（Ⅱ）

リハビリテー
ションマネジ
メント加算
（A）

リハビリテー
ションマネジ
メント加算
（B）

短期集中個
別リハビリ
テーション
実施加算

認知症短期
集中リハビリ
テーション
実施加算
（Ⅰ）

認知症短期
集中リハビリ
テーション
実施加算
（Ⅱ）

生活行為向
上リハビリ
テーション
実施加算

若年性認知
症利用者受
入加算

栄養アセス
メント加算

栄養改善加
算

口腔・栄養
スクリーニン
グ加算（Ⅰ）

口腔・栄養
スクリーニン
グ加算（Ⅱ）

口腔機能向
上加算（Ⅰ）

口腔機能向
上加算（Ⅱ）

重度療養管
理加算

中重度者ケ
ア体制加算

科学的介護
推進体制加
算

事業所と同
一建物に居
住する者又
は同一建物
から利用す
る者に通所
リハビリテー
ションを行う
場合

事業所が送
迎を行わな
い場合

要介護１ （ 361 単位）

要介護２ （ 392 単位）

要介護３ （ 421 単位）

要介護４ （ 450 単位）

要介護５ （ 481 単位）

要介護１ （ 375 単位）

要介護２ （ 431 単位）

要介護３ （ 488 単位）

要介護４ （ 544 単位）

要介護５ （ 601 単位）

要介護１ （ 477 単位）

要介護２ （ 554 単位）

要介護３ （ 630 単位）

要介護４ （ 727 単位）

要介護５ （ 824 単位）

要介護１ （ 540 単位）

要介護２ （ 626 単位）

要介護３ （ 711 単位）

要介護４ （ 821 単位）

要介護５ （ 932 単位）

要介護１ （ 599 単位）

要介護２ （ 709 単位）

要介護３ （ 819 単位）

要介護４ （ 950 単位）

要介護５ （ 1,077 単位）

要介護１ （ 694 単位）

要介護２ （ 824 単位）

要介護３ （ 953 単位）

要介護４ （ 1,102 単位）

要介護５ （ 1,252 単位）

要介護１ （ 734 単位）

要介護２ （ 868 単位）

要介護３ （ 1,006 単位）

要介護４ （ 1,166 単位）

要介護５ （ 1,325 単位）

要介護１ （ 361 単位）

要介護２ （ 392 単位）

要介護３ （ 421 単位）

要介護４ （ 450 単位）

要介護５ （ 481 単位）

要介護１ （ 375 単位）

要介護２ （ 431 単位）

要介護３ （ 488 単位）

要介護４ （ 544 単位）

要介護５ （ 601 単位）

要介護１ （ 477 単位）

要介護２ （ 554 単位）

要介護３ （ 630 単位）

要介護４ （ 727 単位）

要介護５ （ 824 単位）

要介護１ （ 540 単位）

要介護２ （ 626 単位）

要介護３ （ 711 単位）

要介護４ （ 821 単位）

要介護５ （ 932 単位）

要介護１ （ 599 単位）

要介護２ （ 709 単位）

要介護３ （ 819 単位）

要介護４ （ 950 単位）

要介護５ （ 1,077 単位）

要介護１ （ 694 単位）

要介護２ （ 824 単位）

要介護３ （ 953 単位）

要介護４ （ 1,102 単位）

要介護５ （ 1,252 単位）

要介護１ （ 734 単位）

要介護２ （ 868 単位）

要介護３ （ 1,006 単位）

要介護４ （ 1,166 単位）

要介護５ （ 1,325 単位）

要介護１ （ 361 単位）

要介護２ （ 392 単位）

要介護３ （ 421 単位）

要介護４ （ 450 単位）

要介護５ （ 481 単位）

要介護１ （ 375 単位）

要介護２ （ 431 単位）

要介護３ （ 488 単位）

要介護４ （ 544 単位）

要介護５ （ 601 単位）

要介護１ （ 477 単位）

要介護２ （ 554 単位）

要介護３ （ 630 単位）

要介護４ （ 727 単位）

要介護５ （ 824 単位）

要介護１ （ 540 単位）

要介護２ （ 626 単位）

要介護３ （ 711 単位）

要介護４ （ 821 単位）

要介護５ （ 932 単位）

要介護１ （ 599 単位）

要介護２ （ 709 単位）

要介護３ （ 819 単位）

要介護４ （ 950 単位）

要介護５ （ 1,077 単位）

要介護１ （ 694 単位）

要介護２ （ 824 単位）

要介護３ （ 953 単位）

要介護４ （ 1,102 単位）

要介護５ （ 1,252 単位）

要介護１ （ 734 単位）

要介護２ （ 868 単位）

要介護３ （ 1,006 単位）

要介護４ （ 1,166 単位）

要介護５ （ 1,325 単位）

注

1日につき
＋100単位

１回につき
＋150単位
（月２回を

限度）

１回につき
＋160単位
（月２回を

限度）

1日につき
＋100単位

基本部分

注

（５）　５時間以上
　　　　６時間未満

注注

リハビリテー
ションマネジメ
ント加算（A）

イ

同意日の属
する月から６

月以内
１月につき
＋560単位

同意日の属
する月から６

月超
１月につき
＋240単位

リハビリテー
ションマネジメ
ント加算（A）ロ

同意日の属
する月から６

月以内
１月につき
＋593単位

同意日の属
する月から６

月超
１月につき
＋273単位

ロ

　

大

規

模

の

事

業

所

（
Ⅰ

）
の

場

合

病

院

又

は

診

療

所

の

場

合

（１）　１時間以上
　　　　２時間未満

×70/１００ ×70/１００

（２）　２時間以上
　　　　３時間未満

（３）　３時間以上
　　　　４時間未満

（４）　４時間以上
　　　　５時間未満

４時間以上５時間未満の場合　＋16単位

３時間以上４時間未満の場合　＋12単位

６時間以上７時間未満の場合　＋24単位

１日につき
＋60単位

（７）　７時間以上
　　　　８時間未満

８時間以上９時間未満の場合　　　　＋50単位
９時間以上１０時間未満の場合　　＋100単位

１０時間以上１１時間未満の場合　　＋150単位
１１時間以上１２時間未満の場合　　＋200単位
１２時間以上１３時間未満の場合　　＋250単位
１３時間以上１４時間未満の場合　　＋300単位

１日につき
＋30単位

注 注

リハビリテー
ションマネジメ
ント加算（B）イ

同意日の属
する月から６

月以内
１月につき
＋830単位

同意日の属
する月から６

月超
１月につき
＋510単位

リハビリテー
ションマネジメ
ント加算（B）ロ

同意日の属
する月から６

月以内
１月につき
＋863単位

同意日の属
する月から６

月超
１月につき
＋543単位

1日につき
＋110単位

１日につき
＋240単位
（週２日を

限度）

１月につき
＋1,920単位

片道につき
－47単位

７時間以上の場合　　　　　　　　＋28単位

５時間以上６時間未満の場合　＋20単位

利用開始日
の属する月か
ら ６月以内
 １月につき

＋1,250単位

４時間以上５時間未満の場合　＋16単位

１月につき
＋50単位

１回につき
＋200単位
（月２回を

限度）

１回につき
＋20単位

（６月に１回を
限度）

１回につき
＋5単位

（６月に１回を
限度）

1日につき
＋20単位

1月につき
＋40単位

１日につき
－94単位

1日につき
＋100単位

＋5／１００

６時間以上７時間未満の場合　＋24単位

４時間以上５時間未満の場合　＋16単位

６時間以上７時間未満の場合　＋24単位

５時間以上６時間未満の場合　＋20単位

介

護

老

人

保

健

施

設

の

場

合

（１）　１時間以上
　　　　２時間未満

１日につき
＋30単位

（２）　２時間以上
　　　　３時間未満

（３）　３時間以上
　　　　４時間未満

＋３/１００

（５）  ５時間以上
　　　　６時間未満

（６）　６時間以上
　　　　７時間未満

（６）　６時間以上
　　　　７時間未満

（７）　７時間以上
　　　　８時間未満

８時間以上９時間未満の場合　　　　＋50単位
９時間以上１０時間未満の場合　　＋100単位

１０時間以上１１時間未満の場合　　＋150単位
１１時間以上１２時間未満の場合　　＋200単位
１２時間以上１３時間未満の場合　　＋250単位
１３時間以上１４時間未満の場合　　＋300単位

７時間以上の場合　　　　　　　　＋28単位

３時間以上４時間未満の場合　＋12単位

（５）　５時間以上
　　　　６時間未満

５時間以上６時間未満の場合　＋20単位

介

護

医

療

院

の

場

合

（１）　１時間以上
　　　　２時間未満

１日につき
＋30単位

（２）　２時間以上
　　　　３時間未満

（３）　３時間以上
　　　　４時間未満

３時間以上４時間未満の場合　＋12単位

（４）  ４時間以上
　　　　５時間未満

（７）　７時間以上
　　　　８時間未満

８時間以上９時間未満の場合　　　　＋50単位
９時間以上１０時間未満の場合　　＋100単位

１０時間以上１１時間未満の場合　　＋150単位
１１時間以上１２時間未満の場合　　＋200単位
１２時間以上１３時間未満の場合　　＋250単位
１３時間以上１４時間未満の場合　　＋300単位

７時間以上の場合　　　　　　　　＋28単位

１日につき
＋40単位

１日につき
＋60単位

（４）　４時間以上
　　　　５時間未満

（６）　６時間以上
　　　　７時間未満

介護　7
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注 注 注 注 注 注 注 注 注 注 注 注 注 注 注

利用者の数
が利用定員
を超える場
合

又
は

医師、理学
療法士・作
業療法士・
言語聴覚
士、看護・
介護職員の
員数が基準
に満たない
場合

感染症又は
災害の発生
を理由とす
る利用者数
の減少が一
定以上生じ
ている場合

理学療法士
等体制強化
加算

７時間以上８時間未満の通所リハビリテーショ
ンの前後に日常生活上の世話を行う場合

リハビリテーション提供体制加算 中山間地域
等に居住す
る者への
サービス提
供加算

入浴介助加
算（Ⅰ）

入浴介助加
算（Ⅱ）

リハビリテー
ションマネジ
メント加算
（A）

リハビリテー
ションマネジ
メント加算
（B）

短期集中個
別リハビリ
テーション
実施加算

認知症短期
集中リハビリ
テーション
実施加算
（Ⅰ）

認知症短期
集中リハビリ
テーション
実施加算
（Ⅱ）

生活行為向
上リハビリ
テーション
実施加算

若年性認知
症利用者受
入加算

栄養アセス
メント加算

栄養改善加
算

口腔・栄養
スクリーニン
グ加算（Ⅰ）

口腔・栄養
スクリーニン
グ加算（Ⅱ）

口腔機能向
上加算（Ⅰ）

口腔機能向
上加算（Ⅱ）

重度療養管
理加算

中重度者ケ
ア体制加算

科学的介護
推進体制加
算

事業所と同
一建物に居
住する者又
は同一建物
から利用す
る者に通所
リハビリテー
ションを行う
場合

事業所が送
迎を行わな
い場合

要介護１ （ 353 単位）

要介護２ （ 384 単位）

要介護３ （ 411 単位）

要介護４ （ 441 単位）

要介護５ （ 469 単位）

要介護１ （ 368 単位）

要介護２ （ 423 単位）

要介護３ （ 477 単位）

要介護４ （ 531 単位）

要介護５ （ 586 単位）

要介護１ （ 465 単位）

要介護２ （ 542 単位）

要介護３ （ 616 単位）

要介護４ （ 710 単位）

要介護５ （ 806 単位）

要介護１ （ 520 単位）

要介護２ （ 606 単位）

要介護３ （ 689 単位）

要介護４ （ 796 単位）

要介護５ （ 902 単位）

要介護１ （ 579 単位）

要介護２ （ 687 単位）

要介護３ （ 793 単位）

要介護４ （ 919 単位）

要介護５ （ 1,043 単位）

要介護１ （ 670 単位）

要介護２ （ 797 単位）

要介護３ （ 919 単位）

要介護４ （ 1,066 単位）

要介護５ （ 1,211 単位）

要介護１ （ 708 単位）

要介護２ （ 841 単位）

要介護３ （ 973 単位）

要介護４ （ 1,129 単位）

要介護５ （ 1,282 単位）

要介護１ （ 353 単位）

要介護２ （ 384 単位）

要介護３ （ 411 単位）

要介護４ （ 441 単位）

要介護５ （ 469 単位）

要介護１ （ 368 単位）

要介護２ （ 423 単位）

要介護３ （ 477 単位）

要介護４ （ 531 単位）

要介護５ （ 586 単位）

要介護１ （ 465 単位）

要介護２ （ 542 単位）

要介護３ （ 616 単位）

要介護４ （ 710 単位）

要介護５ （ 806 単位）

要介護１ （ 520 単位）

要介護２ （ 606 単位）

要介護３ （ 689 単位）

要介護４ （ 796 単位）

要介護５ （ 902 単位）

要介護１ （ 579 単位）

要介護２ （ 687 単位）

要介護３ （ 793 単位）

要介護４ （ 919 単位）

要介護５ （ 1,043 単位）

要介護１ （ 670 単位）

要介護２ （ 797 単位）

要介護３ （ 919 単位）

要介護４ （ 1,066 単位）

要介護５ （ 1,211 単位）

要介護１ （ 708 単位）

要介護２ （ 841 単位）

要介護３ （ 973 単位）

要介護４ （ 1,129 単位）

要介護５ （ 1,282 単位）

要介護１ （ 353 単位）

要介護２ （ 384 単位）

要介護３ （ 411 単位）

要介護４ （ 441 単位）

要介護５ （ 469 単位）

要介護１ （ 368 単位）

要介護２ （ 423 単位）

要介護３ （ 477 単位）

要介護４ （ 531 単位）

要介護５ （ 586 単位）

要介護１ （ 465 単位）

要介護２ （ 542 単位）

要介護３ （ 616 単位）

要介護４ （ 710 単位）

要介護５ （ 806 単位）

要介護１ （ 520 単位）

要介護２ （ 606 単位）

要介護３ （ 689 単位）

要介護４ （ 796 単位）

要介護５ （ 902 単位）

要介護１ （ 579 単位）

要介護２ （ 687 単位）

要介護３ （ 793 単位）

要介護４ （ 919 単位）

要介護５ （ 1,043 単位）

要介護１ （ 670 単位）

要介護２ （ 797 単位）

要介護３ （ 919 単位）

要介護４ （ 1,066 単位）

要介護５ （ 1,211 単位）

要介護１ （ 708 単位）

要介護２ （ 841 単位）

要介護３ （ 973 単位）

要介護４ （ 1,129 単位）

要介護５ （ 1,282 単位）

　：　「感染症又は災害の発生を理由とする利用者数の減少が一定以上生じている場合」、「事業所と同一建物に居住する者又は同一建物から利用する者に通所リハビリテーションを行う場合」、「中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算」、「サービス提供体制強化加算」、「介護職員処遇改善加算」、介護職員等特定処遇改善加算」及び「介護職員等ベースアップ等支援加算」は、支給限度額管理の対象外の算定項目

※　ロ又はハを算定する場合は、支給限度基準額の算定の際、イの単位数を算入
※　介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算及び介護職員等ベースアップ等支援加算については令和６年５月３１日まで算定可能。

ト　介護職員等
　　特定処遇
　　改善加算

（１）　介護職員等特定処遇改善加算（Ⅰ） 注
所定単位は、イからホまでにより算定した単位数の合計

（1月につき　＋所定単位×２０／１０００）

（２）　介護職員等特定処遇改善加算（Ⅱ）

チ　介護職員等
　ベースアップ等
　支援加算

（１月につき　＋所定単位×１０／１０００）

注
所定単位は、イからホまでにより算定した単位数の合計

ホ　サービス
　　提供体制
　　強化加算

（１）　サービス提供体制強化加算（Ⅰ）

（１回につき　２２単位を加算）

ヘ　介護職員
　　処遇改善
　　加算

注
所定単位は、イからホまでにより算定した単位数の合計

（1月につき　＋所定単位×47／１０００）

（２）　介護職員処遇改善加算（Ⅱ）

（1月につき　＋所定単位×34／１０００）

（３）　介護職員処遇改善加算（Ⅲ）

（1月につき　＋所定単位×19／１０００）

注

1日につき
＋20単位

1日につき
＋100単位

1日につき
＋100単位

1日につき
＋100単位

１回につき
＋150単位
（月２回を

限度）

（1月につき　＋所定単位×１７／１０００）

８時間以上９時間未満の場合　　　　＋50単位
９時間以上１０時間未満の場合　　＋100単位

１０時間以上１１時間未満の場合　　＋150単位
１１時間以上１２時間未満の場合　　＋200単位
１２時間以上１３時間未満の場合　　＋250単位
１３時間以上１４時間未満の場合　　＋300単位

１日につき
＋60単位

６時間以上７時間未満の場合　＋24単位

３時間以上４時間未満の場合　＋12単位

1月につき
＋40単位

１日につき
－94単位

片道につき
－47単位

注

ハ

　

大

規

模

の

事

業

所

（
Ⅱ

）
の

場

合

病

院

又

は

診

療

所

の

場

合

（１）　１時間以上
　　　 ２時間未満

５時間以上６時間未満の場合　＋20単位

７時間以上の場合　　　　　　　　＋28単位

１回につき
＋5単位

（６月に１回を
限度）

１月につき
＋1,920単位

利用開始日
の属する月か
ら ６月以内
 １月につき

＋1,250単位

１日につき
＋60単位

１月につき
＋50単位

１回につき
＋200単位
（月２回を

限度）

７時間以上の場合　　　　　　　　＋28単位

３時間以上４時間未満の場合　＋12単位

５時間以上６時間未満の場合　＋20単位

注 注

リハビリテー
ションマネジメ
ント加算（B）イ

同意日の属
する月から６

月以内
１月につき
＋830単位

同意日の属
する月から６

月超
１月につき
＋510単位

リハビリテー
ションマネジメ
ント加算（B）ロ

同意日の属
する月から６

月以内
１月につき
＋863単位

同意日の属
する月から６

月超
１月につき
＋543単位

1日につき
＋110単位

１日につき
＋240単位
（週２日を

限度）

１回につき
＋20単位

（６月に１回を
限度）

１日につき
＋30単位

４時間以上５時間未満の場合　＋16単位

７時間以上の場合　　　　　　　　＋28単位

（４）　４時間以上
       ５時間未満

リハビリテー
ションマネジメ
ント加算（A）

イ

同意日の属
する月から６

月以内
１月につき
＋560単位

同意日の属
する月から６

月超
１月につき
＋240単位

リハビリテー
ションマネジメ
ント加算（A）ロ

同意日の属
する月から６

月以内
１月につき
＋593単位

同意日の属
する月から６

月超
１月につき
＋273単位

６時間以上７時間未満の場合　＋24単位

＋5／１００
１日につき
＋40単位

６時間以上７時間未満の場合　＋24単位

１日につき
＋30単位

基本部分

注

×70/１００

（５）  ５時間以上
       ６時間未満

（１）　１時間以上
　　　 ２時間未満

１日につき
＋30単位

（２）　２時間以上
　　　 ３時間未満

（３）　３時間以上
　　　 ４時間未満

×70/１００

（６）　６時間以上
       ７時間未満

（７）　７時間以上
       ８時間未満

８時間以上９時間未満の場合　　　　＋50単位
９時間以上１０時間未満の場合　　＋100単位

１０時間以上１１時間未満の場合　　＋150単位
１１時間以上１２時間未満の場合　　＋200単位
１２時間以上１３時間未満の場合　　＋250単位
１３時間以上１４時間未満の場合　　＋300単位

（２）　２時間以上
　　　 ３時間未満

４時間以上５時間未満の場合　＋16単位

（５）　５時間以上
       ６時間未満

３時間以上４時間未満の場合　＋12単位

４時間以上５時間未満の場合　＋16単位

介

護

老

人

保

健

施

設

の

場

合

ニ　移行支援加算

介

護

医

療

院

の

場

合

（１）　１時間以上
　　　 ２時間未満

（２）　２時間以上
　　　 ３時間未満

(1日につき　１２単位を加
算)

（３）　３時間以上
       ４時間未満

注

８時間以上９時間未満の場合　　　　＋50単位
９時間以上１０時間未満の場合　　＋100単位

１０時間以上１１時間未満の場合　　＋150単位
１１時間以上１２時間未満の場合　　＋200単位
１２時間以上１３時間未満の場合　　＋250単位
１３時間以上１４時間未満の場合　　＋300単位

（１回につき　６単位を加算）

（６）　６時間以上
       ７時間未満

（２）　サービス提供体制強化加算（Ⅱ）

（１回につき　１８単位を加算）

５時間以上６時間未満の場合　＋20単位

（３）　３時間以上
　　　 ４時間未満

（３）　サービス提供体制強化加算（Ⅲ）

１回につき
＋160単位
（月２回を

限度）

（１）　介護職員処遇改善加算（Ⅰ）

（７）　７時間以上
       ８時間未満

＋３/１００

（７）　７時間以上
       ８時間未満

（６）　６時間以上
       ７時間未満

（４）  ４時間以上
       ５時間未満

（５）　５時間以上
       ６時間未満

（４）　４時間以上
       ５時間未満

介護　8
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：令和６年４月改定箇所

Ⅰ　指定介護予防サービス介護給付費単位数の算定構造

　１　介護予防訪問入浴介護費

　２　介護予防訪問看護費

　３　介護予防訪問リハビリテーション費

　４　介護予防居宅療養管理指導費

　５　介護予防通所リハビリテーション費

　６　介護予防短期入所生活介護費

　７　介護予防短期入所療養介護費

　　　イ　介護老人保健施設における介護予防短期入所療養介護費

　　　ロ　療養病床を有する病院における介護予防短期入所療養介護費

　　　ハ　診療所における介護予防短期入所療養介護費

　　　ニ　（削除）

　　　ホ　介護医療院における介護予防短期入所療養介護費

　８　介護予防特定施設入居者生活介護費

　９　介護予防福祉用具貸与費

Ⅱ　指定介護予防支援介護給付費単位数の算定構造

　　　　介護予防支援費

介　護　報　酬　の　算　定　構　造

介　護　予　防　サ　ー　ビ　ス

79



５　介護予防通所リハビリテーション費

注 注 注 注 注

利用者の数が利
用定員を超える
場合

又
は

医師、理学療法
士・作業療法士・
言語聴覚士、看
護・介護職員の
員数が基準に満
たない場合

中山間地域等に
居住する者への
サービス提供加
算

生活行為向上リ
ハビリテーション実
施加算

若年性認知症利
用者受入加算

事業所と同一建
物に居住する者
又は同一建物か
ら利用する者に介
護予防通所リハビ
リテーションを行う
場合

利用を開始した
日の属する月から
起算して12月を
超えた期間に介
護予防通所リハビ
リテーションを行っ
た場合

（1月につき　２２５単位を加算）

（1月につき　５０単位を加算）

（1月につき　２００単位を加算）

（１）　口腔・栄養スクリーニング加算（Ⅰ）（１回につき　２０単位を加算（６月に１回を限度））

（２）　口腔・栄養スクリーニング加算（Ⅱ） （１回につき　５単位を加算（６月に１回を限度））

（１）　口腔機能向上加算（Ⅰ） （1月につき　１５０単位を加算）

（２）　口腔機能向上加算（Ⅱ） （1月につき　１６０単位を加算）

要支援１ （１月につき　８８単位を加算）

要支援２ （１月につき　１７６単位を加算）

要支援１ （１月につき　７２単位を加算）

要支援２ （１月につき　１４４単位を加算）

要支援１ （１月につき　２４単位を加算）

要支援２ （１月につき　４８単位を加算）

　：　「事業所と同一建物に居住する者又は同一建物から利用する者に介護予防通所リハビリテーションを行う場合」、「中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算」、
　  　「サービス提供体制強化加算」、「介護職員処遇改善加算」、「介護職員等特定処遇改善加算」及び「介護職員等ベースアップ等支援加算」は、支給限度額管理の対象外の算定項目

※　介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算及び介護職員等ベースアップ等支援加算については、令和６年５月３１日まで算定可能。

ワ　介護職員等ベース
　　アップ等支援加算

（1月につき　＋所定単位×１０／１０００）

注
所定単位は、イからヌまでにより算定
した単位数の合計

注
所定単位は、イからヌまでにより算定
した単位数の合計

（1月につき　＋所定単位×４７／１０００）

（２）　介護職員処遇改善加算（Ⅱ）

（1月につき　＋所定単位×３４／１０００）

（1月につき　＋所定単位×１９／１０００）

ヲ　介護職員等特定
　　処遇改善加算

注
所定単位は、イからヌまでにより算定
した単位数の合計

（1月につき　＋所定単位×２０／１０００）

（1月につき　＋所定単位×１７／１０００）

チ　事業所評価加算 （1月につき　１２０単位を加算）

ヌ　サービス提供体
　　制強化加算

（１）　サービス提供体制強化加算（Ⅰ）

（２）　サービス提供体制強化加算（Ⅱ）

ル　介護職員処遇
　　改善加算

（１）　介護職員処遇改善加算（Ⅰ）

ホ　口腔・栄養スクリ
　　 ーニング加算

ヘ　口腔機能向上
　　 加算

ト　選択的サービス
　　複数実施加算

（１）　選択的サービス複数実施
　　加算（Ⅰ）

運動器機能向上及び栄養改善

（１月につき　４８０単位を加算）

（２）　選択的サービス複数実施
　　加算（Ⅱ）

運動器機能向上及び口腔機能向上

（１月につき　４８０単位を加算）

－７５２単位 －４０単位

×７０／１００介護老人保健施設の場合

要支援２
介護医療院の場合

（２,０５３単位）
－３７６単位 －２０単位

利用開始日の属
する月から ６月

以内
 １月につき
＋５６２単位

（３,９９９単位）

＋５／１００

－４０単位

（３,９９９単位）

－３７６単位 －２０単位
（２,０５３単位）

－７５２単位

－７５２単位 －４０単位

基本部分

注

イ　介護予防通所
　　リハビリテーション費
　　（１月につき）

病院又は診療所の場合

要支援１

要支援２

×７０／１００

要支援１
－２０単位

（２,０５３単位）

ロ　運動器機能向上加算

－３７６単位

ニ　栄養改善加算

要支援２

ハ　栄養アセスメント加算

（３,９９９単位）

＋２４０単位

要支援１

（２）　介護職員等特定処遇改善加算（Ⅱ）

（３）　サービス提供体制強化加算（Ⅲ）

栄養改善及び口腔機能向上

（１月につき　４８０単位を加算）

運動器機能向上、栄養改善及び口腔機能向上

（１月につき　７００単位を加算）

リ　科学的介護推進体制加算 （1月につき　４０単位を加算）

（３）　介護職員処遇改善加算（Ⅲ）

（１）　介護職員等特定処遇改善加算（Ⅰ）

予防　4
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：令和６年６月改定箇所

Ⅰ　指定居宅サービス介護給付費単位数の算定構造

　１　訪問介護費

　２　訪問入浴介護費

　３　訪問看護費

　４　訪問リハビリテーション費

　５　居宅療養管理指導費

　６　通所介護費

　７　通所リハビリテーション費

　８　短期入所生活介護費

　９　短期入所療養介護費

　　　イ　介護老人保健施設における短期入所療養介護費

　　　ロ　療養病床を有する病院における短期入所療養介護費

　　　ハ　診療所における介護予防短期入所療養介護費

　　　ニ　（削除）

　　　ホ　介護医療院における短期入所療養介護費

　１０　特定施設入居者生活介護費

　１１　福祉用具貸与費

Ⅱ　指定居宅介護支援介護給付費単位数の算定構造

　　　　居宅介護支援費

Ⅲ　指定施設サービス等介護給付費単位数の算定構造

　１　介護福祉施設サービス

　２　介護保健施設サービス

　３　（削除）

　４　介護医療院サービス

介　護　報　酬　の　算　定　構　造

介　護　サ　ー　ビ　ス

社保審－介護給付費分科会
第239回（R6.1.22） 参考資料２－２
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７　通所リハビリテーション費

注 注 注 注 注 注 注 注 注 注 注 注 注 注 注 注 注

利用者の数
が利用定員
を超える場
合

又
は

医師、理学
療法士・作
業療法士・
言語聴覚
士、看護・
介護職員の
員数が基準
に満たない
場合

高齢者虐待
防止措置未
実施減算

業務継続計
画未策定減
算

感染症又は
災害の発生
を理由とす
る利用者数
の減少が一
定以上生じ
ている場合

理学療法士
等体制強化
加算

７時間以上８時間未満の通所リハビリテー
ションの前後に日常生活上の世話を行う場
合

リハビリテーション提供体制加算 中山間地域
等に居住す
る者への
サービス提
供加算

入浴介助加
算（Ⅰ）

入浴介助加
算（Ⅱ）

短期集中個
別リハビリ
テーション
実施加算

認知症短期
集中リハビリ
テーション
実施加算
（Ⅰ）

認知症短期
集中リハビリ
テーション
実施加算
（Ⅱ）

生活行為向
上リハビリ
テーション
実施加算

若年性認知
症利用者受
入加算

栄養アセス
メント加算

栄養改善加
算

口腔・栄養
スクリーニン
グ加算（Ⅰ）

口腔・栄養
スクリーニン
グ加算（Ⅱ）

口腔機能向
上加算（Ⅰ）

口腔機能向
上加算（Ⅱ）
イ

口腔機能向
上加算（Ⅱ）
ロ

重度療養管
理加算

中重度者ケ
ア体制加算

科学的介護
推進体制加
算

事業所と同
一建物に居
住する者又
は同一建物
から利用す
る者に通所
リハビリテー
ションを行う
場合

事業所が送
迎を行わな
い場合

要介護１ （ 369 単位）

要介護２ （ 398 単位）

要介護３ （ 429 単位）

要介護４ （ 458 単位）

要介護５ （ 491 単位）

要介護１ （ 383 単位）

要介護２ （ 439 単位）

要介護３ （ 498 単位）

要介護４ （ 555 単位）

要介護５ （ 612 単位）

要介護１ （ 486 単位）

要介護２ （ 565 単位）

要介護３ （ 643 単位）

要介護４ （ 743 単位）

要介護５ （ 842 単位）

要介護１ （ 553 単位）

要介護２ （ 642 単位）

要介護３ （ 730 単位）

要介護４ （ 844 単位）

要介護５ （ 957 単位）

要介護１ （ 622 単位）

要介護２ （ 738 単位）

要介護３ （ 852 単位）

要介護４ （ 987 単位）

要介護５ （ 1,120 単位）

要介護１ （ 715 単位）

要介護２ （ 850 単位）

要介護３ （ 981 単位）

要介護４ （ 1,137 単位）

要介護５ （ 1,290 単位）

要介護１ （ 762 単位）

要介護２ （ 903 単位）

要介護３ （ 1,046 単位）

要介護４ （ 1,215 単位）

要介護５ （ 1,379 単位）

要介護１ （ 369 単位）

要介護２ （ 398 単位）

要介護３ （ 429 単位）

要介護４ （ 458 単位）

要介護５ （ 491 単位）

要介護１ （ 383 単位）

要介護２ （ 439 単位）

要介護３ （ 498 単位）

要介護４ （ 555 単位）

要介護５ （ 612 単位）

要介護１ （ 486 単位）

要介護２ （ 565 単位）

要介護３ （ 643 単位）

要介護４ （ 743 単位）

要介護５ （ 842 単位）

要介護１ （ 553 単位）

要介護２ （ 642 単位）

要介護３ （ 730 単位）

要介護４ （ 844 単位）

要介護５ （ 957 単位）

要介護１ （ 622 単位）

要介護２ （ 738 単位）

要介護３ （ 852 単位）

要介護４ （ 987 単位）

要介護５ （ 1,120 単位）

要介護１ （ 715 単位）

要介護２ （ 850 単位）

要介護３ （ 981 単位）

要介護４ （ 1,137 単位）

要介護５ （ 1,290 単位）

要介護１ （ 762 単位）

要介護２ （ 903 単位）

要介護３ （ 1,046 単位）

要介護４ （ 1,215 単位）

要介護５ （ 1,379 単位）

要介護１ （ 369 単位）

要介護２ （ 398 単位）

要介護３ （ 429 単位）

要介護４ （ 458 単位）

要介護５ （ 491 単位）

要介護１ （ 383 単位）

要介護２ （ 439 単位）

要介護３ （ 498 単位）

要介護４ （ 555 単位）

要介護５ （ 612 単位）

要介護１ （ 486 単位）

要介護２ （ 565 単位）

要介護３ （ 643 単位）

要介護４ （ 743 単位）

要介護５ （ 842 単位）

要介護１ （ 553 単位）

要介護２ （ 642 単位）

要介護３ （ 730 単位）

要介護４ （ 844 単位）

要介護５ （ 957 単位）

要介護１ （ 622 単位）

要介護２ （ 738 単位）

要介護３ （ 852 単位）

要介護４ （ 987 単位）

要介護５ （ 1,120 単位）

要介護１ （ 715 単位）

要介護２ （ 850 単位）

要介護３ （ 981 単位）

要介護４ （ 1,137 単位）

要介護５ （ 1,290 単位）

要介護１ （ 762 単位）

要介護２ （ 903 単位）

要介護３ （ 1,046 単位）

要介護４ （ 1,215 単位）

要介護５ （ 1,379 単位）

６時間以上７時間未満の場合　＋24単位

（４）  ４時間以上
　　　　５時間未満

（５）  ５時間以上
　　　　６時間未満

１日につき
＋30単位

＋5／１００

４時間以上５時間未満の場合　＋16単位

７時間以上の場合　　　　　　　　＋28単位

５時間以上６時間未満の場合　＋20単位

（５）　５時間以上
　　　　６時間未満

（６）　６時間以上
　　　　７時間未満

７時間以上の場合　　　　　　　　＋28単位

３時間以上４時間未満の場合　＋12単位

（６）　６時間以上
　　　　７時間未満

介

護

医

療

院

の

場

合

（１）　１時間以上
　　　　２時間未満

７時間以上の場合　　　　　　　　＋28単位

３時間以上４時間未満の場合　＋12単位

６時間以上７時間未満の場合　＋24単位

４時間以上５時間未満の場合　＋16単位

６時間以上７時間未満の場合　＋24単位

１日につき
＋30単位

８時間以上９時間未満の場合　　　　＋50単位
９時間以上１０時間未満の場合　　＋100単位
１０時間以上１１時間未満の場合　　＋150単位
１１時間以上１２時間未満の場合　　＋200単位
１２時間以上１３時間未満の場合　　＋250単位
１３時間以上１４時間未満の場合　　＋300単位

1月につき
＋40単位

利用開始日
の属する月か
ら ６月以内
 １月につき

＋1,250単位

1日につき
＋20単位

１日につき
＋60単位

１月につき
＋50単位

（２）　２時間以上
　　　　３時間未満

（３）　３時間以上
　　　　４時間未満

＋３/１００

注

１回につき
＋20単位

（６月に１回を
限度）

１回につき
＋１５５単位
（月２回を

限度）

注

５時間以上６時間未満の場合　＋20単位

１日につき
＋40単位

４時間以上５時間未満の場合　＋16単位

３時間以上４時間未満の場合　＋12単位

注

基本部分

注

（５）　５時間以上
　　　　６時間未満

×70/１００

イ

　

通

常

規

模

の

事

業

所

の

場

合

病

院

又

は

診

療

所

の

場

合

介

護

老

人

保

健

施

設

の

場

合

×70/１００

（７）　７時間以上
　　　　８時間未満

注

（２）　２時間以上
　　　　３時間未満

（３）　３時間以上
　　　　４時間未満

（４）　４時間以上
　　　　５時間未満

（４）　４時間以上
　　　　５時間未満

（７）　７時間以上
　　　　８時間未満

１日につき
＋30単位

（２）　２時間以上
　　　　３時間未満

１日につき
＋60単位

８時間以上９時間未満の場合　　　　＋50単位
９時間以上１０時間未満の場合　　＋100単位
１０時間以上１１時間未満の場合　　＋150単位
１１時間以上１２時間未満の場合　　＋200単位
１２時間以上１３時間未満の場合　　＋250単位
１３時間以上１４時間未満の場合　　＋300単位

（６）　６時間以上
　　　　７時間未満

1日につき
＋100単位

1日につき
＋100単位

（１）　１時間以上
　　　　２時間未満

（１）　１時間以上
　　　　２時間未満

１日につき
＋240単位
（週２日を

限度）

５時間以上６時間未満の場合　＋20単位

（３）　３時間以上
　　　　４時間未満

（７）　７時間以上
　　　　８時間未満

８時間以上９時間未満の場合　　　　＋50単位
９時間以上１０時間未満の場合　　＋100単位
１０時間以上１１時間未満の場合　　＋150単位
１１時間以上１２時間未満の場合　　＋200単位
１２時間以上１３時間未満の場合　　＋250単位
１３時間以上１４時間未満の場合　　＋300単位

１回につき
＋200単位
（月２回を

限度）

リハビリテー
ションマネジメ
ント加算（イ）

同意日の属
する月から６

月以内
１月につき
＋560単位

同意日の属
する月から６

月超
１月につき
＋240単位

リハビリテー
ションマネジメ
ント加算（ロ）

同意日の属
する月から６

月以内
１月につき
＋593単位

同意日の属
する月から６

月超
１月につき
＋273単位

リハビリテー
ションマネジメ
ント加算（ハ）

同意日の属
する月から６

月以内
１月につき
＋793単位

同意日の属
する月から６

月超
１月につき
＋473単位

事業所の医
師が利用者

又はその家族
に対して説明
し、利用者の
同意を得た場

合
１月につき
＋270単位

注

リハビリテーションマネジメン
ト加算

１回につき
＋1６０単位
（月２回を

限度）

片道につき
－47単位

1日につき
＋100単位

１日につき
－94単位

１回につき
＋150単位
（月２回を

限度）

１回につき
＋5単位

（６月に１回を
限度）

１月につき
＋1,920単位

1日につき
＋110単位

－１／１００ －１／１００

介護　6
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注 注 注 注 注 注 注 注 注 注 注 注 注 注 注 注 注

利用者の数
が利用定員
を超える場
合

又
は

医師、理学
療法士・作
業療法士・
言語聴覚
士、看護・
介護職員の
員数が基準
に満たない
場合

高齢者虐待
防止措置未
実施減算

業務継続計
画未策定減
算

感染症又は
災害の発生
を理由とす
る利用者数
の減少が一
定以上生じ
ている場合

理学療法士
等体制強化
加算

７時間以上８時間未満の通所リハビリテー
ションの前後に日常生活上の世話を行う場
合

リハビリテーション提供体制加算 中山間地域
等に居住す
る者への
サービス提
供加算

入浴介助加
算（Ⅰ）

入浴介助加
算（Ⅱ）

短期集中個
別リハビリ
テーション
実施加算

認知症短期
集中リハビリ
テーション
実施加算
（Ⅰ）

認知症短期
集中リハビリ
テーション
実施加算
（Ⅱ）

生活行為向
上リハビリ
テーション
実施加算

若年性認知
症利用者受
入加算

栄養アセス
メント加算

栄養改善加
算

口腔・栄養
スクリーニン
グ加算（Ⅰ）

口腔・栄養
スクリーニン
グ加算（Ⅱ）

口腔機能向
上加算（Ⅰ）

口腔機能向
上加算（Ⅱ）
イ

口腔機能向
上加算（Ⅱ）
ロ

重度療養管
理加算

中重度者ケ
ア体制加算

科学的介護
推進体制加
算

事業所と同
一建物に居
住する者又
は同一建物
から利用す
る者に通所
リハビリテー
ションを行う
場合

事業所が送
迎を行わな
い場合

要介護１ （ 357 単位）

要介護２ （ 388 単位）

要介護３ （ 415 単位）

要介護４ （ 445 単位）

要介護５ （ 475 単位）

要介護１ （ 372 単位）

要介護２ （ 427 単位）

要介護３ （ 482 単位）

要介護４ （ 536 単位）

要介護５ （ 591 単位）

要介護１ （ 470 単位）

要介護２ （ 547 単位）

要介護３ （ 623 単位）

要介護４ （ 719 単位）

要介護５ （ 816 単位）

要介護１ （ 525 単位）

要介護２ （ 611 単位）

要介護３ （ 696 単位）

要介護４ （ 805 単位）

要介護５ （ 912 単位）

要介護１ （ 584 単位）

要介護２ （ 692 単位）

要介護３ （ 800 単位）

要介護４ （ 929 単位）

要介護５ （ 1,053 単位）

要介護１ （ 675 単位）

要介護２ （ 802 単位）

要介護３ （ 926 単位）

要介護４ （ 1,077 単位）

要介護５ （ 1,224 単位）

要介護１ （ 714 単位）

要介護２ （ 847 単位）

要介護３ （ 983 単位）

要介護４ （ 1,140 単位）

要介護５ （ 1,300 単位）

要介護１ （ 357 単位）

要介護２ （ 388 単位）

要介護３ （ 415 単位）

要介護４ （ 445 単位）

要介護５ （ 475 単位）

要介護１ （ 372 単位）

要介護２ （ 427 単位）

要介護３ （ 482 単位）

要介護４ （ 536 単位）

要介護５ （ 591 単位）

要介護１ （ 470 単位）

要介護２ （ 547 単位）

要介護３ （ 623 単位）

要介護４ （ 719 単位）

要介護５ （ 816 単位）

要介護１ （ 525 単位）

要介護２ （ 611 単位）

要介護３ （ 696 単位）

要介護４ （ 805 単位）

要介護５ （ 912 単位）

要介護１ （ 584 単位）

要介護２ （ 692 単位）

要介護３ （ 800 単位）

要介護４ （ 929 単位）

要介護５ （ 1,053 単位）

要介護１ （ 675 単位）

要介護２ （ 802 単位）

要介護３ （ 926 単位）

要介護４ （ 1,077 単位）

要介護５ （ 1,224 単位）

要介護１ （ 714 単位）

要介護２ （ 847 単位）

要介護３ （ 983 単位）

要介護４ （ 1,140 単位）

要介護５ （ 1,300 単位）

要介護１ （ 357 単位）

要介護２ （ 388 単位）

要介護３ （ 415 単位）

要介護４ （ 445 単位）

要介護５ （ 475 単位）

要介護１ （ 372 単位）

要介護２ （ 427 単位）

要介護３ （ 482 単位）

要介護４ （ 536 単位）

要介護５ （ 591 単位）

要介護１ （ 470 単位）

要介護２ （ 547 単位）

要介護３ （ 623 単位）

要介護４ （ 719 単位）

要介護５ （ 816 単位）

要介護１ （ 525 単位）

要介護２ （ 611 単位）

要介護３ （ 696 単位）

要介護４ （ 805 単位）

要介護５ （ 912 単位）

要介護１ （ 584 単位）

要介護２ （ 692 単位）

要介護３ （ 800 単位）

要介護４ （ 929 単位）

要介護５ （ 1,053 単位）

要介護１ （ 675 単位）

要介護２ （ 802 単位）

要介護３ （ 926 単位）

要介護４ （ 1,077 単位）

要介護５ （ 1,224 単位）

要介護１ （ 714 単位）

要介護２ （ 847 単位）

要介護３ （ 983 単位）

要介護４ （ 1,140 単位）

要介護５ （ 1,300 単位）

（６）　６時間以上
　　　　７時間未満

介

護

医

療

院

の

場

合

４時間以上５時間未満の場合　＋16単位

＋３/１００

３時間以上４時間未満の場合　＋12単位

（４）  ４時間以上
　　　　５時間未満

（１）　１時間以上
　　　　２時間未満

（６）　６時間以上
　　　　７時間未満

（７）　７時間以上
　　　　８時間未満

（７）　７時間以上
　　　　８時間未満

８時間以上９時間未満の場合　　　　＋50単位
９時間以上１０時間未満の場合　　＋100単位
１０時間以上１１時間未満の場合　　＋150単位
１１時間以上１２時間未満の場合　　＋200単位
１２時間以上１３時間未満の場合　　＋250単位
１３時間以上１４時間未満の場合　　＋300単位

７時間以上の場合　　　　　　　　＋28単位

８時間以上９時間未満の場合　　　　＋50単位
９時間以上１０時間未満の場合　　＋100単位
１０時間以上１１時間未満の場合　　＋150単位
１１時間以上１２時間未満の場合　　＋200単位
１２時間以上１３時間未満の場合　　＋250単位
１３時間以上１４時間未満の場合　　＋300単位

１日につき
＋30単位

（２）　２時間以上
　　　　３時間未満

（３）　３時間以上
　　　　４時間未満

（１）　１時間以上
　　　　２時間未満

（５）　５時間以上
　　　　６時間未満

（４）　４時間以上
　　　　５時間未満

１日につき
＋30単位

（２）　２時間以上
　　　　３時間未満

（３）　３時間以上
　　　　４時間未満

＋5／１００

６時間以上７時間未満の場合　＋24単位

４時間以上５時間未満の場合　＋16単位

６時間以上７時間未満の場合　＋24単位

５時間以上６時間未満の場合　＋20単位

（６）　６時間以上
　　　　７時間未満

１日につき
＋40単位

７時間以上の場合　　　　　　　　＋28単位

３時間以上４時間未満の場合　＋12単位

５時間以上６時間未満の場合　＋20単位

１日につき
－94単位

７時間以上の場合　　　　　　　　＋28単位

５時間以上６時間未満の場合　＋20単位

利用開始日
の属する月か
ら ６月以内
 １月につき

＋1,250単位

４時間以上５時間未満の場合　＋16単位

１月につき
＋50単位

１回につき
＋200単位
（月２回を

限度）

１回につき
＋20単位

（６月に１回を
限度）

1月につき
＋40単位

１回につき
＋5単位

（６月に１回を
限度）

1日につき
＋20単位

１回につき
＋1６０単位
（月２回を

限度）

注 注

事業所の医
師が利用者

又はその家族
に対して説明
し、利用者の
同意を得た場

合
１月につき
＋270単位

1日につき
＋110単位

１日につき
＋240単位
（週２日を

限度）

１月につき
＋1,920単位

リハビリテーションマネジメン
ト加算

注

３時間以上４時間未満の場合　＋12単位

６時間以上７時間未満の場合　＋24単位

１日につき
＋60単位

（７）　７時間以上
　　　　８時間未満

８時間以上９時間未満の場合　　　　＋50単位
９時間以上１０時間未満の場合　　＋100単位
１０時間以上１１時間未満の場合　　＋150単位
１１時間以上１２時間未満の場合　　＋200単位
１２時間以上１３時間未満の場合　　＋250単位
１３時間以上１４時間未満の場合　　＋300単位

１日につき
＋30単位

リハビリテー
ションマネジメ
ント加算（イ）

同意日の属
する月から６

月以内
１月につき
＋560単位

同意日の属
する月から６

月超
１月につき
＋240単位

リハビリテー
ションマネジメ
ント加算（ロ）

同意日の属
する月から６

月以内
１月につき
＋593単位

同意日の属
する月から６

月超
１月につき
＋273単位

リハビリテー
ションマネジメ
ント加算（ハ）

同意日の属
する月から６

月以内
１月につき
＋793単位

同意日の属
する月から６

月超
１月につき
＋473単位

１日につき
＋60単位

ロ

　

大

規

模

の

事

業

所

の

場

合

病

院

又

は

診

療

所

の

場

合

（１）　１時間以上
　　　　２時間未満

×70/１００ ×70/１００

（２）　２時間以上
　　　　３時間未満

（３）　３時間以上
　　　　４時間未満

（４）　４時間以上
　　　　５時間未満

（５）  ５時間以上
　　　　６時間未満

（５）　５時間以上
　　　　６時間未満

介

護

老

人

保

健

施

設

の

場

合

注

基本部分

注

１回につき
＋150単位
（月２回を

限度）

１回につき
＋１５５単位
（月２回を

限度）

注

片道につき
－47単位

1日につき
＋100単位

1日につき
＋100単位

1日につき
＋100単位

－１／１００ －１／１００

介護　7

83



注 注 注 注 注 注 注 注 注 注 注 注 注 注 注 注 注

利用者の数
が利用定員
を超える場
合

又
は

医師、理学
療法士・作
業療法士・
言語聴覚
士、看護・
介護職員の
員数が基準
に満たない
場合

高齢者虐待
防止措置未
実施減算

業務継続計
画未策定減
算

感染症又は
災害の発生
を理由とす
る利用者数
の減少が一
定以上生じ
ている場合

理学療法士
等体制強化
加算

７時間以上８時間未満の通所リハビリテー
ションの前後に日常生活上の世話を行う場
合

リハビリテーション提供体制加算 中山間地域
等に居住す
る者への
サービス提
供加算

入浴介助加
算（Ⅰ）

入浴介助加
算（Ⅱ）

短期集中個
別リハビリ
テーション
実施加算

認知症短期
集中リハビリ
テーション
実施加算
（Ⅰ）

認知症短期
集中リハビリ
テーション
実施加算
（Ⅱ）

生活行為向
上リハビリ
テーション
実施加算

若年性認知
症利用者受
入加算

栄養アセス
メント加算

栄養改善加
算

口腔・栄養
スクリーニン
グ加算（Ⅰ）

口腔・栄養
スクリーニン
グ加算（Ⅱ）

口腔機能向
上加算（Ⅰ）

口腔機能向
上加算（Ⅱ）
イ

口腔機能向
上加算（Ⅱ）
ロ

重度療養管
理加算

中重度者ケ
ア体制加算

科学的介護
推進体制加
算

事業所と同
一建物に居
住する者又
は同一建物
から利用す
る者に通所
リハビリテー
ションを行う
場合

事業所が送
迎を行わな
い場合

要介護１ （ 369 単位）

要介護２ （ 398 単位）

要介護３ （ 429 単位）

要介護４ （ 458 単位）

要介護５ （ 491 単位）

要介護１ （ 383 単位）

要介護２ （ 439 単位）

要介護３ （ 498 単位）

要介護４ （ 555 単位）

要介護５ （ 612 単位）

要介護１ （ 486 単位）

要介護２ （ 565 単位）

要介護３ （ 643 単位）

要介護４ （ 743 単位）

要介護５ （ 842 単位）

要介護１ （ 553 単位）

要介護２ （ 642 単位）

要介護３ （ 730 単位）

要介護４ （ 844 単位）

要介護５ （ 957 単位）

要介護１ （ 622 単位）

要介護２ （ 738 単位）

要介護３ （ 852 単位）

要介護４ （ 987 単位）

要介護５ （ 1,120 単位）

要介護１ （ 715 単位）

要介護２ （ 850 単位）

要介護３ （ 981 単位）

要介護４ （ 1,137 単位）

要介護５ （ 1,290 単位）

要介護１ （ 762 単位）

要介護２ （ 903 単位）

要介護３ （ 1,046 単位）

要介護４ （ 1,215 単位）

要介護５ （ 1,379 単位）

要介護１ （ 369 単位）

要介護２ （ 398 単位）

要介護３ （ 429 単位）

要介護４ （ 458 単位）

要介護５ （ 491 単位）

要介護１ （ 383 単位）

要介護２ （ 439 単位）

要介護３ （ 498 単位）

要介護４ （ 555 単位）

要介護５ （ 612 単位）

要介護１ （ 486 単位）

要介護２ （ 565 単位）

要介護３ （ 643 単位）

要介護４ （ 743 単位）

要介護５ （ 842 単位）

要介護１ （ 553 単位）

要介護２ （ 642 単位）

要介護３ （ 730 単位）

要介護４ （ 844 単位）

要介護５ （ 957 単位）

要介護１ （ 622 単位）

要介護２ （ 738 単位）

要介護３ （ 852 単位）

要介護４ （ 987 単位）

要介護５ （ 1,120 単位）

要介護１ （ 715 単位）

要介護２ （ 850 単位）

要介護３ （ 981 単位）

要介護４ （ 1,137 単位）

要介護５ （ 1,290 単位）

要介護１ （ 762 単位）

要介護２ （ 903 単位）

要介護３ （ 1,046 単位）

要介護４ （ 1,215 単位）

要介護５ （ 1,379 単位）

要介護１ （ 369 単位）

要介護２ （ 398 単位）

要介護３ （ 429 単位）

要介護４ （ 458 単位）

要介護５ （ 491 単位）

要介護１ （ 383 単位）

要介護２ （ 439 単位）

要介護３ （ 498 単位）

要介護４ （ 555 単位）

要介護５ （ 612 単位）

要介護１ （ 486 単位）

要介護２ （ 565 単位）

要介護３ （ 643 単位）

要介護４ （ 743 単位）

要介護５ （ 842 単位）

要介護１ （ 553 単位）

要介護２ （ 642 単位）

要介護３ （ 730 単位）

要介護４ （ 844 単位）

要介護５ （ 957 単位）

要介護１ （ 622 単位）

要介護２ （ 738 単位）

要介護３ （ 852 単位）

要介護４ （ 987 単位）

要介護５ （ 1,120 単位）

要介護１ （ 715 単位）

要介護２ （ 850 単位）

要介護３ （ 981 単位）

要介護４ （ 1,137 単位）

要介護５ （ 1,290 単位）

要介護１ （ 762 単位）

要介護２ （ 903 単位）

要介護３ （ 1,046 単位）

要介護４ （ 1,215 単位）

要介護５ （ 1,379 単位）

　：　「感染症又は災害の発生を理由とする利用者数の減少が一定以上生じている場合」、「事業所と同一建物に居住する者又は同一建物から利用する者に通所リハビリテーションを行う場合」、「中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算」、「サービス提供体制強化加算」及び「介護職員等処遇改善加算」は、支給限度額管理の対象外の算定項目

※　ロを算定する場合は、支給限度基準額の算定の際、イの単位数を算入
※　業務継続計画未策定減算については、感染症の予防及びまん延の防止のための指針の整備及び非常災害に関する具体的計画の策定を行っている場合には、令和７年３月３１日までの間適用しない。

（１回につき　６単位を加算）

（７）　７時間以上
       ８時間未満

＋３/１００

（７）　７時間以上
       ８時間未満

（６）　６時間以上
       ７時間未満

（４）  ４時間以上
       ５時間未満

（５）　５時間以上
       ６時間未満

（４）　４時間以上
       ５時間未満

（１回につき　１８単位を加算）

（１）　サービス提供体制強化加算（Ⅰ）

（２）　サービス提供体制強化加算（Ⅱ）

１回につき
＋１５５単位
（月２回を

限度）

(1日につき　１２単位を加
算)

（３）　３時間以上
       ４時間未満

１日につき
＋30単位

ニ　移行支援加算

介

護

医

療

院

の

場

合

（１）　１時間以上
　　　 ２時間未満

（１回につき　２２単位を加算）

介

護

老

人

保

健

施

設

の

場

合

７時間以上の場合　　　　　　　　＋28単位

５時間以上６時間未満の場合　＋20単位

８時間以上９時間未満の場合　　　　＋50単位
９時間以上１０時間未満の場合　　＋100単位
１０時間以上１１時間未満の場合　　＋150単位
１１時間以上１２時間未満の場合　　＋200単位
１２時間以上１３時間未満の場合　　＋250単位
１３時間以上１４時間未満の場合　　＋300単位

（２）　２時間以上
　　　 ３時間未満

（４）　４時間以上
       ５時間未満

１日につき
＋30単位

（５）　５時間以上
       ６時間未満

×70/１００

（５）  ５時間以上
       ６時間未満

８時間以上９時間未満の場合　　　　＋50単位
９時間以上１０時間未満の場合　　＋100単位
１０時間以上１１時間未満の場合　　＋150単位
１１時間以上１２時間未満の場合　　＋200単位
１２時間以上１３時間未満の場合　　＋250単位
１３時間以上１４時間未満の場合　　＋300単位

（２）　２時間以上
　　　 ３時間未満

（１）　１時間以上
　　　 ２時間未満

注注

（２）　２時間以上
　　　 ３時間未満

（６）　６時間以上
       ７時間未満

（３）　３時間以上
　　　 ４時間未満

（３）　３時間以上
　　　 ４時間未満

（１）　１時間以上
　　　 ２時間未満

５時間以上６時間未満の場合　＋20単位

７時間以上の場合　　　　　　　　＋28単位

（６）　６時間以上
       ７時間未満

注

事業所の医
師が利用者

又はその家族
に対して説明
し、利用者の
同意を得た場

合
１月につき
＋270単位

1日につき
＋110単位

１日につき
＋240単位
（週２日を

限度）

１回につき
＋20単位

（６月に１回を
限度）

１回につき
＋5単位

（６月に１回を
限度）

利用開始日
の属する月か
ら ６月以内
 １月につき

＋1,250単位

注

リハビリテーションマネジメン
ト加算

１回につき
＋200単位
（月２回を

限度）

1日につき
＋20単位

３時間以上４時間未満の場合　＋12単位

５時間以上６時間未満の場合　＋20単位

４時間以上５時間未満の場合　＋16単位

７時間以上の場合　　　　　　　　＋28単位

1日につき
＋100単位

＋5／１００
１日につき
＋40単位

６時間以上７時間未満の場合　＋24単位

８時間以上９時間未満の場合　　　　＋50単位
９時間以上１０時間未満の場合　　＋100単位
１０時間以上１１時間未満の場合　　＋150単位
１１時間以上１２時間未満の場合　　＋200単位
１２時間以上１３時間未満の場合　　＋250単位
１３時間以上１４時間未満の場合　　＋300単位

４時間以上５時間未満の場合　＋16単位

３時間以上４時間未満の場合　＋12単位

１日につき
＋30単位

基本部分

注

×70/１００

６時間以上７時間未満の場合　＋24単位

（７）　７時間以上
       ８時間未満

ロ

　

大

規

模

の

事

業

所

（
一

定

の

要

件

を

満

た

し

た

事

業

所

）
の

場

合

病

院

又

は

診

療

所

の

場

合

（一）介護職員等処遇改善加算（Ⅴ）（１）

注

１回につき
＋1６０単位
（月２回を

限度）

（１）　介護職員等処遇改善加算（Ⅰ）

ハ　退院時共同指導加算
（１回につき　６００単位を加

算）

ホ　サービス
　　提供体制
　　強化加算

（３）　サービス提供体制強化加算（Ⅲ）

片道につき
－47単位

1日につき
＋100単位

1日につき
＋100単位

１日につき
＋60単位

６時間以上７時間未満の場合　＋24単位

1月につき
＋40単位

リハビリテー
ションマネジメ
ント加算（イ）

同意日の属
する月から６

月以内
１月につき
＋560単位

同意日の属
する月から６

月超
１月につき
＋240単位

リハビリテー
ションマネジメ
ント加算（ロ）

同意日の属
する月から６

月以内
１月につき
＋593単位

同意日の属
する月から６

月超
１月につき
＋273単位

リハビリテー
ションマネジメ
ント加算（ハ）

同意日の属
する月から６

月以内
１月につき
＋793単位

同意日の属
する月から６

月超
１月につき
＋473単位

３時間以上４時間未満の場合　＋12単位

４時間以上５時間未満の場合　＋16単位
１日につき
＋60単位

１月につき
＋50単位

１日につき
－94単位

１回につき
＋150単位
（月２回を

限度）

１月につき
＋1,920単位

注
所定単位は、イからホまでにより算定した単位数の合計

（1月につき　＋所定単位×８６／１０００）

（２）　介護職員等処遇改善加算（Ⅱ）

（1月につき　＋所定単位×８３／１０００）

（３）　介護職員等処遇改善加算（Ⅲ）

（1月につき　＋所定単位×６６／１０００）

（４）　介護職員等処遇改善加算（Ⅳ）

（1月につき　＋所定単位×５３／１０００）

（５）
介護
職員
等処
遇改
善加
算
（Ⅴ）

（1月につき　＋所定単位×７６／１０００）

（四）介護職員等処遇改善加算（Ⅴ）（４）

（1月につき　＋所定単位×７０／１０００）

（五）介護職員等処遇改善加算（Ⅴ）（５）

（1月につき　＋所定単位×６３／１０００）

（六）介護職員等処遇改善加算（Ⅴ）（６）

（1月につき　＋所定単位×６０／１０００）

（1月につき　＋所定単位×４３／１０００）

（十二）介護職員等処遇改善加算（Ⅴ）（１２）

（1月につき　＋所定単位×４５／１０００）

（七）介護職員等処遇改善加算（Ⅴ）（７）

（1月につき　＋所定単位×５８／１０００）

（八）介護職員等処遇改善加算（Ⅴ）（８）

（1月につき　＋所定単位×５６／１０００）

（九）介護職員等処遇改善加算（Ⅴ）（９）

（1月につき　＋所定単位×５５／１０００）

※　介護職員等処遇改善加算（Ⅴ）については、令和７年３月３１日まで算定可能。

（十三）介護職員等処遇改善加算（Ⅴ）（１３）

（1月につき　＋所定単位×３８／１０００）

（十四）介護職員等処遇改善加算（Ⅴ）（１４）

（1月につき　＋所定単位×２８／１０００）

（二）介護職員等処遇改善加算（Ⅴ）（２）

ヘ

　

介

護

職

員

等

処

遇

改

善

加

算

（十）介護職員等処遇改善加算（Ⅴ）（１０）

（1月につき　＋所定単位×４８／１０００）

（十一）介護職員等処遇改善加算（Ⅴ）（１１）

－１／１００ －１／１００

（1月につき　＋所定単位×７３／１０００）

（三）介護職員等処遇改善加算（Ⅴ）（３）

（1月につき　＋所定単位×７３／１０００）
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：令和６年６月改定箇所

Ⅰ　指定介護予防サービス介護給付費単位数の算定構造

　１　介護予防訪問入浴介護費

　２　介護予防訪問看護費

　３　介護予防訪問リハビリテーション費

　４　介護予防居宅療養管理指導費

　５　介護予防通所リハビリテーション費

　６　介護予防短期入所生活介護費

　７　介護予防短期入所療養介護費

　　　イ　介護老人保健施設における介護予防短期入所療養介護費

　　　ロ　療養病床を有する病院における介護予防短期入所療養介護費

　　　ハ　診療所における介護予防短期入所療養介護費

　　　ニ　（削除）

　　　ホ　介護医療院における介護予防短期入所療養介護費

　８　介護予防特定施設入居者生活介護費

　９　介護予防福祉用具貸与費

Ⅱ　指定介護予防支援介護給付費単位数の算定構造

　　　　介護予防支援費

介　護　報　酬　の　算　定　構　造

介　護　予　防　サ　ー　ビ　ス
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５　介護予防通所リハビリテーション費

注 注 注 注 注 注 注

高齢者虐待防止
措置未実施減算

業務継続計画未
策定減算

利用者の数が利
用定員を超える
場合

又
は

医師、理学療法
士・作業療法士・
言語聴覚士、看
護・介護職員の
員数が基準に満
たない場合

中山間地域等に
居住する者への
サービス提供加
算

生活行為向上リ
ハビリテーション
実施加算

若年性認知症利
用者受入加算

事業所と同一建
物に居住する者
又は同一建物か
ら利用する者に
介護予防通所リ
ハビリテーションを
行う場合

利用を開始した
日の属する月か
ら起算して12月
を超えた期間に
介護予防通所リ
ハビリテーションを
行った場合（要件
を満たさない場
合）

（１回につき　６００単位）

（1月につき　５０単位を加算）

（1月につき　２００単位を加算）

（１）　口腔・栄養スクリーニング加算（Ⅰ）（１回につき　２０単位を加算（６月に１回を限度））

（２）　口腔・栄養スクリーニング加算（Ⅱ） （１回につき　５単位を加算（６月に１回を限度））

（１）　口腔機能向上加算（Ⅰ） （1月につき　１５０単位を加算）

（２）　口腔機能向上加算（Ⅱ） （1月につき　１６０単位を加算）

要支援１ （１月につき　８８単位を加算）

要支援２ （１月につき　１７６単位を加算）

要支援１ （１月につき　７２単位を加算）

要支援２ （１月につき　１４４単位を加算）

要支援１ （１月につき　２４単位を加算）

要支援２ （１月につき　４８単位を加算）

　：　「事業所と同一建物に居住する者又は同一建物から利用する者に介護予防通所リハビリテーションを行う場合」、「中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算」、

　  　「サービス提供体制強化加算」及び「介護職員等処遇改善加算は、支給限度額管理の対象外の算定項目

（1月につき　＋所定単位×３８／１０００）

（十四）介護職員等処遇改善加算（Ⅴ）（１４）

（十一）介護職員等処遇改善加算（Ⅴ）（１１）

（1月につき　＋所定単位×４３／１０００）

※　業務継続計画未策定減算については、感染症の予防及びまん延の防止のための指針の整備及び非常災害に関する具体的計画の策定を行っている場合には、令和７年３月３１日までの間適用しない。

※　介護職員等処遇改善加算（Ⅴ）については、令和７年３月３１日まで算定可能。

ヌ　介護職員等
　　処遇改善加算

注
所定単位は、イからリまでにより算
定した単位数の合計

（十二）介護職員等処遇改善加算（Ⅴ）（１２）

（1月につき　＋所定単位×４５／１０００）

（十三）介護職員等処遇改善加算（Ⅴ）（１３）

（1月につき　＋所定単位×６０／１０００）

（七）介護職員等処遇改善加算（Ⅴ）（７）

（1月につき　＋所定単位×５８／１０００）

（八）介護職員等処遇改善加算（Ⅴ）（８）

（1月につき　＋所定単位×５６／１０００）

（1月につき　＋所定単位×２８／１０００）

（九）介護職員等処遇改善加算（Ⅴ）（９）

（1月につき　＋所定単位×５５／１０００）

（十）介護職員等処遇改善加算（Ⅴ）（１０）

（1月につき　＋所定単位×４８／１０００）

（1月につき　＋所定単位×７３／１０００）

（四）介護職員等処遇改善加算（Ⅴ）（４）

（1月につき　＋所定単位×７０／１０００）

（五）介護職員等処遇改善加算（Ⅴ）（５）

（1月につき　＋所定単位×６３／１０００）

（六）介護職員等処遇改善加算（Ⅴ）（６）

（２）　介護職員等処遇改善加算（Ⅱ）

（３）　介護職員等処遇改善加算（Ⅲ）

（４）　介護職員等処遇改善加算（Ⅳ）

（1月につき　＋所定単位×５３／１０００）

（５）　介護職員
等処遇改善加算
（Ⅴ）

（一）介護職員等処遇改善加算（Ⅴ）（１）

（1月につき　＋所定単位×７６／１０００）

（二）介護職員等処遇改善加算（Ⅴ）（２）

（1月につき　＋所定単位×７３／１０００）

（三）介護職員等処遇改善加算（Ⅴ）（３）

（２）　サービス提供体制強化加算（Ⅱ）

（３）　サービス提供体制強化加算（Ⅲ）

ニ　栄養改善加算

ホ　口腔・栄養スクリ
　　 ーニング加算

ヘ　口腔機能向上
　　 加算

（1月につき　＋所定単位×８６／１０００）

１月につき
＋２４０単位

（1月につき　＋所定単位×６６／１０００）

（１）　サービス提供体制強化加算（Ⅰ）

ト　一体的サービス提供加算 （1月につき　４８０単位を加算）

（１）　介護職員等処遇改善加算（Ⅰ）

（1月につき　＋所定単位×８３／１０００）

チ　科学的介護推進体制加算 （1月につき　４０単位を加算）

リ　サービス提供体
　　制強化加算

×７０／１００

－１２０単位
（２,２６８単位）

－３７６単位

ハ　栄養アセスメント加算

＋５／１００

－２４０単位

－３７６単位

ロ　退院時共同指導加算

（４,２２８単位）

介護老人保健施設の場合

介護医療院の場合

要支援２

要支援１

基本部分

注

イ　介護予防通所
　　リハビリテーション費
　　（１月につき）

病院又は診療所の場合

要支援２

（２,２６８単位）
－３７６単位 －１２０単位

利用開始日の属
する月から ６月

以内
 １月につき
＋５６２単位

要支援１

（４,２２８単位）

（４,２２８単位）

要支援１

要支援２

－１／１００ －１／１００

－１２０単位
（２,２６８単位）

－７５２単位

－７５２単位 －２４０単位

－７５２単位 －２４０単位

×７０／１００

予防　4
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